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別紙 

一、名称及び住所並びに代表者の氏名 

名 称  日本原燃株式会社 

住 所  青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字沖付４番地108 

代表者の氏名  代表取締役社長 社長執行役員 増田 尚宏 

二、変更に係る事業所の名称及び所在地 

名 称  再処理事業所 

所  在  地    青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮 

三、変更の内容 

  平成４年４月３日付け４安第91号をもって事業の許可を受け，別紙１の

とおり変更の許可を受けた廃棄物管理事業変更許可申請書の記載事項中，

次の事項の記載の一部を別紙２のとおり変更する。 

四、廃棄物管理施設の位置、構造及び設備並びに廃棄の方法 

四、変更の理由 

  再処理施設の第２低レベル廃棄物貯蔵系の一部を共用する。 

五、工事計画

  本変更については工事を要しない。 
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別紙１ 

変更の許可の経緯 

許 可 年 月 日 許 可 番 号 備  考 

平成 15 年 12 月８日 平成 13・07・30 原第 9 号 ・第 2 期ガラス固化体貯

蔵施設の増設

令和２年８月 26 日 原規規発第 2008261 号 ・核原料物質，核燃料物

質及び原子炉の規制に

関する法律の改正に伴

う，安全機能を有する

施設の設置及び体制の

整備等に係る変更

・その他の変更
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別紙２ 

変更の内容 

四、廃棄物管理施設の位置、構造及び設備並びに廃棄の方法 

Ａ．廃棄物管理施設の位置，構造及び設備 

イ．廃棄物管理施設の位置

廃棄物管理施設の位置のうち，第２図の内容及び(２) 敷地内におけ

る主要な廃棄物管理施設の位置の記述を以下のとおり変更する。 

(２) 敷地内における主要な廃棄物管理施設の位置

主要な廃棄物管理施設は，ガラス固化体受入れ建屋，ガラス固化体

貯蔵建屋及びガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟並びに北換気筒（ガラス固化

体受入れ・貯蔵建屋換気筒）に収納される。 

ガラス固化体受入れ建屋には，放射性廃棄物の受入れ施設，計測制

御系統施設，放射線管理施設，気体廃棄物の廃棄施設，液体廃棄物の

廃棄施設及び固体廃棄物の廃棄施設を，ガラス固化体貯蔵建屋には，

放射性廃棄物の受入れ施設，管理施設，計測制御系統施設，放射線管

理施設，気体廃棄物の廃棄施設及び液体廃棄物の廃棄施設を，ガラス

固化体貯蔵建屋Ｂ棟には，管理施設，計測制御系統施設，放射線管理

施設，気体廃棄物の廃棄施設及び液体廃棄物の廃棄施設を収納する。 

北換気筒（ガラス固化体受入れ・貯蔵建屋換気筒）には，気体廃棄

物の廃棄施設及び放射線管理施設を収納する。 

これら施設を収納する建物は，施設周辺の斜面の崩壊等の影響を受

けないように，敷地の西側部分を標高約55ｍに整地造成して，設置す

る。敷地の中央から北西寄りにガラス固化体貯蔵建屋を設置し，その
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西側に隣接してガラス固化体受入れ建屋を，北側に隣接してガラス固

化体貯蔵建屋Ｂ棟を設置する。また，北換気筒（ガラス固化体受入

れ・貯蔵建屋換気筒）をガラス固化体貯蔵建屋の東側に設置する。 

上記の他に，廃棄物管理施設には，再処理施設を共用する第２低レ

ベル廃棄物貯蔵建屋の第２低レベル廃棄物貯蔵系がある。 
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ロ．廃棄物管理施設の一般構造

 廃棄物管理施設の一般構造のうち，(６) その他の主要な構造の(ⅰ) 

安全機能を有する施設の(ｊ) 廃棄施設の(ハ) 固体廃棄物の廃棄施設の記

述を以下のとおり変更する。 

(６) その他の主要な構造

  (ⅰ) 安全機能を有する施設 

(ｊ) 廃棄施設 

(ハ) 固体廃棄物の廃棄施設

固体廃棄物の廃棄施設は，管理区域で発生するフィルタエレメン

ト，ウエス，ゴム手袋等の雑固体をドラム缶等に封入し，十分な容

量を有する固体廃棄物貯蔵設備に保管廃棄する設計とする。 
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ト．その他廃棄物管理設備の附属施設の構造及び設備

その他廃棄物管理設備の附属施設の構造及び設備のうち，(３) 固体

廃棄物の廃棄施設の記述を以下のとおり変更する。 

(３) 固体廃棄物の廃棄施設

  (ⅰ) 構  造 

本施設は，管理区域内で発生する雑固体をドラム缶等に封入し，保

管廃棄する固体廃棄物貯蔵設備で構成し，固体廃棄物貯蔵設備は，固

体廃棄物貯蔵室及び再処理施設と共用する第２低レベル廃棄物貯蔵系

の第１貯蔵系で構成する。共用する設備は，共用によって廃棄物管理

施設の安全性を損なわない設計とする。固体廃棄物貯蔵設備のうち固

体廃棄物貯蔵室は，ガラス固化体受入れ建屋に収納する。 

ガラス固化体受入れ建屋の主要構造は，鉄筋コンクリート造（一部

鉄骨鉄筋コンクリート造及び鉄骨造）で地上３階，地下２階，平面が

約47ｍ（南北方向）×約52ｍ（東西方向），地上高さ約23ｍ，建築面

積約2,500ｍ２の建物である。本建屋の外壁の一部等は二次遮蔽とし

て設計する。 

ガラス固化体受入れ建屋の概要図を第３図から第８図に示す。 

  (ⅱ) 主要な設備及び機器の種類 

固体廃棄物貯蔵設備 

(ａ) 固体廃棄物貯蔵室 

面  積      約 400ｍ2

(ｂ) 第２低レベル廃棄物貯蔵系 

 第１貯蔵系（再処理施設と共用） 

  (ⅲ) 廃棄物の処理能力 
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固体廃棄物の処理設備を設置しないので該当なし。 

  (ⅳ) 保管廃棄施設の最大保管廃棄能力 

固体廃棄物貯蔵設備 

(ａ) 固体廃棄物貯蔵室 

固体廃棄物  約 1,200 本 

 (200ℓドラム缶換算）

(ｂ) 第２低レベル廃棄物貯蔵系 

第１貯蔵系（再処理施設と共用） 

固体廃棄物  約 12,700 本 

(200ℓドラム缶換算） 
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第２図 敷地の位置及び廃棄物管理施設配置概要図 
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添－目－１  

今回の変更に係る廃棄物管理事業変更許可申請書に係る添付書類は以下の

とおりである。 

 

添付書類一 事業計画書 

       別添－１に示すとおり変更する。 

 

添付書類二 変更に係る廃棄物管理に関する技術的能力に関する説明書 

       別添－２に示すとおり変更する。 

 

添付書類三 変更に係る廃棄物管理施設の場所における気象，地盤，水理，

地震，社会環境等の状況に関する説明書 

       別添－３に示すとおり変更する。別添－３に示す記載内容以

外は次のとおりである。 

       平成４年４月３日付け４安第91号をもって事業の許可を受

け，その後，令和２年８月26日付け原規規発第2008261号をも

って変更の許可を受けた廃棄物管理事業変更許可申請書の添付

書類三の記載内容に同じである。 

 

添付書類四 変更に係る廃棄物管理施設の場所の中心から五キロメートル以

内の地域を含む縮尺五万分の一の地図 

       平成４年４月３日付け４安第91号をもって事業の許可を受

け，その後，令和２年８月26日付け原規規発第2008261号をも

って変更の許可を受けた廃棄物管理事業変更許可申請書の添付

書類四の記載内容に同じである。 

 



添－目－２  

添付書類五 変更後における廃棄物管理施設の安全設計に関する説明書 

       別添－４に示すとおり変更する。別添－４に示す記載内容以

外は次のとおりである。 

       平成４年４月３日付け４安第91号をもって事業の許可を受

け，その後，令和２年８月26日付け原規規発第2008261号をも

って変更の許可を受けた廃棄物管理事業変更許可申請書の添付

書類五の記載内容に同じである。 

 

添付書類六 変更後における核燃料物質等による放射線の被ばく管理及び放

射性廃棄物の廃棄に関する説明書 

       別添－５に示すとおり変更する。別添－５に示す記載内容以

外は次のとおりである。 

       平成４年４月３日付け４安第91号をもって事業の許可を受

け，その後，令和２年８月26日付け原規規発第2008261号をも

って変更の許可を受けた廃棄物管理事業変更許可申請書の添付

書類六の記載内容に同じである。 

 

添付書類七 変更後における廃棄物管理施設に係る設備の操作上の過失，機

械又は装置の故障，浸水，地震，火災，爆発等があった場合に

発生すると想定される廃棄物管理施設の事故の種類，程度，影

響等に関する説明書 

       平成４年４月３日付け４安第91号をもって事業の許可を受

け，その後，令和２年８月26日付け原規規発第2008261号をも

って変更の許可を受けた廃棄物管理事業変更許可申請書の添付

書類七の記載内容に同じである。 



添－目－３  

添付書類八 変更後における廃棄物管理施設の保安のための業務に係る品質

管理に必要な体制の整備に関する説明書 

       別添－６に示すとおり変更する。 

 



別添－１ 

 

 

 

 

添 付 書 類 一 

 

事 業 計 画 書 

 

 



１－目－１ 

目     次 

 

イ．変更に係る廃棄物管理施設による廃棄物管理の事業の開始の予定時期 

 

ロ．変更に係る廃棄物管理施設による廃棄物管理の事業の開始の日以後五年 

 内の日を含む毎事業年度の放射性廃棄物の種類別の予定受入量 

 

ハ．変更の工事に要する資金の額及びその調達計画 

 

ニ．変更に係る廃棄物管理施設による廃棄物管理の事業の開始の日以後五年 

 内の日を含む毎事業年度における資金計画及び事業の収支見積り 

 

ホ．その他変更後における廃棄物管理の事業に関する経理的基礎を有する 

 ことを明らかにする事項 

 



１－１ 

イ．変更に係る廃棄物管理施設による廃棄物管理の事業の開始の予定時期 

  第２低レベル廃棄物貯蔵系（第１貯蔵系）の共用  令和３年度下期 

 

ロ．変更に係る廃棄物管理施設による廃棄物管理の事業の開始の日以後五年 

 内の日を含む毎事業年度の放射性廃棄物の種類別の予定受入量 

（単位：本） 

年 度 

種 類 
令和 

3 4 5 6 7 8 

ガラス固化体 0 未定 未定 未定 未定 未定 

 

  



１－２ 

ハ．変更の工事に要する資金の額及びその調達計画 

 

本変更については工事を伴わないため，これに係る資金は要しない。 

 

  



１－３ 

ニ．変更に係る廃棄物管理施設による廃棄物管理の事業の開始の日以後五年

内の日を含む毎事業年度における資金計画及び事業の収支見積り 

 

  本変更については工事を伴わないため，これに係る資金は要しない。 

  



１－４ 

ホ．その他変更後における廃棄物管理の事業に関する経理的基礎を有するこ

とを明らかにする事項 

  使用済燃料再処理機構は，廃棄物管理事業の実施に伴い発生する費用を

負担することについて「原子力発電における使用済燃料の再処理等の実

施に関する法律」に基づき，当社と「返還廃棄物（ガラス固化体）の受

入・貯蔵管理に関する契約」を締結している。 



 

別添－２ 

 

 

 

 

添 付 書 類 二 

 

変更に係る廃棄物管理に関する技術的能力に関する説明書 

 



２－目－１  

目     次 

 

イ．変更に係る特許権その他の技術に関する権利若しくは特別の技術によ 

  る廃棄物管理の方法又はこれらに準ずるものの概要 

 

ロ．変更に係る主たる技術者の履歴 

 

ハ．その他変更後における廃棄物管理に関する技術的能力に関する事項  
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イ．変更に係る特許権その他の技術に関する権利若しくは特別の技術による

廃棄物管理の方法又はこれらに準ずるものの概要 

 

  本変更に係る特許権その他の技術に関する権利若しくは特別の技術によ

る廃棄物管理の方法又はこれらに準ずるものはない。 

 

 



ロ．変更に係る主たる技術者の履歴

当社は，新卒採用した技術者を当社施設の設計及び工事並びに運転及び保

守の業務に従事させることにより，また，原子力発電所の設計及び工事並び

に運転及び保守の経験を積んだ電力会社，我が国唯一の再処理施設の設計及

び工事並びに運転及び保守の経験を有する日本原子力研究開発機構，原子力

発電所を始めとする原子力施設の設計及び工事の経験を有するメーカ，エン

ジニアリング各社からの移籍等により，原子力工学，核燃料工学，放射線管

理，土木工学，建築工学等の専門的知識及び経験を有する技術者を擁してい

る。 

本変更に係る当社の主たる技術者及びその履歴は，第１表に示すとおりで

ある。
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第１表  主たる技術者の履歴
（令和３年４月１日現在） 

氏 名 履 歴 

宮越 裕久 昭和35年10月３日生 

昭和58年３月  京都大学工学部原子核工学科卒 

昭和58年４月  関西電力株式会社入社 

平成26年６月  同  社 東京支社副支社長 

平成28年６月  同  社 原子力事業本部美浜発電所長 

平成30年６月  当  社 執行役員再処理事業部副事業部長 

（しゅん工統括，コスト評価）， 

再処理工場副工場長（保全） 

平成31年２月  当  社 執行役員再処理事業部副事業部長 

（しゅん工統括，コスト評価，保全） 

令和元年６月  当  社 常務執行役員再処理事業部副事業部長 

（しゅん工統括，コスト評価，保全） 

令和２年６月  当  社 常務執行役員再処理事業部長 

（原子炉主任技術者） 

武井 一浩 昭和31年１月13日生 

昭和56年３月  東京工業大学大学院原子核工学専攻修士課程修了 

昭和56年４月  東京電力株式会社入社 

平成12年７月  同  社 柏崎刈羽原子力発電所技術部長 

平成16年７月  同  社 本店原子力運営管理部運転総括グループマネージャー 

平成18年７月  同  社 栃木支店栃木北支社長 

平成21年６月  同  社 本店原子燃料サイクル部長 

平成23年12月  同  社 本店原子力運営管理部長 

平成25年７月  東京パワーテクノロジー株式会社執行役員 

原子力事業部原子力改革推進担当 

平成26年４月  株式会社オー・シー・エル代表取締役社長 

平成29年２月  当  社 常務執行役員安全・品質本部長 

平成30年６月  当  社 専務執行役員安全・品質本部長 

（原子炉主任技術者，第１種放射線取扱主任者） 

松田 孝司 昭和33年７月19日生 

昭和56年３月  東京工業大学工学部化学工学科卒 

昭和56年４月  日本原燃サービス株式会社入社 

平成９年11月  当  社 六ヶ所本部再処理事業所再処理建設所 

施設第二部精製施設課課長 

平成10年10月  当  社 六ヶ所本部再処理事業所再処理建設所 

施設第二部精製施設課長 

平成16年６月  当  社 再処理事業部再処理工場試運転部精製課長（副部長） 

平成19年７月  当  社 再処理事業部再処理工場運転部部長（化学処理担当） 

平成23年10月  当  社 再処理事業部再処理工場化学処理施設部長 

平成26年６月  当  社 理事再処理事業部再処理工場化学処理施設部長 

平成27年６月  当  社 取締役執行役員経営本部副本部長（グループ経営） 

平成28年６月  当  社 執行役員経営本部副本部長（グループ経営） 

平成29年６月  当  社 常務執行役員再処理事業部再処理工場長 

平成30年６月  当  社 常務執行役員再処理事業部副事業部長 

（核物質管理,防災管理,技術評価） 

平成31年２月  当  社 常務執行役員技術本部長 

令和２年６月  当  社 常務執行役員技術本部長，エンジニアリングセンター長 

（核燃料取扱主任者，第１種放射線取扱主任者） 
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氏 名 履 歴 

小田 英紀 昭和32年11月22日生 

昭和58年３月  大阪大学大学院工学研究科原子力工学専攻修士課程修了 

昭和58年４月  関西電力株式会社入社 

平成22年６月  同  社 原子力事業本部原子燃料部門 

原燃計画グループマネジャー 

平成23年６月  電気事業連合会原子力部部長 

平成25年６月  当  社 理事経営本部原価管理部長兼経営本部部長 

（経営戦略） 

平成27年６月  当  社 執行役員経営本部副本部長（事業戦略）， 

経営本部原価管理部長，再処理事業部・担任 

（原価契約） 

平成28年６月  当  社 執行役員経営本部副本部長 

（事業戦略，経理，国際業務）, 

再処理事業部・担任（原価管理） 

平成29年６月  当  社 執行役員経営本部副本部長 

（事業総括，経理，国際業務）, 

再処理事業部・担任（原価管理） 

平成29年10月  当  社 執行役員経営本部副本部長 

（事業総括，経理，国際業務）, 

再処理事業部・担任（原価管理）, 

安全・品質本部・担任（保安監視） 

平成30年６月  当  社 常務執行役員再処理事業部副事業部長 

（総括，再処理計画，品質保証） 

令和２年６月  当  社 常務執行役員再処理事業部副事業部長 

（設工認総括，新基準設計） 

（原子炉主任技術者，第１種放射線取扱主任者） 

藤田 元久 昭和32年10月１日生 

昭和57年３月  東京大学大学院工学研究科原子力工学専攻修了 

昭和57年４月  関西電力株式会社入社 

平成７年６月  同  社 美浜発電所安全技術課長 

平成９年６月  同  社 美浜発電所安全管理課長 

平成10年６月  同  社 関西電力ニューヨーク事務所副所長（ワシントンD.C.駐在） 

平成13年６月  同  社 原子力事業本部原燃輸送グループマネジャー 

平成14年６月  同  社 原子力事業本部原燃サイクルグループマネジャー 

平成15年６月  同  社 原子力事業本部燃料技術グループチーフマネジャー 

平成19年６月  当  社 燃料製造事業準備室燃料製造部部長 

平成22年10月  当  社 燃料製造事業部燃料製造計画部長 

平成23年６月  公益財団法人原子力環境整備促進・資金管理センター常務理事 

平成25年６月  当  社 理事燃料製造事業部部長兼 

燃料製造技術部輸送グループリーダー 

平成27年６月  当  社 執行役員濃縮事業部長代理 

平成28年２月  当  社 執行役員濃縮事業部長代理，濃縮機器製造工場長 

平成28年６月  当  社 執行役員燃料製造事業部長代理 

平成30年６月  当  社 執行役員燃料製造事業部副事業部長（新規制基準） 

令和２年６月  当  社 執行役員監査室長 

２－４



氏 名 履 歴 

溝部 日出夫 昭和33年１月１日生 

昭和56年３月  九州大学工学部（機械）卒 

昭和56年４月  中国電力株式会社入社 

平成22年２月  同  社 電源事業本部専任部長（原子力建設） 

平成23年６月  同  社 電源事業本部部長（原子力建設）， 

上関原子力立地プロジェクト部長（建設） 

平成25年６月  同  社 執行役員電源事業本部部長（原子力建設）， 

上関原子力立地プロジェクト部長（建設） 

平成28年６月  当  社 執行役員燃料製造事業部燃料製造建設所長 

平成29年６月  当  社 執行役員地域・業務本部副本部長 

（情報システム企画，輸送管理） 

平成30年６月  当  社 執行役員業務推進本部副本部長 

（情報システム企画，輸送管理） 

平成31年２月  当  社 執行役員技術本部副本部長（情報システム企画，輸送管理） 

令和元年６月  当  社 執行役員再処理事業部副事業部長 

（新検査制度，システム開発，安全管理） 

令和２年６月  当  社 執行役員再処理事業部副事業部長 

（新検査制度，システム開発） 

（原子炉主任技術者） 

大柿 一史 昭和33年１月14日生 

昭和57年３月  東京大学大学院工学系研究科原子力工学専攻修士課程修了 

昭和57年４月  日本原燃サービス株式会社入社 

平成10年７月  当  社 六ヶ所本部再処理事業所再処理・貯蔵管理センター 

技術部技術課長 

平成13年８月  当  社 再処理事業部貯蔵管理センター管理部管理課長 

平成15年１月  当  社 再処理事業部貯蔵管理センター技術部管理課長 

平成16年６月  当  社 再処理事業部再処理工場技術部副部長 

平成18年７月  当  社 再処理事業部放射線管理部副部長兼 

再処理工場技術部副部長 

平成21年６月  当  社 品質保証室品質保証部長 

平成23年６月  当  社 品質保証室品質保証部長兼安全技術室安全技術部部長 

平成24年６月  当  社 安全技術室安全技術部長兼安全技術グループリーダー 

平成25年８月  当  社 安全技術室安全技術部長 

平成26年６月  当  社 理事安全本部安全技術部長 

平成26年８月  当  社 理事安全本部安全技術部長兼 

再処理事業部再処理計画部部長（新規制基準） 

平成27年４月  当  社 理事安全本部安全技術部長兼 

再処理事業部再処理計画部部長（新規制基準）兼 

エンジニアリングセンタープロジェクト部部長

平成28年２月  当  社 理事安全本部安全技術部長兼 

再処理事業部エンジニアリングセンター 

プロジェクト部部長 

平成28年６月  当  社 執行役員再処理事業部副事業部長（技術総括，運営管理）， 

再処理事業部品質保証部長 

平成29年６月  当  社 執行役員再処理事業部副事業部長（技術総括） 

平成30年６月  当  社 執行役員安全・品質本部副本部長（安全推進）, 

安全推進部長 

令和元年６月  当  社 執行役員安全・品質本部副本部長（安全推進）, 

安全推進部長，技術委員会担当 

（第１種放射線取扱主任者） 

２－５



氏 名 履 歴 

森 鐘太郎 昭和34年３月12日生 

昭和58年３月  京都大学工学部冶金学科卒 

昭和58年４月  関西電力株式会社入社 

平成20年６月  同  社 原子力事業本部原子燃料部門 

原燃品質・安全グループチーフマネジャー 

平成23年６月  同  社 原子力事業本部原子力発電部門 

品質保証グループチーフマネジャー 

平成26年６月  同  社 総合企画本部原子力・安全品質推進部門 

原子力・安全品質推進部長 

平成28年６月  同  社 経営企画室原子力安全推進担当部長 

平成29年２月  当  社 執行役員安全・品質本部副本部長（品質保証） 

平成30年６月  当  社 執行役員安全・品質本部副本部長（品質保証）, 

経営企画本部副本部長（原子燃料サイクル戦略） 

令和元年６月  当  社 執行役員安全・品質本部副本部長（品質保証） 

（原子炉主任技術者） 

山田 立哉 昭和36年２月11日生 

昭和61年３月  北海道大学大学院工学研究科原子工学専攻修士課程修了 

昭和61年４月  日本原燃サービス株式会社入社 

平成13年７月  当  社 六ヶ所本部再処理事業所再処理建設所建設管理部課長 

平成13年８月  当  社 再処理事業部建設試運転事務所管理部課長 

平成14年４月  当  社 再処理事業部建設試運転事務所管理部 

管理グループリーダー（課長） 

平成14年７月  当  社 再処理事業部建設試運転事務所技術部 

管理グループリーダー（課長） 

平成15年１月  当  社 再処理事業部建設試運転事務所技術部管理課長 

平成16年６月  当  社 再処理事業部再処理工場技術部管理課長兼 

品質管理部作業安全課長 

平成16年６月  当  社 再処理事業部再処理工場技術部管理課長 

平成21年６月  当  社 再処理事業部再処理工場技術部管理課長兼 

技術部副部長 

平成21年７月  当  社 再処理事業部再処理計画部 

計画グループリーダー（副部長）兼 

再処理工場技術部管理課長兼技術部副部長 

平成23年10月  当  社 再処理事業部再処理計画部部長兼 

計画グループリーダー（部長） 

平成24年７月  当  社 再処理事業部再処理計画部部長（事業戦略） 

平成24年12月  当  社 経営企画室企画部部長 

平成25年６月  当  社 経営本部企画部部長 

平成25年８月  当  社 経営本部企画部部長兼再処理事業部部長（新規制基準） 

平成26年７月  当  社 経営本部部長 

平成27年６月  当  社 理事再処理事業部再処理計画部長 

平成29年２月  当  社 理事経営本部企画部長 

平成30年２月  当  社 理事経営本部企画部長兼企画部人材育成センター 

準備グループリーダー（部長） 

平成30年５月  当  社 理事再処理事業部副事業部長（しゅん工総括） 

平成30年６月  当  社 執行役員再処理事業部副事業部長（しゅん工総括） 

平成31年２月  当  社 執行役員再処理事業部副事業部長 

（しゅん工総括，安全管理，防災管理） 

令和元年６月  当  社 執行役員技術本部副本部長 

（技術管理，情報システム企画，輸送管理） 

（第１種放射線取扱主任者） 

２－６



氏 名 履 歴 

大久保 章 昭和35年４月26日生 

昭和54年３月  長野県立駒ケ根工業高校卒 

昭和54年４月  中部電力株式会社入社 

平成23年５月  中部電力労働組合本部執行委員長 

平成29年９月  全国電力関連産業労働組合総連合会長代理 

令和元年10月  当  社 理事業務推進本部本部長代理 

令和２年６月  当  社 執行役員調達室長 

岡村 泰治 昭和33年10月11日生 

昭和56年３月  東京大学工学部原子力工学科卒 

昭和56年４月  日本原燃サービス株式会社入社 

平成10年４月  当  社 六ヶ所本部再処理事業所再処理・貯蔵管理センター 

放射線管理部放射線管理課長 

平成15年７月  当  社 再処理事業部放射線管理部放射線管理課長（副部長） 

平成18年７月  当  社 再処理事業部再処理工場技術部副部長 

平成21年７月  当  社 再処理事業部放射線管理部部長 

平成22年６月  当  社 再処理事業部放射線管理部長 

平成25年４月  当  社 安全技術室環境管理センター長 

平成26年６月  当  社 安全本部環境管理センター長 

平成26年７月  当  社 安全本部環境管理センター長兼 

放射線安全グループリーダー（部長） 

平成27年７月  当  社 理事安全本部副本部長兼環境管理センター長 

平成28年２月  当  社 理事再処理事業部放射線管理部長兼 

安全本部副本部長兼環境管理センター長 

平成28年６月  当  社 理事安全・品質本部副本部長兼安全・品質計画部長 

平成29年２月  当  社 理事安全・品質本部副本部長（安全推進）兼 

安全推進部長 

平成30年６月  当  社 理事安全・品質本部副本部長 

（放射線安全，環境管理センター） 

（第１種放射線取扱主任者） 

鈴木 克彦 昭和39年１月22日生 

昭和63年３月  東北大学大学院工学研究科原子核工学専攻修了 

昭和63年４月  日本原燃サービス株式会社入社 

平成16年７月  当  社 経営企画室企画部事業戦略グループリーダー（課長） 

平成21年７月  当  社 経営企画室企画部 

事業戦略グループリーダー（副部長） 

平成22年７月  当  社 再処理事業部再処理工場運転部副部長（分析） 

平成23年10月  当  社 再処理事業部再処理工場分析部長 

平成27年７月  当  社 理事経営本部企画部長 

平成29年２月  当  社 理事安全・品質本部品質保証部長 

平成29年５月  当  社 理事安全・品質本部品質保証部長兼 

経営本部人事部部長（品質保証統括） 

平成30年６月  当  社 理事安全・品質本部品質保証部長兼 

業務推進本部人事部部長（品質保証統括） 

令和元年６月  当  社 理事安全・品質本部品質保証部長 

令和２年６月  当  社 理事再処理事業部副事業部長（再処理計画，品質保証） 

（核燃料取扱主任者，第１種放射線取扱主任者） 

２－７



氏 名 履 歴 

小谷 美樹 昭和34年５月22日生 

昭和53年３月  鹿児島県立鹿児島工業高等学校機械科卒 

昭和53年４月  動力炉・核燃料開発事業団入団 

平成23年10月  日本原燃株式会社入社 

平成23年10月  当  社 再処理事業部核物質管理部核物質防護課長兼 

燃料製造事業部燃料製造建設所 

核物質防護グループリーダー（課長） 

平成26年６月  当  社 再処理事業部核物質管理部核物質防護課長兼警備課長兼 

濃縮事業部ウラン濃縮工場濃縮運転部警備課長兼 

埋設事業部低レベル放射性廃棄物埋設センター警備課長兼 

燃料製造事業部燃料製造建設所 

核物質防護グループリーダー（課長） 

平成26年７月  当  社 再処理事業部核物質管理部核物質防護課長兼 

燃料製造事業部燃料製造建設所 

核物質防護グループリーダー（課長） 

平成26年12月  当  社 再処理事業部核物質管理部核物質防護課長兼 

情報セキュリティグループ（課長）兼 

燃料製造事業部燃料製造建設所 

核物質防護グループリーダー（課長） 

平成27年７月  当  社 再処理事業部核物質管理部副部長兼 

燃料製造事業部燃料製造建設所副部長 

平成28年３月  当  社 再処理事業部核物質管理部副部長兼 

燃料製造事業部燃料製造建設所副部長兼 

再処理事業部再処理計画部副部長 

平成28年６月  当  社 再処理事業部核物質管理部副部長（核セキュリティ）兼

再処理計画部副部長兼 

燃料製造事業部燃料製造建設所副部長 

平成29年４月  当  社 再処理事業部核物質管理部長（公開制限情報管理担当）兼 

燃料製造事業部燃料製造建設所部長 

平成31年２月  当  社 再処理事業部核物質管理部長兼再処理計画部部長兼 

燃料製造事業部燃料製造建設所部長兼技術本部部長 

令和元年６月  当  社 再処理事業部核物質管理部長（公開制限情報管理担当）兼 

再処理計画部部長兼 

燃料製造事業部燃料製造建設所部長兼 

技術本部部長 

令和２年６月  当  社 理事再処理事業部副事業部長（核物質管理，放射線管理） 

古川 榮一 昭和33年２月10日生 

昭和55年３月  慶應義塾大学工学部機械工学科卒 

昭和55年４月  東北電力株式会社入社 

平成31年２月  当  社 理事再処理事業部副事業部長（特命） 

平成31年４月  当  社 理事再処理事業部副事業部長（特命，核物質管理） 

令和元年６月  当  社 理事再処理事業部副事業部長 

（しゅん工総括，核物質管理，防災管理） 

令和２年６月  当  社 理事再処理事業部副事業部長 

（防災管理，安全管理，核物質管理補佐） 

（原子炉主任技術者，第１種放射線取扱主任者） 

２－８



氏 名 履 歴 

大久保 哲朗 昭和43年11月29日生 

平成３年３月  神戸商船大学商船学部原子動力学科卒 

平成３年４月  石川島播磨重工業株式会社入社 

平成17年４月  日本原燃株式会社入社 

平成26年７月  当  社 再処理事業部再処理工場ガラス固化施設部 

ガラス固化課課長 

平成27年６月  当  社 再処理事業部再処理工場ガラス固化施設部 

ガラス固化課長 

平成28年９月  当  社 再処理事業部再処理工場ガラス固化施設部長 

平成28年12月  当  社 再処理事業部再処理工場ガラス固化施設部長兼 

貯蔵管理課長 

平成29年２月  当  社 再処理事業部再処理工場ガラス固化施設部長 

平成29年４月  当  社 再処理事業部再処理工場ガラス固化施設部長兼 

ガラス固化課長 

平成30年６月  当  社 理事再処理事業部再処理工場副工場長（運転）兼 

ガラス固化施設部長兼 

エンジニアリングセンター設計部部長

平成31年２月  当  社 理事再処理事業部再処理工場副工場長（運転）兼 

ガラス固化施設部長兼新基準設計部部長 

令和元年６月  当  社 理事再処理事業部部長（設工認統括） 

令和２年４月  当  社 理事再処理事業部部長（設工認統括）兼新基準設計部長 

令和２年６月 当  社 理事再処理事業部副事業部長（設工認総括補佐） 

村野 兼司 昭和39年11月６日生 

平成元年３月  慶応義塾大学大学院理工学研究科専攻修了 

平成元年４月  東京電力株式会社入社 

平成23年11月  同  社 柏崎刈羽原子力発電所技術総括部長 

平成25年８月  同  社 原子力・立地本部燃料対策グループマネージャー 

平成29年６月  同  社 本店原子力運営管理部長 

令和３年４月  当  社 理事再処理事業部副事業部長（特命） 

（原子炉主任技術者，第１種放射線取扱主任者） 

猪野 徹 昭和44年３月13日生 

平成３年３月  早稲田大学理工学部材料工学科卒 

平成３年４月  日本原燃サービス株式会社入社 

平成21年１月  当  社 再処理事業部再処理工場運転部廃棄物管理課長 

平成21年７月  当  社 再処理事業部再処理工場運転部ガラス固化課長 

平成23年10月  当  社 再処理事業部再処理工場ガラス固化施設部 

ガラス固化課長 

平成27年４月  当  社 再処理事業部再処理工場ガラス固化施設部 

ガラス固化課長（副部長） 

平成27年６月  当  社 再処理事業部再処理工場ガラス固化施設部長 

平成28年９月  当  社 理事燃料製造事業部副事業部長（しゅん工総括） 

平成30年１月  当  社 理事燃料製造事業部副事業部長（しゅん工総括）兼 

安全・品質本部副本部長（事業推進） 

平成30年４月  当  社 理事燃料製造事業部副事業部長（しゅん工総括） 

平成30年６月  当  社 理事再処理事業部再処理工場長 
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氏 名 履 歴 

船越 淳久 昭和38年４月25日生 
昭和63年３月  京都大学大学院建築学部第二学科専攻修了 
昭和63年４月  関西電力株式会社入社 
平成15年６月  同  社 火力センター土木建築グループチーフマネジャー 
平成16年６月  同  社 地域共生・広報室中之島開発プロジェクトチームマネジャー 
平成17年６月  同  社 地域共生・広報室都市再生プロジェクトチームマネジャー 
平成20年６月  同  社 土木建築室土木建設エンジニアリングセンター 

建築グループ課長 
平成21年６月  同  社 火力事業本部建設プロジェクトグループマネジャー 
平成22年３月  同  社 姫路第二火力建設所次長 
平成25年６月  同  社 土木建築室土木建築エンジニアリングセンター副所長 
平成27年６月  同  社 土木建築室土木建築エンジニアリングセンター所長 
平成28年６月  同  社 土木建築室建築部長 
令和２年６月  当  社 理事技術本部副本部長（土木建築）兼 

再処理事業部副事業部長（土木建築）兼 

燃料製造事業部副事業部長（土木建築） 

木嶋 良雄 

廃棄物取扱 
主任者 

昭和30年２月４日生 
昭和56年３月  大阪大学大学院工学研究科金属材料工学専攻修了 
昭和56年４月  住友金属鉱山株式会社入社 
平成４年４月  同  社 特殊合金工場メタモールド課長 
平成４年８月  同  社 原子力事業部東海研究所主任研究員 
平成６年４月  同  社 エネルギー・環境事業部 

技術センタープロジェクトマネージャー 
平成７年８月  同  社 エネルギー・環境事業部原子力エネルギー部技術課長 
平成９年11月  日本照射サービス株式会社出向 

同  社 営業部営業部長 
平成12年11月  同  社 東海センター技術課長 
平成13年４月  同  社 東海センター業務課長 
平成19年２月  当  社 再処理事業部技術部副部長 
平成20年２月  当  社 再処理事業部技術部設計技術課長 
平成20年８月  当  社 再処理事業部再処理工場運転部副部長兼技術部副部長 
平成23年６月  当  社 再処理事業部部長 
平成27年３月  当  社 再処理事業部 
平成30年７月  当  社 再処理事業部部長（廃棄物取扱主任者） 
（核燃料取扱主任者，第１種放射線取扱主任者） 

菊池 睦夫 昭和45年11月22日生 
平成５年３月  信州大学経済学部経済学科卒 
平成５年４月  日本原燃株式会社入社 
平成25年７月  当  社 業務本部資材部課長 
平成27年６月  当  社 業務本部資材部機器購買グループリーダー（課長） 
平成28年６月  当  社 地域・業務本部資材部資材購買グループリーダー（課長） 
平成29年７月  当  社 監査室監査部考査グループリーダー（課長） 

令和２年６月  当  社 監査室監査部長 

木村 太佳彦 昭和47年11月24日生 
平成８年３月  福島大学経済学部経済学科卒 
平成８年４月  日本原燃株式会社入社 
平成27年７月  当  社 経営本部人事部能力開発グループリーダー（課長） 
平成29年１月  当  社 経営本部企画部課長 
平成29年２月  当  社 経営本部人事部課長 
平成29年３月  当  社 経営本部人事部課長（採用）兼 

組織活性グループリーダー（課長） 
平成30年６月  当  社 業務推進本部資材部長 
平成30年10月  当  社 業務推進本部資材部長兼 

資材購買グループリーダー（部長） 
令和元年７月  当  社 業務推進本部資材部長 

令和２年６月  当  社 調達室資材部長 
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足立 日出登 昭和48年２月16日生 
平成９年３月  芝浦工業大学大学院工学部機械工学科専攻修了 
平成９年４月  日本原燃株式会社入社 
平成26年６月  当  社 再処理事業部再処理工場運営管理部保安管理課長 
平成28年６月  当  社 再処理事業部再処理工場ガラス固化施設部貯蔵管理課長 
平成28年12月  当  社 経営本部企画部課長 
平成29年２月  当  社 監査室監査部品質監査グループリーダー（課長） 
平成29年９月  当  社 安全・品質本部品質保証部部長（保安監視） 
平成30年６月  当  社 安全・品質本部品質保証部部長（保安監視）兼 

保安監視グループリーダー（部長） 
平成30年10月  当  社 安全・品質本部パフォーマンス改善推進者兼 

品質保証部部長（保安監視）兼 
保安監視グループリーダー（部長） 

令和元年６月  当  社 安全・品質本部パフォーマンス改善推進者兼 
品質保証部部長（保安監視） 

令和２年６月  当  社 安全・品質本部品質保証部長 

（第１種放射線取扱主任者） 

佐々木 耕一 昭和43年12月28日生 

平成４年３月  岩手大学工学部応用化学科卒 

平成４年４月  日本原燃産業株式会社入社 

平成23年７月  当  社 安全技術室環境管理センター課長 

平成26年６月  当  社 安全本部環境管理センター 

環境安全グループリーダー（課長） 

平成26年11月  当  社 安全本部環境管理センター 

環境安全グループリーダー（課長）兼 

再処理事業部再処理計画部課長 

平成27年７月  当  社 安全本部環境管理センター 

環境安全グループリーダー（課長）兼 

再処理事業部放射線管理部環境管理課課長 

平成28年６月  当  社 安全・品質本部放射線安全部長兼環境管理センター長 

高島 房生 昭和47年９月19日生 

平成10年３月  北海道大学大学院工学研究科分子化学専攻修了 

平成10年４月  日本原燃株式会社入社 

平成28年６月  当  社 濃縮事業部濃縮計画部計画グループリーダー（課長） 

平成30年４月  当  社 濃縮事業部ウラン濃縮工場濃縮運転部濃縮技術課長兼 

 濃縮計画部計画グループ（課長） 

平成31年２月  当  社 濃縮事業部ウラン濃縮工場濃縮運転部 

運営管理課長（副部長）兼 

技術共通部副部長兼 

濃縮計画部計画グループ（副部長） 

平成31年４月  当  社 再処理事業部再処理計画部 

計画グループリーダー（副部長）兼 

技術本部技術管理部技術管理グループ（副部長） 

令和元年６月  当  社 再処理事業部再処理計画部長兼 

技術本部技術管理部部長 

（第１種放射線取扱主任者） 
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菱沼 義幸 昭和46年11月24日生 

平成７年３月  日本大学文理学部化学科卒 

平成７年４月  日本原燃株式会社入社 

平成27年４月  当  社 再処理事業部エンジニアリングセンター 

プロジェクト部安全グループリーダー（課長）兼 

再処理計画部課長 

平成28年２月  当  社 再処理事業部エンジニアリングセンター 

プロジェクト部安全グループリーダー（課長） 

平成29年６月  当  社 再処理事業部品質保証部長 

平成29年８月  当  社 再処理事業部品質保証部長兼 

エンジニアリングセンタープロジェクト部

安全グループリーダー（部長）

平成29年10月  当  社 再処理事業部品質保証部長 
平成31年２月  当  社 再処理事業部品質保証部長兼技術本部技術管理部部長 

橋角 賢亜 昭和44年12月24日生 

平成７年３月  京都大学大学院工学研究科原子核工学専攻修了 

平成７年４月  日本原燃株式会社入社 

平成25年６月  当  社 安全技術室輸送管理部輸送管理グループリーダー（課長） 

平成26年６月  当  社 安全本部輸送管理部輸送管理グループリーダー（課長） 

平成28年３月  当  社 濃縮事業部部長（核燃料取扱主任者） 

令和元年６月  当  社 再処理事業部安全管理部長 

（核燃料取扱主任者，第１種放射線取扱主任者） 

大山 一寿 昭和45年３月６日生 

昭和63年３月  青森県立青森工業高等学校機械科卒 

昭和63年４月  日本原燃サービス株式会社入社 

平成27年７月  当  社 再処理事業部放射線管理部放射線管理課長 

平成28年２月  当  社 再処理事業部放射線管理部放射線管理課長兼 

環境管理課長 

平成28年６月  当  社 再処理事業部放射線管理部放射線管理課長 

平成31年２月  当  社 再処理事業部放射線管理部副部長（運営）兼 

放射線管理課長 

令和元年７月  当  社 再処理事業部放射線管理部副部長（運営）兼 

環境管理課長（副部長） 

令和元年９月  当  社 再処理事業部放射線管理部副部長（運営） 

令和２年６月  当  社 再処理事業部放射線管理部長 

（第１種放射線取扱主任者） 
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加納 正規 昭和45年４月28日生 

平成７年３月  豊橋技術科学大学大学院工学研究科電気電子工学専攻修了 

平成７年４月  日本原燃株式会社入社 

平成23年１月  当  社 東京事務所安全管理グループリーダー（課長） 

平成25年１月  当  社 東京事務所安全管理グループリーダー（課長）兼 

建設管理グループ（課長） 

平成25年６月  当  社 再処理事業部放射線管理部放射線管理課長 

平成26年５月  当  社 再処理事業部放射線管理部放射線安全課長 

平成28年１月  当  社 再処理事業部再処理計画部計画グループ（課長） 

平成28年２月  当  社 再処理事業部再処理計画部副部長 

平成28年６月  当  社 再処理事業部放射線管理部長 

平成29年５月  当  社 再処理事業部放射線管理部長兼 

経営本部人事部部長（放管統括） 

平成30年６月  当  社 再処理事業部再処理計画部長兼 

計画グループリーダー（部長） 

平成31年２月  当  社 再処理事業部再処理計画部長兼 

計画グループリーダー（部長）兼 

技術本部技術管理部部長 

平成31年４月  当  社 再処理事業部再処理計画部長兼 

技術本部技術管理部部長 

令和元年６月  当  社 再処理事業部放射線管理部長 

令和元年９月  当  社 再処理事業部放射線管理部長兼 

環境管理課長（部長） 

令和２年６月  当  社 再処理事業部核物質管理部長（公開制限情報管理担当）兼 

再処理計画部部長兼 

燃料製造事業部燃料製造建設所部長 

令和２年10月  当  社 再処理事業部核物質管理部長（公開制限情報管理担当）兼 

燃料製造事業部燃料製造建設所部長 

（第１種放射線取扱主任者） 
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吉岡 聡 昭和47年12月30日生 

平成９年３月  九州大学大学院総合理工学研究科エネルギー変換工学専攻修了 

平成９年４月  日本原燃株式会社入社 

平成24年７月  当  社 経営企画室企画部事業戦略グループリーダー（課長） 

平成25年６月  当  社 経営本部企画部事業戦略グループリーダー（課長） 

平成27年７月  当  社 再処理事業部再処理工場運営管理部生産管理課長 

平成28年６月  当  社 再処理事業部再処理計画部 

計画グループリーダー（課長） 

平成29年１月  当  社 再処理事業部防災管理部防災管理課長兼 

濃縮事業部防災管理部防災管理課長 

平成30年１月  当  社 再処理事業部防災管理部防災管理課長兼 

濃縮事業部防災管理部防災管理課長兼 

安全・品質本部品質保証部課長（事業推進） 

平成30年４月  当  社 再処理事業部防災管理部長兼防災管理課長（部長）兼 

濃縮事業部防災管理部長兼防災管理課長（部長）兼 

安全・品質本部品質保証部部長（事業推進） 

平成30年４月  当  社 再処理事業部防災管理部長兼防災管理課長（部長）兼 

濃縮事業部防災管理部長兼防災管理課長（部長） 

平成31年２月  当  社 再処理事業部防災管理部長兼 

濃縮事業部ウラン濃縮工場技術共通部 

防災業務グループリーダー（部長） 

令和２年５月  当  社 再処理事業部防災管理部長兼 

防災施設課長（部長）兼 

濃縮事業部ウラン濃縮工場技術共通部 

防災業務グループリーダー（部長） 

令和２年７月  当  社 再処理事業部防災管理部長兼 

濃縮事業部ウラン濃縮工場技術共通部 

防災業務グループリーダー（部長） 

蝦名 哲成 昭和48年３月23日生 

平成７年３月  岩手大学工学部機械工学第二学科卒 

平成７年４月  日本原燃株式会社入社 

平成25年７月  当  社 再処理事業部エンジニアリングセンター設計部 

プロセス・機器グループリーダー（課長）兼 

技術開発研究所課長 

平成26年８月  当  社 再処理事業部エンジニアリングセンター設計部 

プロセス・機器グループリーダー（課長）兼 

技術開発研究所課長兼 

再処理計画部課長 

平成28年２月  当  社 再処理事業部エンジニアリングセンター設計部 

プロセス・機器グループリーダー（課長）兼 

技術開発研究所課長 

平成31年２月  当  社 再処理事業部新基準設計部 

火災・溢水グループリーダー（課長）兼 

再処理計画部計画グループ（課長） 

令和２年６月  当  社 再処理事業部新基準設計部長 

令和２年７月  当  社 再処理事業部新基準設計部長兼 

重大事故グループリーダー（部長） 

令和２年12月  当  社 再処理事業部新基準設計部長 

（第１種放射線取扱主任者） 
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小川 文司 昭和46年３月31日生 

平成７年３月  大阪大学大学院材料物性工学専攻修了 

平成７年４月  関西電力株式会社入社 

平成30年２月  当  社 再処理事業部再処理工場設備保全部部長 

平成31年２月  当  社 再処理事業部再処理工場保全技術部長 

令和３年２月  当  社 再処理事業部再処理工場保全技術部長兼 

保全企画部長 

吉田 紀之 昭和38年３月16日生 

平成元年３月  北海道大学大学院工学部土木専攻修了 

平成元年４月  東北電力株式会社入社 

令和元年７月  当  社 再処理事業部再処理工場土木建築保全部長兼 

技術本部土木建築部部長 

石川 智仁 昭和47年５月23日生 

平成９年３月  秋田大学大学院鉱山学部電気電子工学専攻修了 

平成９年４月  日本原燃株式会社入社 

平成27年７月  当  社 再処理事業部再処理工場設備保全部計装保全課課長 

平成28年10月  当  社 再処理事業部再処理工場設備保全部計装保全課課長兼 

計装技術課課長 

平成30年６月  当  社 再処理事業部再処理工場設備保全部部長（計装保全） 

平成31年２月  当  社 再処理事業部再処理工場計装保全部長兼 

計装設計課長（部長） 

令和元年７月  当  社 再処理事業部再処理工場計装保全部長兼 

計装技術課長（部長） 

令和元年８月  当  社 再処理事業部再処理工場計装保全部長 

（第１種放射線取扱主任者） 

加藤 晴夫 昭和44年９月15日生 

平成４年３月  八戸工業大学工学部電気科卒 

平成４年４月  日本原燃サービス株式会社入社 

平成20年12月  当  社 東京事務所安全管理グループリーダー（課長） 

平成23年１月  当  社 再処理事業部再処理工場運転部運転管理課課長 

平成23年１月  当  社 再処理事業部再処理工場運転部運転管理課課長兼 

保修部機械保修課課長 

平成23年４月  当  社 再処理事業部再処理工場運転部運転管理課課長兼 

保修部機械保修課課長兼電気保修課課長 

平成23年10月  当  社 再処理事業部再処理工場共用施設部ユーティリティ課長兼 

設備保全部電気保全課課長 

平成27年７月  当  社 再処理事業部再処理工場共用施設部ユーティリティ課長 

平成28年６月  当  社 再処理事業部再処理工場共用施設部長 

平成30年６月  当  社 再処理事業部再処理工場設備保全部部長（電気保全） 

平成31年２月  当  社 再処理事業部再処理工場電気保全部長 

令和元年７月  当  社 再処理事業部再処理工場電気保全部長兼 

電気技術課長 

令和元年11月  当  社 再処理事業部再処理工場電気保全部長 

今村 雄治 昭和45年５月８日生 

平成７年３月  北海道大学大学院工学研究科原子工学専攻修士課程修了 

平成７年４月  関西電力株式会社入社 

令和２年６月  当  社 再処理事業部再処理工場機械保全部長 
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氏 名 履 歴 

荒井 宣之 昭和43年４月７日生 

平成３年３月  八戸工業大学工学部エネルギー工学科卒 

平成３年４月  日本原燃サービス株式会社入社 

平成21年７月  当  社 再処理事業部再処理工場運転部運転管理課課長 

平成21年８月  当  社 再処理事業部再処理工場運転部運転管理課課長兼 

保修部機械保修課課長 

平成22年12月  当  社 再処理事業部再処理工場運転部脱硝課長 

平成23年10月  当  社 再処理事業部再処理工場化学処理施設部脱硝課長 

平成27年６月  当  社 再処理事業部再処理工場化学処理施設部長 

平成29年７月  当  社 再処理事業部再処理工場運営管理部長 

平成29年９月  当  社 再処理事業部再処理工場運営管理部長兼技術課長 

平成30年６月  当  社 再処理事業部再処理工場運営管理部長 

平成31年２月  当  社 再処理事業部再処理工場技術部長 

坂 宗範 昭和37年７月19日生 

昭和62年３月  岩手大学大学院工学部機械工学専攻修了 

昭和62年４月  日本原燃サービス株式会社入社 

平成13年７月  当  社 再処理部技術グループ（課長） 

平成13年７月  当  社 六ヶ所本部再処理事業所再処理建設所施設第三部 

環境施設課課長 

平成13年８月  当  社 再処理事業部建設試運転事務所施設第三部 

環境施設課課長 

平成14年６月  当  社 再処理事業部建設試運転事務所施設第三部 

環境施設課長 

平成14年７月  当  社 再処理事業部建設試運転事務所試運転部 

廃棄物管理課長 

平成16年６月  当  社 再処理事業部再処理工場試運転部廃棄物管理課長 

平成17年12月  当  社 再処理事業部再処理工場運転部廃棄物管理課長 

平成21年１月  当  社 再処理事業部再処理工場運転部副部長 

平成21年６月  当  社 再処理事業部再処理工場運転部統括当直長 

平成27年６月  当  社 東京支社副支社長兼技術部長兼地域本部部長 

平成28年６月  当  社 再処理事業部再処理工場運転部長兼統括当直長 

畠山 克彦 昭和47年11月10日生 

平成９年３月  豊橋技術科学大学大学院工学研究科電気電子工学専攻修了 

平成９年４月  日本原燃株式会社入社 

平成27年７月  当  社 再処理事業部核物質管理部核物質防護課長兼 

情報セキュリティグループ（課長）兼 

燃料製造事業部燃料製造建設所 

核物質防護グループリーダー（課長） 

平成28年３月  当  社 再処理事業部核物質管理部核物質防護課長兼 

情報セキュリティグループ（課長）兼 

再処理計画部課長兼 

燃料製造事業部燃料製造建設所 

核物質防護グループリーダー（課長） 
平成29年９月  当  社 安全・品質本部品質保証部保安監視グループリーダー 

（課長） 
平成30年６月  当  社 再処理事業部再処理工場共用施設部長 

村元 等 昭和40年11月21日生 
平成元年３月  八戸工業大学工学部エネルギー工学科卒 

平成元年４月  日本原燃株式会社入社 

平成21年11月  当  社 再処理事業部再処理工場運転部統括当直長 

平成28年１月  当  社 再処理事業部再処理工場運転部統括当直長兼 

課長 

令和元年６月  当  社 再処理事業部再処理工場ガラス固化施設部長 
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氏 名 履 歴 

守屋 登康 昭和46年６月３日生 

平成６年３月  東京理科大学理学部化学科卒 

平成６年４月  日本原燃株式会社入社 

平成24年12月  当  社 再処理事業部エンジニアリングセンター 

プロジェクト部再処理プロジェクトグループリーダー 

（課長） 

平成25年６月  当  社 再処理事業部エンジニアリングセンタープロジェクト部 

新増設プロジェクトグループリーダー（課長） 

平成26年８月  当  社 再処理事業部エンジニアリングセンタープロジェクト部 

新増設プロジェクトグループリーダー（課長）兼 

再処理計画部課長 

平成27年４月  当  社 再処理事業部エンジニアリングセンタープロジェクト部 

新増設プロジェクトグループリーダー（課長）兼 

技術グループ（課長）兼再処理計画部課長 

平成28年２月  当  社 再処理事業部エンジニアリングセンタープロジェクト部 

新増設プロジェクトグループリーダー（課長）兼 

技術グループ（課長） 

平成28年６月  当  社 再処理事業部エンジニアリングセンタープロジェクト部 

新増設プロジェクトグループリーダー（課長）兼 

技術グループ（課長）兼 

エンジニアリングセンター総括グループリーダー（課長）

平成28年10月  当  社 再処理事業部エンジニアリングセンター 

総括グループリーダー（課長）兼 

プロジェクト部 

技術グループ（課長）兼 

新増設プロジェクトグループリーダー（課長） 

平成29年１月  当  社 再処理事業部エンジニアリングセンター 

プロジェクト部技術グループ（課長）兼 

新増設プロジェクトグループリーダー（課長） 

平成29年２月  当  社 再処理事業部エンジニアリングセンタープロジェクト部 

新増設プロジェクトグループリーダー（課長）兼 

技術グループ（課長） 

平成30年６月  当  社 再処理事業部エンジニアリングセンタープロジェクト部部長兼 

新増設プロジェクトグループリーダー（部長）兼 

技術グループ（部長） 

平成30年８月  当  社 再処理事業部エンジニアリングセンタープロジェクト部部長兼 

新増設プロジェクトグループリーダー（部長） 

平成31年２月  当  社 技術本部エンジニアリングセンタープロジェクト部長兼 

新増設プロジェクトグループリーダー（部長）兼 

再処理事業部再処理計画部部長 

令和元年７月  当  社 技術本部エンジニアリングセンタープロジェクト部長兼 

新増設プロジェクトグループリーダー（部長）兼 

技術開発研究所課長（部長）兼 

再処理事業部再処理計画部部長 

令和２年７月  当  社 技術本部エンジニアリングセンタープロジェクト部長兼 

技術開発研究所課長（部長） 

令和２年10月  当  社 技術本部技術管理部長兼 

エンジニアリングセンタープロジェクト部部長
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氏 名 履 歴 

高橋 一憲 昭和44年10月25日生 

平成４年３月  日本大学理工学部土木工学科卒 

平成４年４月  日本原燃産業株式会社入社 

平成25年２月  当  社 再処理事業部土木建築部耐震技術課長 

平成25年９月  当  社 再処理事業部土木建築部耐震技術課長兼 

燃料製造事業部燃料製造建設所土木グループ（課長） 

平成26年８月  当  社 再処理事業部土木建築部耐震技術課長兼 

燃料製造事業部燃料製造建設所 

土木グループ（課長）兼 

再処理事業部土木建築部課長 

平成27年６月  当  社 再処理事業部土木建築部耐震技術課長兼 

燃料製造事業部燃料製造建設所土木グループ（課長） 

平成28年６月  当  社 再処理事業部土木建築部長兼 

燃料製造事業部燃料製造建設所部長（土木建築） 

平成29年５月  当  社 再処理事業部土木建築部長兼 

燃料製造事業部燃料製造建設所部長（土木建築）兼 

経営本部人事部部長（土木統括） 

平成30年６月  当  社 再処理事業部土木建築部長兼 

燃料製造事業部燃料製造建設所部長（土木建築）兼 

業務推進本部人事部部長（土木統括） 

平成31年２月  当  社 技術本部土木建築部長兼 

燃料製造事業部燃料製造建設所部長（土木建築）兼 

業務推進本部人事部部長（土木統括）兼 

再処理事業部再処理工場部長（土木建築） 

令和元年６月  当  社 技術本部土木建築部長兼 

燃料製造事業部燃料製造建設所部長（土木建築）兼 

再処理事業部再処理工場部長（土木建築） 

前川 直人 昭和43年11月12日生 

平成５年３月  東海大学工学部電気工学科卒 

平成５年４月  日本原燃株式会社入社 

平成25年７月  当  社 再処理事業部再処理工場設備保全部電気保全課長 

平成31年２月  当  社 再処理事業部再処理工場電気保全部電気保全課長 

令和元年７月  当  社 技術本部エンジニアリングセンター設計部長 

令和元年11月  当  社 技術本部エンジニアリングセンター設計部長兼 

プロジェクト部部長 

令和２年10月  当  社 技術本部エンジニアリングセンター設計部長兼 

プロジェクト部長 

兼平 憲男 昭和45年５月17日生 

平成６年３月  青山学院大学理工学部化学科卒 

平成６年４月  日本原燃株式会社入社 

平成25年７月  当  社 再処理事業部エンジニアリングセンター技術開発研究所課長兼 

再処理工場ガラス固化施設課部ガラス固化課課長 

平成26年６月  当  社 再処理事業部エンジニアリングセンター技術開発研究所課長 

平成31年２月  当  社 技術本部エンジニアリングセンター技術開発研究所課長 

令和元年６月  当  社 技術本部エンジニアリングセンター技術開発研究所長兼 

課長（所長） 
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ハ．その他変更後における廃棄物管理に関する技術的能力に関する事項

  廃棄物管理施設の設計及び工事並びに運転及び保守のための組織，技術

者の確保，経験，品質保証活動，技術者に対する教育及び訓練並びに有資

格者等の選任及び配置については次のとおりである。 

1. 設計及び工事並びに運転及び保守のための組織

本変更後における廃棄物管理施設の設計及び工事並びに運転及び保守に

係る業務は，第１図に示す廃棄物管理関係部署にて第１表のとおり分掌す

る。 

  これらの組織は，「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する

法律」第 51 条の 18 第１項の規定に基づく再処理事業所廃棄物管理施設保

安規定（以下「保安規定」という。）等で定められた業務所掌に基づき，

明確な役割分担の下で廃棄物管理施設の設計及び工事並びに運転及び保守

に係る業務を適確に実施する。 

  本変更後における設計及び工事に関する業務については，再処理事業部

及び技術本部の各部署が実施する。 

  新増設施設に係る設計及び工事に関する業務について，新増設施設の建

設計画に関する業務は再処理事業部再処理計画部が実施する。建設計画に

基づく設計及び工事について，土木建築に関する業務は技術本部土木建築

部が，機電に関する業務は技術本部エンジニアリングセンターが責任箇所

として実施する。ただし，機電に関する業務のうち放射線管理設備，核物

質防護設備及び防災管理設備については，それぞれ再処理事業部の放射線

管理部，核物質管理部及び防災管理部が責任箇所として実施する。 

  新増設施設と既存施設（他事業との共用施設を含む。）との繋ぎ込みに

関する既存施設の工事は，各所管設備担当部署が責任箇所として実施する。 
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  既存施設（他事業との共用施設を含む。）の改造及び更新工事に係る設

計及び工事に関する業務については，再処理事業部の各所管設備担当部署

が責任箇所として実施する。 

  これらの業務に係る再処理事業部及び技術本部の各部署の間における連

携については，責任箇所が主体となって，確実に業務を遂行するため各部

署との業務及び責任の範囲を明確化した上で実施する。 

  なお，他事業との共用施設に係る設計及び工事に関する業務の実施主体，

責任範囲は，それぞれの事業の担当部署の間で明確にし実施する。 

  本変更後における運転及び保守の業務については，再処理事業部の各部

署が実施する。 

  運転に関する操作，巡視，点検等の業務は，再処理事業部のガラス固化

施設部，運転部，共用施設部，放射線管理部，核物質管理部及び防災管理

部がそれぞれ実施する。 

  機械，電気，計装設備，建物及び構築物の保守の業務は，再処理事業部

の土木建築保全部，計装保全部，電気保全部，機械保全部，共用施設部，

ガラス固化施設部，放射線管理部，核物質管理部及び防災管理部がそれぞ

れ実施する。 

  地震，竜巻，火山等の自然現象等による被害（以下「自然災害等」とい

う。）が発生した場合に対処するために必要な体制の整備については，保

安規定等において具体的に記載する。 

  自然災害等の非常事態に際しては，適確に対処するため，再処理事業部

長（原子力防災管理者）を本部長とした保安規定に基づく非常時対策組織

及び事象の進展に応じて「原子力災害対策特別措置法」第７条第１項の法

に基づく再処理事業所再処理事業部原子力事業者防災業務計画における原

子力防災組織を構築し対応できるよう，あらかじめ体制を整備する。 
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  自然災害等が発生した場合は，非常時対策組織又は原子力防災組織の要

員にて初動活動を行い，本部長の指示の下，参集した要員が役割分担に応

じて対処する。 

  廃棄物管理事業変更許可申請を伴う変更，保安規定の変更等について，

他事業等の代表者を含む委員によって，全社的観点（他事業との整合性等）

から保安上の基本方針を審議する品質・保安会議（副社長（安全担当）が

議長）を設置する。また，廃棄物管理施設のガラス固化体の受入れ計画等

について，技術的専門性を有した委員によって，廃棄物管理施設に係る保

安業務全体の観点から保安に係る基本的な計画の妥当性を審議する貯蔵管

理安全委員会（再処理事業部長が委員長を任命）を設置する。本会議及び

本委員会により保安活動に関する必要な事項について審議するとともに，

本会議及び本委員会からの指示事項に対するその実施状況及び処置状況を

監理する。社長が行う廃棄物管理の事業に関する品質マネジメントシステ

ムに係る業務の補佐は，安全・品質本部が実施する。品質マネジメントシ

ステムに係る内部監査は，監査室が実施する。また，品質マネジメントシ

ステムに係る活動の実施状況を確認し，経営として評価，審議するため，

安全・品質改革委員会（社長が委員長）を設置する。 

  以上のとおり，本変更後における設計及び工事並びに運転及び保守，自

然災害等の対応を適確に遂行するに足りる，役割分担が明確化された組織

を適切に構築している。 
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第１図 組織図 
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第１表 廃棄物管理施設の設計及び工事並びに運転及び保守に

係る業務の分掌  

業務 再処理事業部 技術本部 

新増設施設の建設計画 再処理計画部 

新増設施設に係る 

設計及び工事 

放射線管理部，核物質管理部，防災管

理部 

土木建築部，エンジニ

アリングセンター 

既存施設の改造

及び更新工事に

係る設計及び工

事 

設計 

再処理工場 

土木建築保全部，計装保全部，電気

保全部，機械保全部，技術部，共用

施設部，ガラス固化施設部 

放射線管理部，核物質管理部，防災管

理部 

工事 

再処理工場 

土木建築保全部，計装保全部，電気

保全部，機械保全部，共用施設部，

ガラス固化施設部 

放射線管理部，核物質管理部，防災管

理部 

運転に関する操作，巡

視，点検等 

再処理工場 

運転部，共用施設部，ガラス固化施

設部 

放射線管理部，核物質管理部，防災管

理部 

機械，電気，計装設備，

建物及び構築物の保守 

再処理工場 

土木建築保全部，計装保全部，電気

保全部，機械保全部，共用施設部，

ガラス固化施設部 

放射線管理部，核物質管理部，防災管

理部 

※施設とは，廃棄物管理施設を構成する構築物，系統，機器等の総称をいう。
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2. 設計及び工事並びに運転及び保守に係る技術者の確保

(１) 技術者数

令和３年４月１日現在，廃棄物管理施設の設計及び工事並びに運転及

び保守に従事する技術者を 1,180 人確保している。これらの廃棄物管理

の事業に係る技術者の専攻の内訳は，電気，機械，金属，原子力，化学

等であり，事業の遂行に必要な分野を網羅している。 

技術者の専攻別内訳を第２表に示す。 

第２表 技術者の専攻別内訳 

（単位：人） 

専 攻 電 気 機 械 金 属 原子力 化 学 物 理 土 木 建 築 その他 合 計 

技術者数 278 188 9 77 109 46 27 52 394 1,180 

(２) 在籍技術者の原子力関係業務従事年数

令和３年４月１日現在における在籍特別管理職(課長以上)及びそれ以

外の在籍技術者の原子力関係業務従事年数は，第３表のとおりである。 

第３表 技術者の原子力関係業務従事年数 

（単位：人） 

年数 

区分 
１年未満 

１年以上 
５年未満 

５年以上 
10年未満 

10年以上 
20年未満 

20年以上 合 計 
技術者の原子力
関係業務平均従事
年数 

特別管理職 4 13 2 8 176 203 27 年

技 術 者 59 228 159 239 292 977 13 年

合 計 63 241 161 247 468 1,180 16 年
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(３) 有資格者数

令和３年４月１日現在における国家資格取得者数は，第４表のとおり

である。 

第４表 技術者の国家資格取得者数 

（単位：人） 

国家資格名称 取得者数 

核燃料取扱主任者 26 

原子炉主任技術者 7 

第１種放射線取扱主任者 87 

また，自然災害等への対応について検討した結果，大型自動車運転免

許の資格を必要とするため，その有資格者を確保している。令和３年４

月１日現在の廃棄物管理施設における自然災害等の対応に必要な大型自

動車を運転する資格を有する技術者を延べ 92人確保している。 

(４) 配置

業務の各工程に応じて上記の技術者及び有資格者を必要な人数配置す

る。技術者については，今後想定する工事等の状況も勘案した上で，採

用，教育及び訓練を行うことにより継続的に確保するとともに，有資格

者についても，各種資格取得を奨励することにより必要な数の資格取得

者を確保していく。 

以上のとおり，設計及び工事並びに運転及び保守，自然災害等の対応

に必要な技術者及び有資格者を確保している。 
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なお，これらの技術者及び有資格者が従事する業務のうち，品質マネ

ジメントシステム，安全管理，放射線管理等の業務は，廃棄物管理事業

及び再処理事業で同一であることから，当該業務に従事する技術者及び

有資格者は両事業に従事している。 
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3. 設計及び工事並びに運転及び保守の経験

当社は，平成４年に廃棄物管理の事業の許可を受け，これまでにガラス

固化体を最大 1,440 本管理する能力を有する施設の設計及び工事を行って

きた経験を有しているとともに，平成７年からの運転及び保守の経験を有

している。また，平成 15 年にガラス固化体を最大 1,440 本管理する能力

を有している施設の増設について廃棄物管理事業の変更許可を受け，設計

及び工事を行った経験を有している。さらに，国立研究開発法人日本原子

力研究開発機構核燃料サイクル工学研究所（東海再処理施設）等の国内外

の研修機関における運転及び保守に係る研修及び訓練により経験を有して

いる。 

  なお，令和３年４月１日現在における在籍技術者のうち，国内外の主な

機関への研修及び社内研修で原子力技術を習得した者は，第５表に示すと

おりである。 

２－27



第５表 機関別研修者数

（ 単 位 ： 人 ）

研  修  機  関 研 修 者 数

国

内

日本原子力研究開発機構の再処理技術開発センター他研修 

日本原子力研究開発機構原子力研修センター一般課程 

日本原子力研究開発機構原子力研修センターの各種研修講座・課程 

量子科学技術研究開発機構 放射線医学総合研究所 

日本原子力発電株式会社東海研修所 

258 

2 

13 

5 

5 

合  計 283 

海

外

フランス再 処理施設 研修

イギリス再 処理施設 研修

46 

3 

合  計 49 

社

内

再処理部門研修 1,067 

合  計 1,067 

  さらに，当社は，国内外の関連施設との情報交換，トラブル対応に関す

る情報収集及び活用により，設計及び工事並びに運転及び保守の経験を継

続的に蓄積しており，今後も積み上げていく。 

  新規制基準施行を踏まえ，自然災害等対策について検討し，基本設計等

を実施している。また，これらの対策を運用する体制，手順についても整

備していく。 

  設計及び工事並びに運転及び保守の経験として，当社で発生したトラブ

ル情報や国内外のトラブルに関する経験や知識についても継続的に積み上
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げている。 

  以上のとおり，設計及び工事並びに運転及び保守の経験を十分に有して

おり，今後も継続的に技術者を確保するため技術の継承を実施し経験を積

み上げていく。 
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4. 設計及び工事並びに運転及び保守に係る品質保証活動

廃棄物管理施設の設計及び工事並びに運転及び保守の各段階における品

質マネジメントシステムに係る活動に関して，「原子力施設の保安のため

の業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則」（令和２年原子

力規制委員会規則第２号）及び「同規則の解釈」に基づき，品質マネジメ

ントシステムを確立し，実施し，評価確認し，継続的に改善する。また，

品質マネジメントシステムを品質マネジメントシステム計画として定める

とともに，品質マニュアルとして文書化する。 

社長は，品質マネジメントシステムに係る活動の実施に関する責任と権

限を有し，最高責任者として法令の遵守及び原子力安全の重要性を含めた

品質方針を設定し，文書化して組織内に周知する。 

(１) 設計及び工事並びに運転及び保守における品質マネジメントシステム

に係る活動の体制

品質マネジメントシステムに係る活動については，業務に必要な社内

規程を定めるとともに，文書体系を構築している。 

当社は，文書化された品質マニュアルに基づき，社長をトップマネジ

メントとし，監査室長，調達室長，安全・品質本部長及び再処理事業部

長を管理責任者とした品質マネジメントシステムに係る体制を構築す

る。また，監査室を社長直属の組織とする，特定の取締役による監査室

への関与を排除するとともに内部監査の対象となり得る部門から物理的

に離隔する等により，監査室の独立性を確保する。 

社長は，品質マネジメントシステムの実効性を評価するため，品質マ

ネジメントシステムに係る活動の実施状況及び改善の必要性の有無につ

いてマネジメントレビューを実施する。また，品質マネジメントシステ
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ムに係る活動の実施状況を確認し，経営として，観察及び評価するた

め，社長を委員長とする安全・品質改革委員会を設置し，品質マネジメ

ントシステムに係る活動の取組が弱い場合は要員，組織，予算，購買等

の全社の仕組みが機能しているかの観点で審議を行い，必要な指示及び

命令を行う。 

監査室長は，調達室長，安全・品質本部長，再処理事業部長及び技術

本部長が実施する業務並びに品質・保安会議の審議業務に関し内部監査

を行うとともに，品質方針に基づき品質目標を設定し，品質マネジメン

トシステムに係る活動の計画，実施，評価確認及び継続的な改善を行

い，その状況を社長へ報告する。 

調達室長は，廃棄物管理の事業に関する調達に係る業務を行うととも

に，品質方針に基づき品質目標を設定し，品質マネジメントシステムに

係る活動の計画，実施，評価確認及び継続的な改善を行い，その状況を

社長に報告する。 

安全・品質本部長は，社長が行う廃棄物管理の事業に関する品質マネ

ジメントシステムに係る業務の補佐を行う。また，品質方針に基づき品

質目標を設定し，品質マネジメントシステムに係る活動の計画，実施，

評価確認及び継続的な改善を行い，その状況を社長へ報告する。さら

に，社長の補佐として，各事業部の品質マネジメントシステムに係る活

動が適切に実施されることを支援する。 

再処理事業部長は，廃棄物管理施設に係る保安業務（技術本部長が統

括するものを除く。）を統括する。技術本部長は，技術本部が実施する

廃棄物管理施設の設計及び工事に係る業務を統括する。また，再処理事

業部長及び技術本部長は，品質方針に基づき品質目標を設定し，品質マ

ネジメントシステムに係る活動の計画，実施，評価確認及び継続的な改
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善を行い，その状況を再処理事業部長が社長へ報告する。 

各業務を主管する組織の長は，業務の実施に際して，業務に対する要

求事項を満足するように定めた規程類に基づき，責任をもって個々の業

務を実施し，要求事項への適合及び品質マネジメントシステムに係る活

動の実効性を実証する記録を作成し管理する。 

各業務を主管する組織の長は，製品及び役務を調達する場合，供給者

において品質マネジメントシステムに係る活動が適切に遂行されるよ

う，要求事項を提示し，製品及び役務に応じた管理を行う。また，検

査，試験等により調達物品等が要求事項を満足していることを確認す

る。 

各業務を主管する組織の長は，不適合が発生した場合，不適合を除去

し，再発防止のために原因を特定した上で，原子力の安全に及ぼす影響

に応じた是正処置を実施する。 

貯蔵管理安全委員会は，廃棄物管理施設の保安活動について審議を行

う。また，品質・保安会議は，全社的な観点から保安活動及び品質マネ

ジメントシステムに係る活動の重要な事項について審議を行う。さら

に，安全・品質改革委員会は，各部門の品質マネジメントシステムに係

る活動の実施状況を確認し，経営として，観察及び評価を行い，要員，

組織，予算，購買等の仕組みが機能しているか審議する。 

社長は，品質マネジメントシステムの最高責任者として，品質マネジ

メントシステムを確立し，実施し，評価確認し，継続的に改善すること

の責任と権限を有し，品質方針を設定する。この品質方針は，安全及び

品質の向上のため，技術，人及び組織の三要素を踏まえ，安全文化の向

上に取り組むとともに，協力会社と一体となって，技術力の向上，現場

第一主義の徹底を図ること，さらに，法令及びルールの遵守はもとよ
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り，福島第一原子力発電所事故の教訓を踏まえ，原子力安全達成に細心

の注意を払い，地域の信頼をより強固なものとし，ともに発展していく

よう，社員一人ひとりが責任と誇りを持って業務を遂行することを表明

している。また，品質方針が組織内に伝達され，理解されることを確実

にするため，社内イントラネットへの掲載，執務室での品質方針ポスタ

ー掲示，携帯用の品質方針カードの配布を実施することにより，監査部

門，調達部門，全社の品質マネジメントシステムに係る活動の推進部門

及び実施部門の要員に周知している。 

各業務を主管する組織においては，各業務を主管する組織の長による

レビューを実施し，各業務を主管する組織における社内規程の改訂に関

する事項，品質目標，管理責任者レビューのインプットに関する情報等

をレビューする。 

監査室長は，監査部門の管理責任者として，調達室長，安全・品質本

部長，再処理事業部長及び技術本部長が実施する業務並びに品質・保安

会議の審議業務に関し内部監査を実施し，評価確認し，監査結果をマネ

ジメントレビューのインプットとして社長へ報告する。 

調達室長は，調達部門の管理責任者として，調達部門のマネジメント

レビューのインプットに関する情報を集約し，評価確認し，マネジメン

トレビューのインプットとして社長へ報告する。

安全・品質本部長は，全社の品質マネジメントシステムに係る活動の

推進部門の管理責任者として，社長が行うマネジメントレビューが円滑

に実施されるよう補佐するとともに，オーバーサイト結果をマネジメン

トレビューのインプットとして社長へ報告する。

再処理事業部長は，実施部門の管理責任者として，品質保証部長の補

佐を受けて，実施部門の各組織のマネジメントレビューのインプットに
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関する情報を集約し，評価確認し，マネジメントレビューのインプット

として社長へ報告する。 

管理責任者のレビューのアウトプットについては，社長のマネジメン

トレビューへのインプットとするほか，品質目標等の業務計画の策定及

び改訂，社内規程の制定，改訂等により業務へ反映する。 

社長は，管理責任者からの報告内容を基に品質マネジメントシステム

の実効性をレビューし，マネジメントレビューのアウトプットを決定す

る。 

管理責任者は，社長からのマネジメントレビューのアウトプットを，

各業務を主管する組織の長に通知し，各業務を主管する組織の長が作成

したマネジメントレビューのアウトプットに対する処置事項を確認し

て，各業務を主管する組織の長に必要な対応を指示する。 

各業務を主管する組織の長は，マネジメントレビューのアウトプット

に対する処置事項及び各業務を主管する組織の品質マネジメントシステ

ムに係る活動の実施状況を評価確認し，次年度の品質目標に反映し，活

動する。また，管理責任者はそれらの状況を確認する。 

品質・保安会議では，品質マネジメントシステムに係る重要な事項に

ついて審議する。 

なお，廃棄物管理施設の保安活動に関しては，保安規定第 10条に基

づく貯蔵管理安全委員会を開催し，その内容を審議し，審議結果は業務

へ反映する。 

(２) 設計及び工事並びに運転及び保守における品質マネジメントシステム

に係る活動

各業務を主管する組織の長は，設計及び工事を，品質マニュアルにし
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たがい，廃棄物管理施設の安全機能の重要度を基本とした品質マネジメ

ントシステム要求事項の適用の程度に応じて管理し，実施し，評価確認

し，継続的に改善する。また，製品及び役務を調達する場合は，供給者

において品質マネジメントシステムに係る活動が適切に遂行されるよ

う，要求事項を提示し，重要度等に応じた品質管理グレードにしたがい

調達管理を行う。 

なお，許認可申請等に係る解析業務を調達する場合は，当該業務に係

る調達物品等要求事項を追加する。 

各業務を主管する組織の長は，調達物品等が調達物品等要求事項を満

足していることを，検査，試験等により検証する。 

各業務を主管する組織の長は，運転及び保守を適確に遂行するため，

品質マニュアルにしたがい，関係法令等の要求事項を満足するよう個々

の業務を計画し，実施し，評価確認し，継続的に改善する。また，製品

及び役務を調達する場合は，設計及び工事と同様に管理する。 

各業務を主管する組織の長は，設計及び工事並びに運転及び保守にお

いて不適合が発生した場合，不適合を除去し，再発防止のために原因を

特定した上で，原子力の安全に及ぼす影響に応じた是正処置を実施す

る。 

また，製品及び役務を調達する場合は，供給者においても不適合管理

が適切に遂行されるよう仕様書にて要求事項を提示し，不適合が発生し

た場合には，各業務を主管する組織はその実施状況を確認する。 

以上のとおり，品質マネジメントシステムに係る活動に必要な文書を定

め，品質マネジメントシステムに係る活動に関する計画，実施，評価確認，

改善を実施する仕組み及び役割を明確化した体制を構築している。 
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5. 技術者に対する教育及び訓練

(１) 技術者に対しては，廃棄物管理施設の設計及び工事並びに運転及び保

守に当たり，一層の技術的能力向上のため，以下の教育及び訓練を実施

する。 

ａ．社内における研修並びに設計，工事，運転及び保守の実務経験者の指

導のもとにおける実務を通じて，施設の設計及び工事並びに運転及び保

守に関する知識の維持及び向上を図るための教育（安全上の要求事項，

設計根拠，設備構造及び過去のトラブル事例を含む。）を定期的に実施

する。また，必要となる教育及び訓練の計画をその職務に応じて定め，

適切な力量を有していることを定期的に評価する。 

ｂ．廃棄物の取扱いに係る技術者に対して，知識，技術及び技能に係る筆

記及び実技試験を定期的に実施する。また，必要となる教育及び訓練計

画をその職務に応じて定め，適切な力量を有していることを定期的に評

価する。 

ｃ．実機を用いた研修を実施し，設備の構造と機能を理解させるとともに，

基本的運転操作を習得させる。 

ｄ．原子力関係機関（一般社団法人原子力安全推進協会，日本原子力発電

株式会社）等において，原子力安全，技術，技能の維持及び向上を目的

とした社外研修，講習会等に参加させ関連知識を習得させる。 

(２) 上記（１）によって培われる技術的能力に加え，建設工事の進捗状況に

合わせて建設工事に直接従事させることで設備等に対する知識の向上を

図るとともに，フランスのＯｒａｎｏ Ｒｅｃｙｃｌａｇｅ社再処

理施設における，運転，保守及び放射線管理の訓練の実施，継続した技

術情報収集を行う。 
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(３) 教育及び訓練の詳細

ａ．技術者は，原則として入社後一定期間，配属された部門に係る基礎的

な教育及び訓練を受ける。廃棄物管理施設の仕組み，放射線管理等の基

礎教育及び訓練並びに機器配置及びプラントシステム等の現場教育及び

訓練を受け，廃棄物管理に関する基礎知識を習得する。 

ｂ．再処理事業所では，原子力安全の達成に必要な技術的能力を維持及び

向上させるため，保安規定等に基づき，対象者，教育内容，教育時間及

び教育実施時期について教育の実施計画を策定し，それにしたがって教

育を実施する。 

ｃ．本変更後における業務に従事する自然災害等に対応する技術者，事務

系社員及び協力会社社員に対しては，各役割に応じた自然災害等発生時

の対応に必要となる技能の維持と知識の向上を図るため，計画的，かつ，

継続的に必要な教育及び訓練を実施する。 

ｄ．災害対策要員の体制を整備し，適切な事故対応が行えるよう訓練を繰

り返し行うことにより，災害対策要員の技術的な能力の維持向上を図っ

ている。 

  以上のとおり，本変更後における技術者に対する教育及び訓練を実施し，

その専門知識，技術及び技能を維持及び向上させる取り組みを行っている。 
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6. 有資格者等の選任及び配置

核燃料物質の取扱いに関し，「核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染

された物の廃棄物管理の事業に関する規則」（昭和 63 年 11 月７日 総理

府令第 47 号）に基づき，保安の監督を行う廃棄物取扱主任者及びその代

行者は，核燃料取扱主任者免状又は原子炉主任技術者免状を有する者のう

ちから社長が選任する。 

  廃棄物取扱主任者が職務を遂行できない場合，その職務が遂行できるよ

う，代行者を廃棄物取扱主任者の選任要件を満たす技術者の中から選任し，

職務遂行に万全を期している。 

  廃棄物取扱主任者は，廃棄物管理施設の保安の監督を誠実，かつ，最優

先に行うこととし，核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の取

扱いの業務に従事する者への指示等，その職務が適切に遂行できるよう設

計及び工事並びに運転及び保守の保安に関する職務を兼任しないようにす

る等，職務の独立性を確保した配置とする。 

  以上のとおり，廃棄物管理施設の保安の業務に際して必要となる有資格

者等については，その職務が適切に遂行できる者の中から選任し，配置し

ている。 
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添 付 書 類 三 

 

 変更に係る廃棄物管理施設の場所における気象，地盤，水理，地震，社会

環境等の状況に関する説明書 

 

平成４年４月３日付け４安第 91号をもって事業の許可を受け，その後，

令和２年８月 26日付け原規規発第 2008261号をもって変更の許可を受けた

廃棄物管理事業変更許可申請書の添付書類三の記述のうち，下記内容を変更

する。 

 

記 

 

図 

第 1.1－１図 敷地及びその周辺の概況図 
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第 1.1－１図 敷地及びその周辺の概況図 



５－目－１ 

別添－４ 

 

 

 

 

添 付 書 類 五 

 

変更後における廃棄物管理施設の安全設計に関する説明書 

 

平成４年４月３日付け４安第 91号をもって事業の許可を受け，その後，

令和２年８月 26日付け原規規発第 2008261号をもって変更の許可を受けた

廃棄物管理事業変更許可申請書の添付書類五の記述のうち，下記内容を変更

する。 

 

記 

 

1. 安全設計 

 1.4 火災及び爆発の防止に関する設計 

  1.4.1 火災防護審査基準の要求 

 

 1.6 その他 

  1.6.9 「廃棄物管理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」

に対する適合 

 

 



５－目－２ 

7. その他廃棄物管理設備の附属施設 

 7.4 固体廃棄物の廃棄施設 

  7.4.1 概  要 

  7.4.2 固体廃棄物貯蔵設備 

 

8. 運転保守 

 8.2 組織及び職務 

 

表 

第 7.4－１表 固体廃棄物貯蔵設備の主要設備の仕様 

 

図 

第 2.1-１図 廃棄物管理施設一般配置図 

 



1. 安全設計

1.4 火災及び爆発の防止に関する設計 

1.4.1 火災防護審査基準の要求 

  安全機能を有する施設は，火災又は爆発により廃棄物管理施設の安全性

が損なわれないよう，火災及び爆発の発生を防止し，早期に火災及び爆発

の発生を感知し消火を行い，かつ，火災及び爆発の影響を軽減するために，

火災防護対策を講ずる設計とする。 

  廃棄物管理施設は，以下の方針に基づき火災及び爆発の防止のための設

計を行う。 

・主要な設備及び機器は，可能な限り不燃性又は難燃性材料を使用する

設計とする。

・火災及び爆発の発生を防止するために，着火源の排除及び可燃性物質

の漏えい防止対策を講ずる設計とする。

・火災及び爆発の拡大を防止するために，適切な検知，警報系統及び消

火設備を設けることで，火災及び爆発の発生による影響を軽減する設

計とする。

  また，廃棄物管理施設における，火災防護対策を具体化するに当たって

は，「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」

（平成25年６月19日 原規技発第1306195号 原子力規制委員会決定）

（以下「火災防護審査基準」という。）を参考として廃棄物管理施設の特

徴及びその重要度を踏まえた火災防護対策を講ずる設計とする。 

1.4.1.1 基本事項 

  安全機能を有する施設は，火災又は爆発により廃棄物管理施設の安全性

が損なわれないよう，火災及び爆発の発生を防止し，早期に火災及び爆発
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の発生を感知し消火を行い，かつ，火災及び爆発の影響を軽減するために，

火災防護対策を講ずる設計とする。 

  火災又は爆発によってその安全機能が損なわないことを確認する施設を，

全ての安全機能を有する構築物，系統及び機器とする。 

  火災防護対策を講ずる対象としては，放射性物質の放出及び放射線被ば

くを防止する観点から，安全上重要な構築物，系統及び機器を抽出し火災

区域及び火災区画を設定する。また，放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能

を確保するための構築物，系統及び機器を抽出し火災区域及び火災区画を

設定する。これらを合わせて火災防護対象設備として選定し，火災及び爆

発の発生防止，火災及び爆発の感知及び消火並びに火災及び爆発の影響軽

減のそれぞれを考慮した火災防護対策を講ずることにより，安全機能を損

なわない設計とする。 

  その他の安全機能を有する施設を含め廃棄物管理施設は，「消防法」，

「建築基準法」，「都市計画法」及び「日本電気協会電気技術規程・指針」

に基づき設備等に応じた火災防護対策を講ずる設計とする。 

(１) 火災防護対象設備

ａ．安全上重要な施設 

廃棄物管理施設は，冷却及び遮蔽に係る安全機能が火災又は爆発によ

って損なわれないよう，適切な火災防護対策を講ずる設計とする。 

具体的には，放射性物質の放出及び放射線被ばくを防止する観点から，

安全上重要な施設の安全機能を有する構築物，系統及び機器（以下「安

重機能を有する機器等」という。）を抽出し火災区域及び火災区画を設

定する。 

安全上重要な施設は，以下に挙げるものが該当する。 

(ａ) 収納管，通風管 
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(ｂ) 貯蔵区域しゃへい，ガラス固化体検査室しゃへい 

(ｃ) 貯蔵建屋床面走行クレーンのしゃへい容器 

上記方針に基づき，以下の建物に設置する設備に火災区域及び火災区

画を設定する。 

(ａ) 建物 

ⅰ．ガラス固化体貯蔵建屋 

 ⅱ．ガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟 

ｂ．放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物，系統及び機器 

安全機能を有する施設のうち，「(１)ａ．安全上重要な施設」に記す

安全上重要な施設を除いた，放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を確

保するための構築物，系統及び機器を「放射性物質貯蔵等の機器等」

として抽出する。 

放射性物質貯蔵等の機器等を収納する建屋（安全上重要な施設を除く）

を以下に示す。 

(ａ) ガラス固化体受入れ建屋※ 

(ｂ) 北換気筒（ガラス固化体受入れ・貯蔵建屋換気筒） 

※搬送機器の移動経路の確保が必要であること等から火災区域の分離が困難であるため，ガ

ラス固化体受入れ建屋，ガラス固化体貯蔵建屋及びガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟について同

一の火災区域とし，ガラス固化体受入れ建屋についても安重機能を有する機器等を設置す

る建屋に対する火災防護対策を実施する。

ｃ．火災防護対象設備 

廃棄物管理施設として，下記の「ａ．安全上重要な施設」及び「ｂ．

放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物，系統及び機器」に

おいて選定する機器等を「火災防護対象設備」として選定し，火災及び

爆発の発生防止，火災及び爆発の感知及び消火並びに火災及び爆発の影

響軽減のそれぞれを考慮した火災防護対策を講ずる設計とする。 

(２) その他の安全機能を有する施設
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火災防護対象設備以外の安全機能を有する施設を含め廃棄物管理施設

は，「消防法」，「建築基準法」，「都市計画法」及び「日本電気協

会電気技術規程・指針」に基づき設備に応じた火災防護対策を講ずる

設計とする。 

(３) 火災区域及び火災区画の設定

火災防護対象設備を収納する建屋に，耐火壁（耐火隔壁，耐火シール，

防火戸，防火ダンパ等），天井及び床（以下「耐火壁」という。）に

よって囲われた火災区域を設定する。建屋の火災区域は，火災防護対

象設備の配置も考慮して火災区域を設定する。 

火災及び爆発の影響軽減対策が必要な火災防護対象設備を設置する火

災区域は，３時間以上の耐火能力を有する耐火壁として，３時間耐火

に設計上必要な 150ｍｍ以上の壁厚を有するコンクリート壁や火災耐久

試験により３時間以上の耐火能力を有することを確認した耐火壁によ

り隣接する他の火災区域と分離する。 

火災区画は，建屋内で設定した火災区域を，耐火壁及び離隔距離に応

じて分割して設定する。 

(４) 火災防護計画

廃棄物管理施設全体を対象とした火災防護対策を実施するため，火災

防護計画を策定する。火災防護計画には，計画を遂行するための体制，

責任の所在，責任者の権限，体制の運営管理，必要な要員の確保，教

育訓練及び火災防護対策を実施するために必要な手順等について定め

るとともに，火災及び爆発の影響軽減対策が必要な火災防護対象設備

を火災及び爆発から防護するため，火災及び爆発の発生防止，火災及

び爆発の早期感知及び消火並びに火災及び爆発の影響軽減の３つの深

層防護の概念に基づく火災防護対策を行うことについて定める。 
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 その他の廃棄物管理施設については，「消防法」，「建築基準法」，「都

市計画法」及び「日本電気協会電気技術規程・指針」に基づき設備に

応じた火災防護対策を行うことについて定める。 

敷地内又はその周辺で想定する自然現象並びに人為事象による火災及

び爆発（以下「外部火災」という。）については，安全機能を有する施

設を外部火災から防護するための運用等について定める。 

 火災防護計画の策定に当たっては，「火災防護審査基準」の要求事項

を踏まえ，以下の考えに基づき策定する。 

ａ．火災防護対象設備の防護を目的として実施する火災防護対策を適切に

実施するために，火災防護対策全般を網羅した火災防護計画を策定す

る。 

ｂ．火災防護対象設備の防護を目的として実施する火災防護対策及び火災

防護計画を実施するために必要な手順，機器及び組織体制を定める。

具体的には，火災防護対策の内容，その対策を実施するための組織の

明確化（各責任者と権限），火災防護計画を遂行するための組織の明確

化（各責任者と権限），その運営管理及び必要な要員の確保と教育・訓

練の実施について定める。 

ｃ．火災防護対象設備を火災及び爆発から防護するため，火災及び爆発の

発生防止，火災及び爆発の早期感知及び消火並びに火災及び爆発の影

響軽減の深層防護の概念に基づいた，火災区域及び火災区画を考慮し

た火災防護対策である，火災及び爆発の発生防止対策，火災及び爆発

の感知及び消火対策，火災及び爆発の影響軽減対策を定める。 

ｄ．火災防護計画は，廃棄物管理施設全体を対象範囲とし，具体的には，

以下の項目を記載する。 

(ａ) 「廃棄物管理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」（平
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成 25 年 12 月６日原子力規制委員会規則第三十一号）（以下「事業許可

基準規則」という。）第四条に基づくｃ.で示す対策を定める。 

(ｂ) 森林火災，近隣の工場，石油コンビナート等特別防災区域，危険物

貯蔵所及び高圧ガス貯蔵施設（以下「近隣の産業施設」という。）の爆

発，敷地内に存在する危険物貯蔵施設の火災及び爆発から安全機能を

有する施設を防護する対策を定める。 

なお，上記に示す以外の構築物，系統及び機器は，「消防法」，「建築

基準法」に基づく火災防護対策を実施する。 

(ｃ) 火災防護計画は，火災及び爆発の発生防止，火災及び爆発の感知及

び消火並びに火災及び爆発の影響軽減のそれぞれを考慮し，火災防護

関係法令・規程類等，火災発生時における対応手順，可燃性物質及び

火気作業に係る運営管理に関する教育・訓練を定期的に実施すること

を定める。 

(ｄ) 火災防護計画は，その計画において定める火災防護計画全般に係る

定期的な評価及びそれに基づく改善を行うことによって，継続的な改

善を図っていくことを定める。 

(ｅ) 火災防護計画は，再処理事業所廃棄物管理施設の「原子炉等規制法」

第五十一条の十八第１項の規定に基づく「再処理事業所廃棄物管理施

設保安規定」（以下「保安規定」という。）に基づく文書として制定す

る。 

(ｆ) 火災防護計画の具体的な遂行のルール，具体的な判断基準等を記載

した文書，業務処理手順，方法等を記載した文書の文書体系を定める

とともに，持ち込み可燃性物質管理や火気作業管理，火災防護に必要

な設備の保守管理，教育訓練等に必要な要領については，各関連文書

に必要事項を定めることで，火災防護対策を適切に実施する。 
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1.4.1.1.1 火災及び爆発の発生防止 

1.4.1.1.1.1 廃棄物管理施設の火災及び爆発の発生防止 

  廃棄物管理施設の火災及び爆発の発生防止については，廃棄物管理施設

で取り扱う化学薬品等のうち，可燃性物質を使用する系統及び機器に対す

る着火源の排除及び漏えい防止対策を講ずる設計とする。 

  また，発火性又は引火性物質を内包する設備及びこれらの設備を設置す

る火災区域又は火災区画に対する火災及び爆発の発生防止対策を講ずると

ともに，可燃性の蒸気又は可燃性の微粉に対する対策，発火源に対する対

策，水素に対する換気及び漏えい検出対策，接地対策，電気系統の過電流

による過熱及び焼損の防止対策等を講ずる設計とする。 

(１) 発火性又は引火性物質

発火性又は引火性物質を内包する設備及びこれらの設備を設置する火

災区域又は火災区画には，以下の火災及び爆発の発生防止対策を講ず

る設計とする。発火性又は引火性物質としては，「消防法」で定めら

れる危険物又は少量危険物として取り扱うもののうち潤滑油又は燃料

油及び「高圧ガス保安法」で高圧ガスとして定められる水素又は二酸

化炭素のうち，可燃性ガスである水素を対象とする。 

ａ．漏えいの防止，拡大防止 

火災区域に対する漏えいの防止対策及び拡大防止対策の設計について

以下を考慮した設計とする。 

(ａ) 発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備 

発火性又は引火性物質を内包する設備を設置する火災区域又は火災区

画の潤滑油又は燃料油を内包する設備（以下「油内包設備」という。）

は，溶接構造又はシール構造の採用により漏えい防止対策を講ずる設

計とするとともに，漏えい液受皿又は堰を設置し，漏えいした潤滑油
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又は燃料油が拡大することを防止する設計とする。 

ｂ．配置上の考慮 

油内包設備の火災により，火災の影響を受けるおそれのある火災防護

対象設備は不燃性材料で構成し，火災時においても安全機能が維持で

きる設計とするため配置上の考慮は必要ない。 

ｃ．換気 

火災区域に対する換気について，以下の設計とする。 

(ａ) 油内包設備 

油内包設備を設置する火災区域は，漏えいした場合に気体状の発火性

又は引火性物質が滞留しないよう，機械換気又は自然換気を行う設計

とする。 

(ｂ) 発火性又は引火性物質である可燃性ガスを内包する設備 

可燃性ガスを内包する設備を設置する火災区域又は火災区画の可燃性

ガスのうち，水素を内包する設備である蓄電池を設置又は使用する火

災区画は，火災及び爆発の発生を防止するために，以下に示す換気を

行う設計とする。 

  ⅰ．蓄電池 

蓄電池を設置する火災区画は機械換気を行うことにより，水素濃度

を燃焼限界濃度以下とするよう設計する。 

ｄ．防爆 

火災区域に対する防爆について，以下の設計とする。 

(ａ) 油内包設備 

 火災区域内に設置する油内包設備は，潤滑油又は燃料油の外部への漏

えいを想定しても，潤滑油又は燃料油の引火点は油内包設備を設置す

る室内温度よりも十分高く，機器運転時の温度よりも高いため，可燃
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性の蒸気となることはない。 

また，燃料油である重油を内包する設備を設置する火災区域又は火災

区画については，重油が設備の外部へ漏えいし，万一，可燃性の蒸気

が発生した場合であっても，換気設備で換気することから，可燃性の

蒸気が滞留するおそれはない。 

ｅ．貯蔵 

発火性又は引火性物質として貯蔵を行う予備電源用ディーゼル発電機

用の燃料油は，必要な量を「消防法」に基づき安全に貯蔵できる設計

とする。 

(２) 可燃性蒸気・微粉の対策

油内包設備を設置する火災区域は，「ｃ.(ａ) 油内包設備」に示すと

おり，可燃性の蒸気が滞留するおそれはない。 

また，火災区域における現場作業において有機溶剤を使用する場合は

必要量以上持ち込まない運用とするとともに，可燃性の蒸気が滞留する

おそれがある場合は，使用する作業場所において，換気，通風及び拡散

の措置を行うとともに，建屋の送風機及び排風機による機械換気又は自

然換気により滞留を防止する設計とする。 

さらに，可燃性の微粉（「工場電気設備防爆指針」に記載される「可

燃性粉じん（空気中の酸素と発熱反応を起こし爆発する粉じん）」や

「爆燃性粉じん（空気中の酸素が少ない雰囲気中又は二酸化炭素中でも

着火し，浮遊状態では激しい爆発をする金属粉じん）」）が滞留するお

それがある設備は存在しない。 

(３) 発火源への対策

廃棄物管理施設で火花を発生する設備や高温の設備等発火源となりう

る設備は存在しない。 
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(４) 水素対策

蓄電池については充電時において水素が発生するおそれがあることか

ら機械換気及び自然換気を行うことにより，水素濃度を燃焼限界濃度以

下とするとともに，蓄電池室上部に水素漏えい検知器を設置し，水素の

燃焼限界濃度である４ｖｏｌ％の 1/4 以下で制御室に警報を発する設計

とする。 

また，蓄電池を設置する火災区画は，充電時において蓄電池から水素

が発生するおそれがあることから，当該区画に可燃物を持ち込まないこ

ととする。 

(５) 放射線分解等により発生する水素の蓄積防止対策

廃棄物管理施設において，放射線分解等により発生する水素は存在し

ない。 

(６) 過電流による過熱防止対策

廃棄物管理施設内の電気系統に対する過電流による過熱及び焼損の防

止対策として，電気系統は，機器の損壊，故障及びその他の異常を検知

した場合には，遮断器により故障箇所を隔離することにより，故障の影

響を局所化できるとともに，他の安全機能への影響を限定できる設計と

する。 

1.4.1.1.1.2 不燃性材料又は難燃性材料の使用 

  火災防護対象設備は，可能な限り不燃性材料又は難燃性材料を使用する

設計とし，不燃性材料又は難燃性材料の使用が技術上困難な場合は，不燃

性材料又は難燃性材料と同等以上の性能を有するもの（以下「代替材料」

という。）を使用する設計とする。 

  また，代替材料の使用が技術上困難な場合は，当該機器等における火災

５－１－10



及び爆発に起因して，他の火災防護対象設備において火災及び爆発が発生

することを防止するための措置を講ずる設計とする。 

  火災防護対象設備に対する不燃性材料又は難燃性材料の使用について，

以下(１) ～(６)に示す。 

 (１) 主要な構造材に対する不燃性材料の使用 

   火災防護対象設備のうち，機器及びダクト並びにこれらの支持構造物

の主要な構造材は，火災及び爆発の発生防止を考慮し，金属及びコンク

リートを使用する設計とする。 

   ただし，配管等のパッキン類は，その機能を確保するために必要な代

替材料の使用が技術上困難であるが，金属で覆われた狭隘部に設置し直

接火炎に晒されることなく，火災及び爆発による安全機能への影響は限

定的であること，また，他の火災防護対象設備に延焼するおそれがない

ことから，不燃性材料又は難燃性材料ではない材料を使用する設計とす

る。 

   なお，金属に覆われたポンプ及び弁の駆動部の潤滑油及び金属に覆わ

れた機器内部のケーブルは，発火した場合でも他の火災防護対象設備に

延焼しないことから，不燃性材料又は難燃性材料ではない材料を使用す

る設計とする。 

 (２) 変圧器及び遮断器に対する絶縁油の内包 

   廃棄物管理施設における火災防護対象設備は，金属及びコンクリート

の不燃性材料で構成するため，火災影響により安全機能を損なうおそれ

はなく，火災防護対象設備に該当する変圧器及び遮断器はない。 

 (３) 難燃ケーブルの使用について 

   廃棄物管理施設における火災防護対象設備は，金属及びコンクリート

の不燃性材料で構成するため，火災影響により安全機能を損なうおそれ
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はなく，火災防護対象設備に該当するケーブルはない。 

 (４) 換気設備のフィルタに対する不燃性材料及び難燃性材料の使用 

   廃棄物管理施設における火災防護対象設備のうち，換気設備のフィル

タは，不燃性材料又は難燃性材料を使用する設計とする。 

 (５) 保温材に対する不燃性材料の使用 

   廃棄物管理施設における火災防護対象設備は，金属及びコンクリート

の不燃性材料で構成するため，火災影響により安全機能を損なうおそれ

はなく，火災防護対象設備に該当する保温材はない。 

 (６) 建屋内装材に対する不燃性材料の使用 

   建物内装材は，「建築基準法」に基づく不燃性材料又はこれと同等の

性能を有することを試験により確認した材料若しくは「消防法」に基づ

く防炎物品若しくはこれと同等の性能を有することを試験により確認し

た材料を使用する設計とする。 

   ただし，塗装は当該場所における環境条件を考慮したものとする。管

理区域の床は，耐汚染性，除染性，耐摩耗性等を考慮して，原則として

腰高さまでエポキシ樹脂系塗料等のコーティング剤により塗装する設計

とする。 

   塗料は，難燃性能を確認したコーティング剤を不燃性材料であるコン

クリート表面に塗布すること，また，建屋内に設置する火災防護対象設

備には不燃性材料又は難燃性材料を使用し，周辺には可燃物がないこと

から，塗装が発火した場合においても他の火災防護対象設備において火

災を生じさせるおそれは小さい。 

 

1.4.1.1.1.3 落雷，地震等の自然現象による火災及び爆発の発生防止 

  廃棄物管理施設において，設計上の考慮を必要とする自然現象は，地震，
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津波，落雷，風（台風），竜巻，凍結，高温，降水，積雪，火山の影響

（降下火砕物によるフィルタの目詰まり等）（以下「火山の影響」とい

う。），生物学的事象，森林火災及び塩害である。 

  風（台風），竜巻及び森林火災は，それぞれの事象に対して廃棄物管理

施設の安全機能を損なうことのないように，自然現象から防護する設計と

することで，火災及び爆発の発生を防止する。 

  生物学的事象のうちネズミ等の小動物の影響については，侵入防止対策

によって影響を受けない設計とする。 

  津波，凍結，高温，降水，積雪，他の生物学的事象及び塩害は，発火源

となり得る自然現象ではなく，火山の影響についても，火山から廃棄物管

理施設に到達するまでに降下火砕物が冷却されることを考慮すると，発火

源となり得る自然現象ではない。 

  したがって，廃棄物管理施設で火災及び爆発を発生させるおそれのある

自然現象として，落雷及び地震を選定し，これらの自然現象によって火災

が発生しないように，以下のとおり火災防護対策を講ずる設計とする。 

 (１) 落雷による火災及び爆発の発生防止 

   落雷による火災の発生を防止するため，「原子力発電所の耐雷指針」

（ＪＥＡＧ4608），「建築基準法」及び「消防法」に基づき，「日本産

業規格」に準拠した避雷設備を設置する設計とする。重要な構築物は，

「建築基準法」及び「消防法」の適用を受けないものであっても避雷設

備を設ける設計とする。 

 (２) 地震による火災及び爆発の発生防止 

   火災防護対象設備は，耐震重要度分類に応じた地震力が作用した場合

においても支持することができる地盤に設置し，自らの破壊又は倒壊に

よる火災及び爆発の発生を防止する。 
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   耐震については「事業許可基準規則」第六条に示す要求を満足するよ

う，「事業許可基準規則の解釈」に従い耐震設計を行う設計とする。 

 

1.4.1.1.2 火災及び爆発の感知，消火 

  火災及び爆発の感知及び消火については，火災防護対象設備に対して，

早期の火災及び爆発の感知及び消火を行うための火災感知設備(自動火災

報知設備 )及び消火設備を設置する設計とする。具体的な設計を

「1.4.1.1.2.1 早期の火災及び爆発の感知及び消火」～「1.4.1.1.2.3 

消火設備の破損，誤動作又は誤操作による安全機能への影響」に示す。 

  このうち，火災感知設備及び消火設備が，地震等の自然現象に対して，

火災及び爆発の感知及び消火の機能，性能を維持し，かつ，火災防護対象

設備の耐震重要度分類に応じて，機能を維持できる設計とすることを

「1.4.1.1.2.2 自然現象の考慮」に示す。また，消火設備は，破損，誤

動作又は誤操作が起きた場合においても，安全上重要な施設の安全機能を

損なわない設計とすることを「1.4.1.1.2.3 消火設備の破損，誤動作又

は誤操作による安全機能への影響」に示す。 

  爆発の感知については，水素を内包する設備である蓄電池を設置又は使

用する火災区画に対し水素漏えい検知器を設置し，万一水素濃度が一定以

上に達した場合は，制御室に警報を発する設計することで爆発前に感知す

る設計とする。 

 

1.4.1.1.2.1 早期の火災及び爆発の感知及び消火 

  火災感知設備及び消火設備は，火災防護対象設備に対する火災の影響を

限定し，早期の火災及び爆発の感知及び消火を行える設計とする。 
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 (１) 火災感知設備 

   火災感知設備は，火災防護対象設備を設置する火災区域又は火災区画

の火災を早期に感知するために設置する設計とする。 

 ａ．火災感知器の環境条件等の考慮及び多様化 

   火災防護対象設備を設置する火災区域又は火災区画の火災感知器の型

式は，放射線，取付面高さ，温度，湿度，空気流等の環境条件及び予想

される火災及び爆発の性質を考慮して選定する。 

   また，火災を早期に感知できるよう固有の信号を発する異なる種類の

火災感知器は，炎感知器のようにその原理からアナログ式にできない場

合を除き，誤作動を防止するため平常時の状態を監視し，急激な温度や

煙の濃度の上昇を把握することができるアナログ式を選定する。炎感知

器はアナログ式ではないが，炎が発する赤外線又は紫外線を感知するた

め，炎が生じた時点で感知することができ，火災の早期感知に優位性が

ある。 

   火災防護対象設備に影響を及ぼすおそれのある火災を早期に感知する

とともに，火災の発生場所を特定するために，「消防法」に基づき設置

する火災感知器に加え，固有の信号を発する異なる種類の火災感知器又

は同等の機能を有する機器を組み合わせて設置する設計とする。 

   なお，火災防護対象設備を設置する火災区域又は火災区画のうち，コ

ンクリート製の構造物や金属製の配管，タンク等のみで構成する機器等

を設置する火災区域又は火災区画は，機器等を不燃性材料で構成し，火

災の影響により機能を喪失するおそれがないことから，固有の信号を発

する異なる種類の火災感知器の組合せは行わず，「消防法」に基づいた

設計とする。 

   「消防法施行令」及び「消防法施行規則」において火災感知器の設置

５－１－15



が除外される区域についても，火災防護対象設備が火災による影響を考

慮すべき場合には設置する設計とする。 

   ただし，以下の火災及び爆発のおそれがない区域又は他の設備により

火災発生の前後において有効に検出できる場合は除く。 

 (ａ) 貯蔵区域等 

   ガラス固化体を貯蔵する区域であり，高線量により通常時に人の立ち

入りがなく，可燃性物質を設置せず,不要な可燃性物質を持ち込まない

可燃性物質管理を行うことより，通常運転時における火災及び爆発の発

生及び人による火災及び爆発の発生のおそれがないことから，火災及び

爆発の感知の必要はない。 

 (ｂ) 可燃性物質の取扱いがない室（ダクトスペース及びパイプスペース） 

   ダクトスペースやパイプスペースは，可燃性物質は設置せず，不要な

可燃性物質を持ち込まない可燃性物質管理を行う場所であり，また，点

検口は存在するが，通常時には人の入域はなく，人による火災及び爆発

の発生のおそれがないことから，火災及び爆発の感知の必要はない。 

 (ｃ) 可燃性物質の取扱いはあるが，火災感知器によらない設備により早

期感知が可能な区域 

   火災及び爆発の発生を想定する室の火災及び爆発の感知については，

多様性を確保し，火災検知器（熱電対）及び耐放射線性のＩＴＶカメラ

にて行う設計とする。 

 ｂ．火災感知設備の性能と設置方法 

   火災感知器については「消防法施行規則」（昭和 36 年自治省令第６

号）第二十三条第４項に従い設置する設計とする。 

   また，環境条件等から「消防法」上の火災感知器の設置が困難となり，

感知器と同等の機能を有する機器を使用する場合においては，同項にお
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いて求める「火災区域内の感知器の網羅性及び火災報知設備の感知器及

び発信機に係る技術上の規格を定める省令」（昭和 56 年自治省令第 17

号）第十二条～第十八条までに定める感知性能と同等以上の方法により

設置する設計とする。 

 (ａ) 火災感知器の組合せ 

   固有の信号を発する異なる感知方式の感知器等の組合せの基本的な考

え方を以下に示す。 

   火災感知設備の火災感知器は，環境条件及び火災防護対象設備の特徴

を踏まえ設置することとし，アナログ式の煙感知器及びアナログ式の熱

感知器の組合せを基本として設置する設計とする。 

   一方，以下に示すとおり，屋内において取り付け面高さが熱感知器又

は煙感知器の上限を超える場合，アナログ式の感知器の設置が適さない

ことから，非アナログ式の炎感知器を設置する設計とする。 

   非アナログ式の炎感知器は，炎が発する赤外線や紫外線を感知するた

め，煙や熱と比べて感知器に到達する時間遅れがなく，火災の早期感知

に優位性がある。 

   また，非アナログ式の炎感知器（赤外線方式）を設置する場合は，そ

れぞれの監視範囲に火災の検知に影響を及ぼす死角がないように設置す

る設計とするとともに，誤作動防止対策のため，屋内に設置する場合は，

外光が当たらず，高温物体が近傍にない箇所に設置する設計とする。 

   よって，非アナログ式の感知器を採用してもアナログ式の感知器と同

等以上の性能を確保することが可能である。 

   なお，蓄電池室は換気設備により清浄な状態に保たれていること及び

水素漏えい検知器により爆発性雰囲気とならないことを監視することか

ら，通常のアナログ式の感知器を設置する設計とする。 
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   非アナログ式の感知器を設置する火災区域又は火災区画を以下に示

す。 

  ｉ．設置高さ及び気流の影響のある火災区域及び火災区画（屋内） 

    屋内の火災区域又は火災区画のうち設置高さが高い場所や，気流の

影響を考慮する必要のある場所には，熱や煙が拡散することから，ア

ナログ式の感知器（煙及び熱）を組み合わせて設置することが適さな

いため，一方は非アナログ式の炎感知器を設置する設計とする。 

 ｃ．火災感知設備の電源確保 

   火災感知設備は，外部電源喪失時にも火災の感知が可能となるよう，

蓄電池を設け，火災感知の機能を失わないよう電源を確保する設計とす

る。 

   また，火災防護対象設備を設置する火災区域又は火災区画に対して多

様化する火災感知設備については，予備電源から給電する設計とする。 

 ｄ．火災報知盤 

   制御室に設置する火災報知盤に火災信号を表示するとともに警報を発

することで，適切に監視できる設計とする。 

   また，火災報知盤は，火災感知器の設置場所を１つずつ特定できるこ

とにより，火災の発生場所を特定できる設計とする。 

   火災感知器は火災報知盤を用いて以下のとおり点検を行うことができ

るものを使用する設計とする。 

   ・自動試験機能又は遠隔試験機能を有する火災感知器は，火災感知の

機能に異常がないことを確認するため，定期的に自動試験又は遠隔

試験を実施する。 

   ・自動試験機能又は遠隔試験機能を持たない火災感知器は，火災感知

器の機能に異常がないことを確認するため，「消防法施行規則」に
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基づき，煙等の火災を模擬した試験を定期的に実施する。 

 ｅ．試験・検査 

   火災感知設備は，その機能を確認するため定期的な試験及び検査を行

う。 

 (２) 消火設備 

   消火設備は，以下に示すとおり，火災防護対象設備を設置する火災区

域又は火災区画の火災を早期に消火できるように設置する設計とする。 

 ａ．消火設備について 

 (ａ) 火災に対する二次的影響を考慮 

   消火設備は，火災の火炎等による直接的な影響及び流出流体等による

二次的影響を受けず，火災防護対象設備に悪影響を及ぼさないよう設置

する設計とする。 

   また，煙の二次的影響が安全機能を有する構築物，系統及び機器に悪

影響を及ぼす場合は，防火ダンパを設ける設計とする。 

 (ｂ) 想定する火災の性状に応じた消火剤容量 

   消火設備は，可燃性物質の性状を踏まえ，想定する火災の性質に応じ

た容量の消火剤を備える設計とする。 

   油火災（油内包設備や燃料タンクからの火災）を想定する発電機室に

は，消火性能の高い不活性ガスを用いる二酸化炭素消火設備（全域）を

設置しており，「消防法施行規則」第十九条に基づき算出する必要量の

消火剤を配備する設計とする。 

   火災区域又は火災区画に設置する消火器については，「消防法施行規

則」第六条～第八条に基づき延床面積又は床面積から算出する必要量の

消火剤を配備する設計とする。 

   消火剤に水を使用する消火用水の容量は，「ｂ．(ｂ) 消火用水の最
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大放水量の確保」に示す。 

 (ｃ) 消火栓の配置 

   屋内消火栓及び屋外消火栓は，「消防法施行令」第十一条（屋内消火

栓設備に関する基準），第十九条及び「都市計画法施行令」第二十五条

（屋外消火栓設備に関する基準，開発許可の基準を適用するについて必

要な技術的細目）に準拠し配置することにより，消火栓により消火を行

う必要のあるすべての火災区域又は火災区画における消火活動に対処で

きるように配置する設計とする。 

 (ｄ) 移動式消火設備の配備 

   火災時の消火活動のため，「消防法」による自衛消防の要求にて移動

式消火設備を配備する。 

 (ｅ) 消火設備の電源確保 

   消火設備のうち，消火水供給設備は再処理施設と共用し，再処理施設

で電源を確保する設計とする。 

 (ｆ) 消火設備の故障警報 

   各消火設備の故障警報は制御室に吹鳴する設計とする。 

 (ｇ) 系統分離に応じた独立性の考慮 

   廃棄物管理施設は系統分離を設計上考慮する必要がある安全機能を有

する構築物，系統及び機器に該当する設備はない。 

 (ｈ) 安重機能を有する機器等を設置する区域のうち消火困難となる区域

の消火設備 

   廃棄物管理施設の安重機能を有する機器等は，金属及びコンクリート

の不燃性材料で構成し，火災影響により安全機能へ影響を及ぼすおそれ

はないことから考慮しない。 

 

５－１－20



 (ｉ) 放射性物質貯蔵等の機器等を設置する区域のうち消火困難となる区

域の消火設備 

   廃棄物管理施設の制御室の床下にケーブルを敷設するが，火災防護対

象設備の安全機能はケーブルの損傷により影響を受けず，火災影響によ

り安全機能へ影響を及ぼすおそれはないことから考慮しない。 

   なお，制御室には排煙設備を設置し，煙の充満により消火活動が困難

とならないため，消火器による消火が可能である。 

   上記以外の火災区域又は火災区画については，「消防法」又は「建築

基準法」に基づく消火設備で消火する設計とする。 

 (ｊ) 消火活動のための電源を内蔵した照明器具 

   屋内消火栓，消火設備の現場盤操作等に必要な照明器具として，移動

経路に加え，屋内消火栓設備及び消火設備の現場盤周辺に設置するもの

とし，現場への移動時間（約 10～40 分程度）及び「消防法」の消火継

続時間（20 分）を考慮し，２時間以上の容量の蓄電池を内蔵する照明

器具を設置する設計とする。 

 ｂ．消火剤に水を使用する消火設備について 

 (ａ) 消火用水供給系の多重性又は多様性の考慮 

   消火用水供給系の水源及び消火ポンプ系は，再処理施設とウラン・プ

ルトニウム混合酸化物燃料加工施設（以下「ＭＯＸ燃料加工施設」とい

う。）と共用し，「火災防護審査基準」をうけた消火活動２時間に対し

十分な容量を有するろ過水貯槽及び消火用水貯槽を設置し，双方からの

消火用水の供給を可能とすることで，多重性を有する設計とする。 

   また，消火ポンプは電動機駆動消火ポンプに加え，同等の能力を有す

る異なる駆動方式であるディーゼル駆動消火ポンプを設置することで，

多様性を有する設計とする。 
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   水源の容量は，廃棄物管理施設は危険物取扱所に該当する施設である

ため，消火活動に必要な水量を考慮したものとし，その根拠は「(ｂ) 消

火用水の最大放水量の確保」に示す。 

 (ｂ) 消火用水の最大放水量の確保 

   消火剤に水を使用する消火設備（屋内消火栓，屋外消火栓）の必要水

量を考慮し，水源は「消防法施行令」及び「危険物の規制に関する規則」

に基づくとともに，最大放水量を確保できる設計とする。 

   また，消火用水供給系の消火ポンプは，必要量を送水可能な電動機駆

動ポンプ及びディーゼル駆動ポンプ（定格流量 450ｍ３／ｈ）を１台ず

つ設置する設計とし，消火配管内を加圧状態に保持するため，機器の単

一故障を想定し，圧力調整用消火ポンプを２基設ける設計とする。 

 (ｃ) 消火用水の優先供給 

   消火用水は他の系統と兼用する場合には，他の系統から隔離できる弁

を設置し，遮断する措置により，消火用水の供給を優先する設計とする。 

 (ｄ) 管理区域内からの放出消火剤の流出防止 

   管理区域内で放出した消火用水は，放射性物質を含むおそれがあるこ

とから，管理区域外への流出を防止するため，管理区域と管理区域外の

境界に堰等を設置するとともに，液体廃棄物の廃棄施設に回収する設計

とする。 

   また，管理区域においてガス系消火剤による消火を行った場合におい

ても，建屋の換気設備のフィルタ等により放射性物質を低減したのち，

北換気筒（ガラス固化体受入れ・貯蔵建屋換気筒）から放出する設計と

する。 

 (ｅ) 固定式ガス消火設備の従事者退避警報 

   全域放出方式の固定式ガス消火設備は，作動前に従事者等の退出がで
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きるよう警報又は音声警報を吹鳴する設計とする。 

   また，不活性ガスを用いる二酸化炭素消火設備（全域）の作動に当た

っては，20 秒以上の時間遅れをもって消火ガスを放出する設計とする。 

 (ｆ) 他施設との共用 

   消火水供給設備は再処理施設及びＭＯＸ燃料加工施設と共用し，消火

栓設備の一部及び防火水槽の一部は，再処理施設と共用する。 

   再処理施設及びＭＯＸ燃料加工施設と共用する消火水供給設備並びに

再処理施設と共用する消火栓設備の一部及び防火水槽の一部は，再処理

施設又はＭＯＸ燃料加工施設へ消火用水を供給した場合においても廃棄

物管理施設で必要な容量を確保できる設計とする。 

   また，消火水供給設備においては，故障及びその他の異常が発生した

場合でも，弁を閉止することにより故障及びその他の異常による影響を

局所化し，故障及びその他の異常が発生した施設からの波及的影響を防

止することで，共用によって廃棄物管理施設の安全性を損なわない設計

とする。 

 (ｇ) 試験・検査 

   消火設備は，その機能を確認するため定期的な試験及び検査を行う。 

 

1.4.1.1.2.2 自然現象の考慮 

  廃棄物管理施設において，設計上の考慮を必要とする自然現象は，地震，

津波，落雷，風（台風），竜巻，凍結，高温，降水，積雪，火山の影響，

生物学的事象，森林火災及び塩害である。 

  これらの自然現象のうち，落雷については，「1.4.1.1.1.4(１) 落雷に

よる火災及び爆発の発生防止」に示す対策により，機能を維持する設計と

する。 
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  風（台風），竜巻及び森林火災は，それぞれの事象に対して廃棄物管理

施設の安全機能を損なうことのないように，自然現象から防護する設計と

することで，火災及び爆発の発生を防止する。 

  凍結については，以下「(１) 凍結防止対策」に示す対策により機能を

維持する設計とする。竜巻及び風(台風)に対しては，「(２) 風水害対策」

に示す対策により機能を維持する設計とする。地震については，「(３) 

地震時における地盤変位対策」及び「(４) 想定すべき地震に対する対応」

に示す対策により機能を維持する設計とする。 

  上記以外の津波，高温，降水，積雪，火山の影響，生物学的事象，森林

火災及び塩害については，「(５) 想定すべきその他の自然現象に対する

対策について」に示す対策により機能を維持する設計とする。 

 (１) 凍結防止対策 

   屋外に設置する消火設備は，設計上考慮する冬季最低気温を踏まえ，

当該環境条件を満足する消火設備を設置する設計とする。 

   屋外の消火設備のうち，消火用水の供給配管の凍結を考慮し，凍結深

度を確保した埋設配管とするとともに，地上部に配置する場合には保温

材を設置する設計とすることにより，凍結を防止する設計とする。 

   また，屋外消火栓は，消火栓内部に水が溜まらないような構造とし，

自動排水機構により通常は排水弁を通水状態，消火栓使用時は排水弁を

閉にして放水する設計とする。 

 (２) 風水害対策 

   不活性ガスを用いる二酸化炭素消火設備(全域)は，風水害に対してそ

の性能が著しく阻害されることがないよう，建屋内に設置する設計とす

る。 

   屋外消火栓は風水害に対してその機能が著しく阻害されることがない
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よう，雨水の浸入等により動作機構が影響を受けない構造とする。 

 (３) 地震時における地盤変位対策 

   屋内消火栓の配管は，地震時における地盤変位により，消火用水を建

物へ供給する消火配管が破断した場合においても，消火活動を可能とす

るよう，消防ポンプ付水槽車から消火用水を供給できるよう建屋内に送

水口を設置し，また，破断した配管から建屋外へ流出させないよう逆止

弁を設置する設計とする。 

   建屋内に設置する送水口は，迅速な消火活動が可能となるよう，外部

からのアクセス性が良い箇所に設置する設計とする。 

 (４) 想定すべき地震に対する対応 

   火災防護対象設備は不燃性材料であるコンクリート又は金属により構

成し，火災時においても冷却及び遮蔽の安全機能を維持できる設計とす

ることから火災区域又は火災区画の火災感知設備及び消火設備は耐震Ｃ

クラスによる設計とする。 

 (５) 想定すべきその他の自然現象に対する対策 

   想定すべきその他の自然現象として，凍結，風水害及び地震以外に考

慮すべき自然現象により火災感知設備及び消火設備の性能が阻害された

場合は，原因の除去又は早期の取替え，復旧を図る設計とするが，必要

に応じて監視の強化や，代替消火設備の配備等を行い，必要な性能を維

持することとする。 

 

1.4.1.1.2.3 消火設備の破損，誤動作又は誤操作による安全機能への影響 

  廃棄物管理施設の安重機能を有する機器等は，コンクリート又は金属に

より構成し，放射性物質貯蔵等の機器等は，金属により構成するため消火

設備の破損，誤動作又は誤操作により，消火剤を放出しても安全機能を損
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なわない設計とする。 

 

1.4.1.1.3 火災及び爆発の影響軽減 

1.4.1.1.3.1 火災区域の影響軽減 

  廃棄物管理施設の安重機能を有する機器等又は放射性物質貯蔵等の機器

等を設置する火災区域若しくは火災区画又は隣接する火災区域若しくは火

災区画の火災及び爆発による影響に対し，以下に記す火災及び爆発の影響

軽減のための対策を講ずる設計とする。 

 (１) 火災区域の分離 

   廃棄物管理施設の安重機能を有する機器等を設置する火災区域は，他

の火災区域と隣接する場合は，耐火壁によって他の区域と分離する。 

   また，廃棄物管理施設の一般排水系は同一の火災区域に設置されてい

るため，ファンネルから排水管を介して他の火災区域へ煙等の影響を及

ぼすおそれはない。 

 (２) 火災防護対象機器等の系統分離 

   廃棄物管理施設は系統分離を設計上考慮する必要がある安全機能を有

する構築物，系統及び機器に該当する設備はない。 

 (３) 放射性物質貯蔵等の機器等の機能に関わる火災区域の分離 

   放射性物質貯蔵等の機器等の機能に関わる火災区域は，他の火災区域

と隣接する場合は，耐火壁によって他の区域と分離する設計とする。 

 (４) 換気設備に対する火災及び爆発の影響軽減対策 

   火災区域境界を貫通する換気ダクトには防火ダンパを設置することで，

他の区域からの火災及び爆発の影響が及ばない設計とする。 

   また，換気設備の高性能粒子フィルタは難燃性のものを使用する設計

とする。 
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 (５) 煙に対する火災及び爆発の影響軽減対策 

   運転員が駐在する制御室の火災及び爆発の発生時の煙を排気するため

に，「建築基準法」に基づく容量の排煙設備を設置する設計とする。 

   排煙設備は非管理区域である制御室を対象とするため，放射性物質の

環境への放出を考慮する必要はない。 

   また，引火性液体が密集する発電機室については，固定式消火設備を

設置することにより，早期に消火する設計とする。 

 (６) 油タンクに対する火災及び爆発の影響軽減対策 

   火災区域又は火災区画に設置する油タンクのうち，廃棄物管理施設で

使用する油脂類のタンクはベント管により屋外へ排気する設計とする。 

 

1.4.1.1.3.2 火災影響評価 

  廃棄物管理施設の安重機能を有する機器等は，不燃性材料であるコンク

リート又は金属により構成し，また，可燃物の設置状況を踏まえ火災及び

爆発による影響を評価し，安全上重要な施設の安全機能を損なわない設計

とする。 

  なお，「原子力発電所の内部火災影響評価ガイド」は，多重化されたそ

れぞれの系統が同時に機能を失うことなく，原子炉を高温停止及び低温停

止できる設計であることを確認するものであるのに対し，廃棄物管理施設

の上記設計を踏まえると，廃棄物管理施設においては，「原子力発電所の

内部火災影響評価ガイド」に基づいた確認によらず，安全機能を損なわな

いことが確認できる。 
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1.4.1.2 個別の火災区域又は火災区画における留意事項 

 (１) ケーブル処理室 

   廃棄物管理施設において，実用発電用原子炉のケーブル処理室に該当

する箇所はない。 

 (２) 電気室 

   電気室は，電源供給のみに使用する設計とする。 

 (３) 蓄電池室 

   蓄電池室は，以下のとおりとする。 

 ａ．通常の使用状態において水素が蓄電池外部へ放出するおそれのある蓄

電池室には，原則として直流開閉装置やインバータを収納しない設計

とする。 

 ｂ．蓄電池室の蓄電池は，「蓄電池室に関する設計指針」(社団法人電池

工業会)（ＳＢＡ Ｇ 0603-2001）に基づき，排風機を水素ガスの排

気に必要な換気量以上となるよう設計することによって，蓄電池室内

及び蓄電池内の水素濃度を２ｖｏｌ％以下に維持する設計とする。 

 ｃ．蓄電池室の換気設備が喪失した場合には，制御室等の監視制御盤に警

報を発する設計とする。 

 (４) ポンプ室 

   潤滑油を内包するポンプは，シール構造の採用により漏えい防止対策

を講ずる設計又は漏えい液受皿を設置し，漏えいした潤滑油が拡大する

ことを防止する設計とする。 

   また，ポンプを設置する部屋は，換気設備による排煙が可能であるこ

とから，煙が滞留し難い構造とし，人による消火が可能である。 

 (５) 中央制御室等 

   廃棄物管理施設の安重機能を有する機器等は，金属及びコンクリート
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の不燃性材料で構成し，制御室での火災及び爆発の影響により安全機能

が影響を受けないことから，実用発電用原子炉の中央制御室等に該当す

る箇所はない。 

 (６) 使用済燃料貯蔵設備，新燃料貯蔵設備及び使用済燃料乾式貯蔵設備 

   廃棄物管理施設において，実用発電用原子炉の使用済燃料貯蔵設備，

新燃料貯蔵設備及び使用済燃料乾式貯蔵設備に該当する設備はない。 

   なお，廃棄物管理施設において取り扱うガラス固化体中の核分裂性物

質の含有量は小さいため，消火活動により消火用水を放水しても臨界に

なることはない。 

 (７) 放射性廃棄物処理設備及び放射性廃棄物貯蔵設備 

   気体廃棄物の廃棄施設の換気設備，液体廃棄物の廃棄施設の廃水貯蔵

設備，固体廃棄物の廃棄施設の固体廃棄物貯蔵設備及び管理施設のガラ

ス固化体貯蔵設備は以下のとおり設計する。 

 ａ．換気設備は，建屋内の圧力を負圧に保ち，環境への放射性物質の放出

を防止するためにフィルタにより放射性物質を除去する設計とする。 

 ｂ．管理区域での消火活動により放水した消火用水が管理区域外に流出し

ないように，管理区域と管理区域外の境界に堰等を設置するとともに，

液体廃棄物の廃棄施設に回収する設計とする。 

 ｃ．放射性物質を含んだフィルタエレメントその他の雑固体は，金属製容

器に封入し，貯蔵する設計とする。 

 ｄ．ガラス固化体を収納する貯蔵ピットの周辺には可燃物はなく，金属等

の不燃性材料で構成するため，火災及び爆発による崩壊熱等の除去機

能への影響はない。 

   また，放射性物質による崩壊熱は，空気による冷却を行うことにより，

火災及び爆発の発生防止を考慮した設計とする。 
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1.4.1.3 体制 

  火災及び爆発の発生時において廃棄物管理施設の消火活動を行うため，

通報連絡者及び消火活動のための消火専門隊の要員が常駐するとともに，

火災及び爆発の発生時には，再処理事業部長等により編成する自衛消防隊

を設置する。自衛消防隊の体制を第 1.4－１図に示す。廃棄物管理施設の

火災及び爆発における消火活動においては，敷地内に常駐する自衛消防隊

の消火班が対応する。 

 

1.4.1.4 火災防護計画について 

  廃棄物管理施設全体を対象とした火災防護対策を実施するため，火災防

護計画を策定する。火災防護計画には，計画を遂行するための体制，責任

の所在，責任者の権限，体制の運営管理，必要な要員の確保及び教育訓練

並びに火災防護対策を実施するために必要な手順等について定めるととも

に，火災防護対象設備については，火災及び爆発の発生防止，火災及び爆

発の早期感知・消火並びに火災及び爆発の影響軽減の３つの深層防護の概

念に基づき，必要な火災防護対策を行うことについて定める。 

 (１) 火災及び爆発が発生していない平常時の対応においては，以下の手

順をあらかじめ整備し，的確に行う。 

 ａ．制御室に設置する火災報知盤によって，施設内で火災が発生していな

いこと及び火災感知設備に異常がないことを確認する。 

 ｂ．消火設備の故障警報が発報した場合には，制御室及び必要な現場の制

御盤の警報を確認するとともに，消火設備が故障している場合には，

早期に必要な修理を行う。 

 (２) 消火設備のうち，手動操作による固定式消火設備を設置する火災区

域又は火災区画における火災及び爆発の発生時の対応においては，以
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下の手順をあらかじめ整備し，的確に操作を行う。 

 ａ．火災感知器が作動し，火災を確認した場合は，消火活動を行う。 

 ｂ．消火活動が困難な場合は，運転員の退避を確認後，固定式消火設備を

手動操作により動作させ，消火設備の動作状況，消火状況の確認及び

運転状況の確認を行う。 

 (３) 制御室における火災及び爆発の発生時の対応においては，以下の手

順を整備し，操作を行う。 

 ａ．火災感知器により火災を感知し，火災を確認した場合は，常駐する運

転員により制御盤内では二酸化炭素消火器，それ以外では粉末消火器

を用いた消火活動，運転状況の確認等を行う。 

 ｂ．煙の充満により運転操作に支障がある場合は，火災及び爆発の発生時

の煙を排気するため，排煙設備を起動する。 

 (４) 水素漏えい検知器を設置する火災区域又は火災区画における水素濃

度上昇時の対応として，換気設備の運転状態の確認を実施する手順を

整備する。 

 (５) 火災感知設備の故障その他の異常により監視ができない状況となっ

た場合は，現場確認を行い，火災の有無を確認する。 

 (６) 消火活動においては，あらかじめ手順を整備し，火災発生現場の確

認，通報連絡及び消火活動を実施するとともに，消火状況の確認及び

運転状況の確認を行う。 

 (７) 可燃性物質の持込み状況，防火戸の状態，火災及び爆発の原因とな

り得る過熱及び引火性液体の漏えい等を監視するための監視手順を定

め，防火監視を実施する。 

 (８) 火災及び爆発の発生の可能性を低減するために，廃棄物管理施設に

おける試験，検査，保守又は修理で使用する資機材のうち可燃性物質

５－１－31



に対する持込みと保管に係る手順をあらかじめ整備し，的確に実施す

る。 

 (９) 廃棄物管理施設において可燃性又は難燃性の雑固体を貯蔵する必要

がある場合，火災及び爆発の発生及び延焼を防止するため，金属製の

容器への収納又は不燃性材料による養生及び保管に係る手順をあらか

じめ整備し，的確に実施する。 

 (10) 火災及び爆発の発生を防止するために，廃棄物管理施設における火

気作業に対する以下の手順をあらかじめ整備し，的確に実施する。 

 ａ．火気作業前の計画策定 

 ｂ．火気作業時の養生，消火器の配備及び監視人の配置 

 ｃ．火気作業後の確認事項（残り火の確認等） 

 ｄ．安全上重要と判断された区域における火気作業の管理 

 ｅ．火気作業養生材に関する事項（不燃シートの使用等） 

 ｆ．仮設ケーブル（電工ドラム含む）の使用制限 

 ｇ．火気作業に関する教育 

 (11) 火災及び爆発の発生を防止するために，化学薬品の取扱い及び保管

に係る手順をあらかじめ整備し，的確に実施する。 

 (12) 火災防護に必要な設備は，機能を維持するため，適切に保守管理及

び点検を実施するとともに，必要に応じ修理を行う。 

 (13) 火災時の消火活動に必要となる防火服，空気呼吸器等の資機材の点

検及び配備に係る手順をあらかじめ整備し，的確に実施する。 

 (14) 火災時の消火活動のため，「消防法」による自衛消防の要求にて移

動式消火設備を配備する。 

 (15) 運転員に対して，廃棄物管理施設内に設置する安重機能を有する機

器等を火災及び爆発から防護することを目的として，火災及び爆発か
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ら防護すべき機器，火災及び爆発の発生防止，火災及び爆発の感知及

び消火並びに火災及び爆発の影響軽減に関する教育を定期的に実施す

る。 

 ａ．火災区域及び火災区画の設定 

 ｂ．火災及び爆発から防護すべき火災防護対象設備 

 ｃ．火災及び爆発の発生防止対策 

 ｄ．火災感知設備 

 ｅ．消火設備 

 ｆ．火災及び爆発の影響軽減対策 

 (16) 廃棄物管理施設内に設置する安全機能を有する施設を火災及び爆発

から防護することを目的として，消火器及び水による消火活動につい

て，要員による消防訓練，消火班による総合的な訓練及び運転員によ

る消火活動の訓練を定期的に実施する。 
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1.6 その他 

1.6.9 「廃棄物管理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」に対

する適合 

  今回の廃棄物管理事業変更許可申請に係る廃棄物管理施設は，「事業許

可基準規則」に十分適合するように設計する。各条文に対する適合のため

の設計方針は次のとおりである。 
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（遮蔽等） 

第二条 廃棄物管理施設は、当該廃棄物管理施設からの直接線及びスカイシ

ャイン線による事業所周辺の線量を十分に低減できるよう、遮蔽その他

適切な措置を講じたものでなければならない。 

２ 廃棄物管理施設は、放射線障害を防止する必要がある場合には、管理区

域その他事業所内の人が立ち入る場所における線量を低減できるよう、

遮蔽その他適切な措置を講じたものでなければならない。 

 

＜適合のための設計方針＞ 

 第１項について 

  廃棄物管理施設は，「線量告示」に定められた線量限度を超える被ばく

を与えない設計であるとともに，廃棄物管理施設からの平常時における直

接線及びスカイシャイン線により公衆の受ける線量が合理的に達成できる

限り低くなるように，貯蔵区域しゃへい，ガラス固化体検査室しゃへい，

建屋外壁等による遮蔽設計等を行う。 

  遮蔽設計における線量計算では，十分信頼性のある計算コードを用いる

とともに，公衆の線量が厳しい評価結果となるよう，ガラス固化体から発

生するガンマ線及び中性子線の強度やエネルギスペクトルの設定を行い，

評価地点は各建屋からそれぞれ最短となる周辺監視区域境界として，各建

屋からの線量を足し合わせた実効線量を周辺監視区域外の線量として評価

する。 

 第２項について 

  廃棄物管理施設は，放射線業務従事者等の外部放射線による放射線障害

を防止できるように，以下のような放射線防護上の措置を講ずる。 

  廃棄物管理施設は，外部放射線による放射線障害を防止するため，放射
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線業務従事者の立入頻度，立入時間等を考慮した遮蔽設計区分を設け，各

区分に定める基準線量率を満足するよう遮蔽設計を行う。また，遮蔽の開

口部又は貫通部に対しては，必要に応じて，迷路構造，補助遮蔽材の使用

等により，放射線の漏えいを防止する措置を講じ，遮蔽設計に係る基準線

量率を超えない設計とする。 

  同一の者が常時滞在する管理区域外の場所の線量が周辺監視区域外の線

量限度を超えないよう，滞在時間を考慮し設計する。 

  遮蔽設計においては，遮蔽計算に用いる線源を，ガラス固化体及び輸送

容器の仕様等に基づき，遮蔽設計上厳しい結果を与えるように設定する。

また，十分信頼性のある計算コードを用いるとともに，遮蔽体の形状，材

質等を考慮し，十分な安全余裕を見込むこととする。 

  ガラス固化体を取り扱う機器は，ガラス固化体検査室内等に収納し，遮

蔽によりガラス固化体からの放射線を低減する設計とする。 

  また，貯蔵建屋床面走行クレーンのしゃへい容器は，放射線業務従事者

の放射線防護のための遮蔽を設ける設計とする。 

  これらのガラス固化体を取り扱う機器は，ガラス固化体受入れ建屋内の

制御室からの遠隔操作が可能な設計とし，放射線業務従事者の放射線防護

のための遮蔽を設ける設計とする。 

  放射性物質の漏えい防止及び換気に係る放射線防護上の措置については，

「第三条 閉じ込めの機能」に示す。 
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（閉じ込めの機能） 

第三条 廃棄物管理施設は、放射性廃棄物を限定された区域に適切に閉じ込

めることができるものでなければならない。 

 

＜適合のための設計方針＞ 

  廃棄物管理施設は，放射性物質を限定された区域に適切に閉じ込めるた

め，以下の設計とする。 

  廃棄物管理施設では放射性廃棄物の破砕，圧縮，焼却及び固化の処理を

行わないため，放射性物質の散逸の防止について考慮する必要はない。 

 (１) 収納管排気設備及び換気設備は，収納管及び汚染のおそれのある区

域からの排気を適切に処理する設計とする。 

 (２) 廃水貯槽等は，溶接構造等を採用することにより，漏えい防止を考

慮した設計とし，廃水貯槽室の床等は，廃水が浸透し難い材料で仕上

げ，漏えいを生じたとき，漏えいを検出し，制御室に警報することが

できるようにするとともに，堰を設けるなど漏えいの拡大防止を考慮

した設計とする。 
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（火災等による損傷の防止） 

第四条 廃棄物管理施設は、火災又は爆発により当該廃棄物管理施設の安全

性が損なわれないよう、次に掲げる措置を適切に組み合わせた措置を講

じたものでなければならない。 

 一 火災及び爆発の発生を防止すること。 

 二 火災及び爆発の発生を早期に感知し、及び消火すること。 

 三 火災及び爆発の影響を軽減すること。 

 

＜適合のための設計方針＞ 

  安全機能を有する施設は，火災又は爆発により廃棄物管理施設の安全性

が損なわれないよう，火災及び爆発の発生を防止し，早期に火災及び爆発

発生を感知し消火を行い，かつ，火災及び爆発の影響を軽減するために，

火災防護対策を講ずる設計とする。 

  廃棄物管理施設は，以下の方針に基づき火災及び爆発の防止のための設

計を行う。 

   ・主要な設備及び機器は，可能な限り不燃性又は難燃性材料を使用す

る設計とする。 

   ・火災及び爆発の発生を防止するために，着火源の排除及び可燃性物

質の漏えい防止対策を講ずる設計とする。 

   ・火災及び爆発の拡大を防止するために，適切な検知，警報系統及び

消火設備を設けることで，火災及び爆発の発生による影響を軽減す

る設計とする。 

  また，廃棄物管理施設における火災防護対策を具体化するに当たっては，

火災防護審査基準を参考として廃棄物管理施設の特徴及びその重要度を踏

まえた火災防護対策を講ずる設計とする。 
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 (１) 火災及び爆発の発生を防止すること 

 ａ．廃棄物管理施設内の火災及び爆発の発生防止 

   廃棄物管理施設の火災及び爆発の発生を防止するため，廃棄物管理施

設で取り扱う化学薬品等のうち，可燃性物質を使用する系統及び機器に

対する着火源の排除及び漏えい防止対策を講ずる設計とする。 

   また，発火性又は引火性物質を内包する設備及びこれらの設備を設置

する火災区域又は火災区画に対する火災及び爆発の発生防止対策を講ず

るとともに，可燃性の蒸気又は可燃性の微粉に対する対策，発火源に対

する対策，水素に対する換気及び漏えい検出対策，接地対策，電気系統

の過電流による過熱及び焼損の防止対策等を講ずる設計とする。 

 ｂ．不燃性材料又は難燃性材料の使用 

   火災防護対象設備のうち，主要な構造材，換気設備のフィルタ及び建

屋内装材は，可能な限り不燃性材料又は難燃性材料を使用する設計とし，

不燃性材料又は難燃性材料の使用が技術上困難な場合は，代替材料を原

則として使用する設計とする。 

 ｃ．落雷，地震等の自然現象による火災及び爆発の発生防止 

   廃棄物管理施設において，設計上の考慮を必要とする自然現象は，地

震，津波，落雷，風（台風），竜巻，凍結，高温，降水，積雪，火山の

影響，生物学的事象，森林火災及び塩害である。 

   これらの自然現象のうち，廃棄物管理施設で火災及び爆発を発生させ

るおそれのある落雷及び地震を選定し，火災防護対策を講ずる設計とす

る。 

 (２) 火災及び爆発の発生を早期に感知し，及び消火すること 

 ａ．早期の火災及び爆発の感知及び消火 

   火災及び爆発の感知及び消火は，火災防護対象設備に対して，早期の
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火災感知及び消火を行うための火災感知設備及び消火設備を設置する設

計とする。 

   ただし，火災感知設備は，火災及び爆発のおそれがない区域又他の設

備により火災発生の前後において有効に検出できる場合は設置しない。   

火災感知設備及び消火設備は，抽出した自然現象に対して，火災及び爆

発の感知及び消火の機能，性能が維持できる設計とする。 

   火災感知設備及び消火設備については，火災区域及び火災区画に設置

した火災防護対象設備が地震による火災を想定する場合においては耐震

重要度分類に応じて，機能を維持できる設計とする。 

   また，消火設備は，破損，誤動作又は誤操作が起きた場合においても，

安全上重要な施設の安全機能及び放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を

損なわない設計とする。 

 (３) 火災及び爆発の影響を軽減すること 

 ａ．火災及び爆発の影響軽減 

   火災及び爆発の影響軽減については，安全機能を有する施設の重要度

に応じ，それらを設置する火災区域又は火災区画及び隣接する火災区域

又は火災区画における火災及び爆発による影響を軽減するため，以下の

対策を講ずる設計とする。 

   廃棄物管理施設の火災防護対象設備を設置する火災区域は，他の火災

区域と隣接する場合は，３時間以上の耐火能力を火災耐久試験により確

認した耐火壁によって他の区域と分離する。 
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（廃棄物管理施設の地盤） 

第五条 廃棄物管理施設は、次条第二項の規定により算定する地震力（安全

上重要な施設にあっては、同条第三項の地震力を含む。）が作用した場

合においても当該廃棄物管理施設を十分に支持することができる地盤に

設けなければならない。 

２ 安全上重要な施設は、変形した場合においてもその安全機能が損なわれ

るおそれがない地盤に設けなければならない。 

３ 安全上重要な施設は、変位が生ずるおそれがない地盤に設けなければな

らない。 

 

＜適合のための設計方針＞ 

 第１項について 

  廃棄物管理施設は，地震の発生によって生ずるおそれがある廃棄物管理

施設の安全機能の喪失に起因する放射線による公衆への影響の程度に応じ

て算定する地震力が作用した場合においても当該廃棄物管理施設を十分に

支持することができる地盤に設ける設計とする。 

 

 第２項について 

  安全上重要な施設は，変形した場合においてもその安全機能が損なわれ

るおそれがない地盤に設ける設計とする。 

 

 第３項について 

  安全上重要な施設は，変位が生ずるおそれがない地盤に設ける設計とす

る。  
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（地震による損傷の防止） 

第六条 廃棄物管理施設は、地震力に十分に耐えることができるものでなけ

ればならない。 

２ 前項の地震力は、地震の発生によって生ずるおそれがある廃棄物管理施

設の安全機能の喪失に起因する放射線による公衆への影響の程度に応じ

て算定しなければならない。 

３ 安全上重要な施設は、その供用中に当該安全上重要な施設に大きな影響

を及ぼすおそれがある地震による加速度によって作用する地震力に対し

て安全機能が損なわれるおそれがないものでなければならない。 

４ 安全上重要な施設は、前項の地震の発生によって生ずるおそれがある斜

面の崩壊に対して安全機能が損なわれるおそれがないものでなければな

らない。 

 

＜適合のための設計方針＞ 

 第１項及び第２項について 

 (１)  安全機能を有する施設は，耐震重要度分類に分類し，それぞれに応

じた耐震設計を行う。 

   Ｓクラスの施設：自ら放射性物質を内蔵している施設，当該施設に直

接関係しておりその機能喪失により放射性物質を

外部に拡散する可能性のある施設，これらの施設

の機能喪失により事故に至った場合の影響を緩和

し，放射線による公衆への影響を軽減するために

必要な機能を持つ施設及びこれらの重要な安全機

能を支援するために必要となる施設であって，環

境への影響が大きいもの。 
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   Ｂクラスの施設：安全機能を有する施設のうち，機能喪失した場合の

影響がＳクラスに属する施設と比べ小さい施設。 

   Ｃクラスの施設：Ｓクラスに属する施設及びＢクラスに属する施設以

外の一般産業施設又は公共施設と同等の安全性が

要求される施設。 

 (２) Ｓクラス，Ｂクラス及びＣクラスの施設は，以下に示す地震力に対

しておおむね弾性範囲に留まる設計とする。 

   Ｓクラス：弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力のいずれか

大きい方の地震力。 

   Ｂクラス：静的地震力 

        共振のおそれのある施設については，弾性設計用地震動 

        に２分の１を乗じた地震力。 

   Ｃクラス：静的地震力 

 ａ．弾性設計用地震動による地震力 

   弾性設計用地震動は，基準地震動との応答スペクトルの比率の値が，

目安として 0.5 を下回らないような値で，工学的判断に基づいて設定す

る。 

 ｂ．静的地震力 

 (ａ) 建物・構築物 

   水平地震力は，地震層せん断力係数Ｃｉに，次に示す施設の耐震重要

度分類に応じた係数を乗じ，さらに当該層以上の重量を乗じて算定する

ものとする。 

    Ｓクラス  3.0 

    Ｂクラス  1.5 

    Ｃクラス  1.0 
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   ここで，地震層せん断力係数Ｃｉは，標準せん断力係数Ｃ０を 0.2 以

上とし，建物・構築物の振動特性及び地盤の種類等を考慮して求められ

る値とする。 

   また，必要保有水平耐力の算定においては，地震層せん断力係数Ｃｉ

に乗じる施設の耐震重要度分類に応じた係数は，耐震重要度分類の各ク

ラスともに 1.0 とし，その際に用いる標準せん断力係数Ｃ０は 1.0 以上

とする。 

   Ｓクラスの施設については，水平地震力と鉛直地震力が同時に不利な

方向の組合せで作用するものとする。鉛直地震力は，震度 0.3 以上を基

準とし，建物・構築物の振動特性及び地盤の種類等を考慮して求めた鉛

直震度より算定するものとする。ただし，鉛直震度は高さ方向に一定と

する。 

 (ｂ) 機器・配管系 

   耐震重要度分類の各クラスの地震力は，上記(ａ)に示す地震層せん断

力係数Ｃｉに施設の耐震重要度分類に応じた係数を乗じたものを水平震

度とし，当該水平震度及び上記(ａ)の鉛直震度をそれぞれ 20％増しとし

た震度より求めるものとする。なお，水平地震力と鉛直地震力とは同時

に不利な方向の組合せで作用するものとする。ただし，鉛直震度は高さ

方向に一定とする。 

 

 第３項について 

 (１) 基準地震動は，最新の科学的・技術的知見を踏まえ，敷地及び敷地

周辺の地質・地質構造，地盤構造並びに地震活動性等の地震学及び地

震工学的見地から想定することが適切なものを策定する。 

 (２) 安全上重要な施設は，基準地震動による地震力に対して安全機能が
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損なわれないよう設計する。 

 

 第４項について 

  安全上重要な施設周辺においては，基準地震動による地震力に対して，

施設の安全機能に重大な影響を与えるような崩壊を起こすおそれのある斜

面はない。 
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（津波による損傷の防止） 

第七条 廃棄物管理施設は、その供用中に当該廃棄物管理施設に大きな影響

を及ぼすおそれがある津波に対して安全性が損なわれるおそれがないも

のでなければならない。 

 

＜適合のための設計方針＞ 

  廃棄物管理施設は，大きな影響を及ぼすおそれがある津波に対して安全

性が損なわれないものとする。 

  廃棄物管理施設を設置する敷地は，標高約55ｍ及び海岸からの距離約５

ｋｍの地点に位置しており，断層のすべり量が既往知見を大きく上回る波

源モデルによる検討の結果，敷地高さへ到達する可能性はない。 

  また，再処理施設の低レベル廃液処理建屋及び使用済燃料受入れ・貯蔵

管理建屋から導かれ，汀線部から沖合約３ｋｍまで敷設する海洋放出管は，

低レベル廃液処理建屋及び使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋が標高約55ｍ

の敷地に設置されることから，海洋放出管の経路からこれらの建屋に津波

が流入するおそれはなく，廃棄物管理施設へ到達するおそれはない。 

  したがって，津波によって，廃棄物管理施設は安全性が損なわれるおそ

れはないことから，津波防護施設等を新たに設ける必要はない。 

  

５－１－46



（外部からの衝撃による損傷の防止） 

第八条 廃棄物管理施設は、想定される自然現象（地震及び津波を除く。）

が発生した場合においても安全性を損なわないものでなければならな

い。 

２ 廃棄物管理施設は、事業所又はその周辺において想定される当該廃棄物

管理施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人

為によるもの（故意によるものを除く。）に対して安全性を損なわない

ものでなければならない。 

 

＜適合のための設計方針＞ 

 第１項について 

  安全機能を有する施設は，想定される自然現象（地震及び津波を除く。）

に対して廃棄物管理施設の安全性を損なわない設計とする。 

 (１) 風（台風） 

   敷地付近の気象観測所で観測された日最大瞬間風速は，八戸特別地域

気象観測所での観測記録（1951 年～2018 年３月）で 41.7ｍ／ｓ（2017

年９月 18 日）である。安全機能を有する施設の設計に当たっては，こ

の観測値を考慮し，「建築基準法」に基づく風荷重に対して安全機能を

有する施設の安全機能を損なわない設計とすること若しくは風（台風）

による損傷を考慮して代替設備により必要な機能を確保すること，安全

上支障のない期間で修理を行うこと又はそれらを適切に組み合わせるこ

とで，その安全機能を損なわない設計とする。 

 (２) 竜  巻 

   日本で過去（1961 年～2013 年 12 月）に発生した最大の竜巻から，設

計竜巻の最大風速は 92ｍ／ｓとなるが，竜巻に対する設計に当たって
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は，蓄積されている知見の少なさといった不確定要素を考慮し，将来の

竜巻発生に関する不確実性を踏まえ，基準竜巻の最大風速を安全側に切

り上げて，設計竜巻の最大風速を lOOｍ／ｓとし，安全機能を有する施

設の安全機能を損なわないよう，飛来物の発生防止対策及び竜巻防護対

策を行う。 

 ａ．飛来物の発生防止対策 

   竜巻により再処理事業所内の資機材が飛来物となり，安全機能を有す

る施設の安全機能を損なわないよう，以下の対策を行う。 

 (ａ) 飛来物となる可能性のあるものを固定，固縛，建屋収納又は敷地か

ら撤去する。 

 (ｂ) 車両の周辺防護区域内への入構の管理，竜巻の襲来が予想される場

合の車両の固縛又は飛来対策区域外の退避場所への退避を行う。 

 ｂ．竜巻防護対策 

   安全機能を有する施設は，設計荷重（竜巻）に対して安全機能を損な

わない設計とすること，若しくは竜巻による損傷を考慮して，代替設備

により必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間で修理を行う

こと又はそれらを適切に組み合わせることにより，その安全機能を損な

わない設計とする。 

   安全上重要な施設は，竜巻防護対象施設とし，建物の外壁及び屋根に

より建物全体で適切に防護することにより安全機能を損なわない設計と

することを基本とする。 

   竜巻の発生に伴い，降雹が考えられるが，降雹による影響は竜巻防護

設計にて想定している設計飛来物の影響に包絡される。また，冬季にお

ける竜巻の発生を想定し，積雪による荷重を適切に考慮する。 
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 (３) 凍  結 

   敷地付近の気象観測所で観測された日最低気温は，むつ特別地域気象

観測所での観測記録（1935 年～2018 年３月）によれば－22.4℃（1984

年２月 18 日），八戸特別地域気象観測所での観測記録（1937 年～2018

年３月）によれば－15.7℃（1953 年１月３日）である。安全機能を有

する施設の設計に当たっては，これらの観測値並びに敷地内及び敷地周

辺の観測値を適切に考慮するため，六ヶ所地域気象観測所の観測値を参

考にし，安全機能を損なわない設計とすること若しくは凍結による損傷

を考慮して代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障のな

い期間で修理を行うこと又はそれらを適切に組み合わせることで，その

安全機能を損なわない設計とする。 

 (４) 高  温 

   敷地付近の気象観測所で観測された日最高気温は，むつ特別地域気象

観測所での観測記録（1935年～2018年３月）によれば34.7℃（2012年

７月31日），八戸特別地域気象観測所での観測記録（1937年～2018年

３月）によれば37.0℃（1978年８月３日）である。安全機能を有する

施設の設計に当たっては，これらの観測値並びに敷地内及び敷地周辺

の観測値を適切に考慮するため，六ヶ所地域気象観測所の観測値を参

考にし，安全機能を損なわない設計とすること若しくは高温による損

傷を考慮して代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障

のない期間で修理を行うこと又はそれらを適切に組み合わせることで，

その安全機能を損なわない設計とする。 

 (５) 降  水 

   敷地付近の気象観測所で観測された日最大降水量は，八戸特別地域気

象観測所での観測記録（1937 年～2018 年３月）で 160.0ｍｍ（1982 年
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５月 21 日），むつ特別地域気象観測所での観測記録（1937 年～2018 年

３月）で 162.5ｍｍ（1981 年８月 22 日及び 2016 年８月 17 日），六ヶ

所地域気象観測所での観測記録（1976年４月～2020年３月）で 208ｍｍ

（1990年 10月 26日）である。また，敷地付近で観測された日最大１時

間降水量は，八戸特別地域気象観測所での観測記録（1937 年～2018 年

３月）で 67.0ｍｍ（1969 年８月５日），むつ特別地域気象観測所での

観測記録（1937 年～2018 年３月）で 51.5ｍｍ（1973 年９月 24 日），

六ヶ所地域気象観測所での観測記録（1976 年４月～2020 年３月）で 46

ｍｍ（1990年 10月 26日）である。安全機能を有する施設の設計に当た

っては，これらの観測記録を適切に考慮し，安全機能を損なわない設計

とすること若しくは降水による損傷を考慮して代替設備により必要な機

能を確保すること，安全上支障のない期間で修理を行うこと又はそれら

を適切に組み合わせることで，その安全機能を損なわない設計とする。 

 (６) 積  雪 

   敷地付近の気象観測所で観測された最深積雪は，むつ特別地域気象観

測所での観測記録（1935 年～2018 年３月）によれば 170ｃｍ（1977 年

２月 15 日）であるが，六ヶ所地域気象観測所での観測記録（1973 年～

2002年）による最深積雪量は 190ｃｍ（1977年２月）である。したがっ

て，積雪荷重に対しては，これを考慮するとともに，「建築基準法」に

基づき，安全機能を有する施設の安全機能を損なわない設計とすること

若しくは積雪による損傷を考慮して代替設備により必要な機能を確保す

ること，安全上支障のない期間で修理を行うこと又はそれらを適切に組

み合わせることで，その安全機能を損なわない設計とする。 

 (７) 落  雷 

   落雷としては，再処理事業所及びその周辺で過去に観測された最大の

５－１－50



ものを参考に安全余裕を見込んで，想定する落雷の規模を 270ｋＡとす

る。廃棄物管理施設は，「原子力発電所の耐雷指針」（ＪＥＡＧ4608-

2007），「建築基準法」及び「消防法」に基づき，「日本産業規格」に

準拠した避雷設備を設置する設計とするとともに，避雷設備を構内接地

系と連接することにより，接地抵抗の低減及び雷撃に伴う構内接地系の

電位分布の平坦化を図ることにより，その安全性を損なわない設計とす

る。 

 (８) 火山の影響 

   安全機能を有する施設は，火山の影響が発生した場合においても安全

機能を損なわない設計とする。 

   安全上重要な施設は，廃棄物管理施設の運用期間中において廃棄物管

理施設の安全機能に影響を及ぼし得る火山事象として設定した層厚 55

ｃｍ，密度 1.3ｇ／ｃｍ３（湿潤状態）の降下火砕物に対し，以下のよ

うな設計とすることにより安全機能を損なわない設計とする。 

 ａ．構造物への静的負荷に対して安全余裕を有する設計とすること 

 ｂ．構造物への粒子の衝突に対して影響を受けない設計とすること 

 ｃ．換気系に対する機械的影響（閉塞）に対して降下火砕物が侵入し難い

設計とすること 

 ｄ．構造物及び換気系に対する化学的影響（腐食）に対して短期での腐食

が発生しない設計とすること 

 ｅ．敷地周辺の大気汚染に対して施設の監視が適時実施できるように，資

機材を確保し手順を整備すること 

 ｆ．降下火砕物による静的負荷や腐食等の影響に対して降下火砕物の除去

の実施により安全機能を損なわない設計とすること 

   その他の安全機能を有する施設については，降下火砕物に対して安全
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機能を損なわない設計とすること若しくは降下火砕物による損傷を考慮

して代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間

での修理を行うこと又はそれらを適切に組み合わせることにより，安全

機能を損なわない設計とする。 

 (９) 生物学的事象 

   安全機能を有する施設は，生物学的事象として敷地周辺の生物の生息

状況の調査に基づいて鳥類，昆虫類及び小動物の廃棄物管理施設への侵

入を防止又は抑制することにより安全性を損なわない設計とする。 

   換気設備の外気取入口，ガラス固化体貯蔵設備の冷却空気入口シャフ

ト及び冷却空気出口シャフト並びに屋外に設置する電気設備には，対象

生物の侵入を防止又は抑制するための措置を施し，安全機能を損なわな

い設計とする。 

 (10) 森林火災 

   安全機能を有する施設は，森林火災の影響が発生した場合においても

安全機能を損なわない設計とすること，若しくは森林火災による損傷を

考慮して，代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障のな

い期間で修理を行うこと又はそれらを適切に組み合わせることにより，

その安全機能を損なわない設計とする。安全上重要な施設を外部火災防

護対象施設とし，以下のような設計とすることにより安全機能を損なわ

ない設計とする。 

   森林火災については，ＦＡＲＳＩＴＥにより算出される最大火線強度

に基づいた防火帯幅を敷地内に確保する設計とする。また，火炎からの

離隔距離の確保等により，外部火災防護対象施設を収納する建屋の外壁

表面温度を許容温度以下とすることで，建屋内に収納する外部火災防護

対象施設の安全機能を損なわない設計とする。 
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   その他の安全機能を有する施設については，森林火災により損傷した

場合を考慮して代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障

が生じない期間に修理を行うこと又はそれらを適切に組み合わせること

により，安全機能を損なわない設計とする。 

   森林火災により発生するばい煙の影響に対しては，外気を直接設備内

に取り込む外部火災防護対象施設は，ばい煙が侵入しても閉塞を防止す

る構造とし，外部火災防護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。 

 (11) 塩  害 

   廃棄物管理施設は海岸から約５ｋｍ離れており，塩害の影響は小さい

と考えられるが，換気設備の給気系統等への粒子フィルタの設置，直接

外気を取り込むガラス固化体貯蔵設備の収納管及び通風管への防食処理，

屋外施設の塗装等による腐食防止対策又は電気設備の絶縁性の維持対策

により，安全機能を有する施設の安全機能を損なわない設計とする。 

 (12) 異種の自然現象の重畳 

   廃棄物管理施設の設計において考慮する自然現象については，その特

徴を考慮し，必要に応じて異種の自然現象の重畳を想定する。重畳を想

定する組合せの検討に当たっては，同時に発生する可能性が極めて低い

組合せ，廃棄物管理施設に及ぼす影響モードが異なる組合せ及び一方の

自然現象の評価に包絡される組合せを除外し，積雪及び風（台風）,積

雪及び竜巻，積雪及び火山の影響（降灰），積雪及び地震，風（台風）

及び火山の影響（降灰）並びに風（台風）及び地震の組合せを考慮する。 

 

 第２項について 

  安全機能を有する施設は，想定される人為事象に対して廃棄物管理施設

の安全性を損なわない設計とする。 

５－１－53



 (１) 航空機落下 

   航空機落下評価ガイドに基づき，航空機落下に対する防護設計の要否

を確認することとし，安全機能を有する施設のうち安全上重要な施設を

収納する建屋を対象に航空機落下確率評価を行った。 

   ガラス固化体貯蔵建屋及びガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟を対象とすると，

計器飛行方式民間航空機の航空機落下確率は 5.4×10－11（回／年），自

衛隊機又は米軍機の航空機落下確率は 2.1×10－８（回／年），航空機落

下確率の総和は，2.1×10－８（回／年）となり，防護設計の判断基準で

ある 10－７（回／年）を超えないことから，防護設計は必要ない。 

 (２) 爆  発 

   安全機能を有する施設は，敷地内又はその周辺において想定される爆

発に対して安全機能を損なわない設計とすること，若しくは爆発による

損傷を考慮して，代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支

障のない期間で修理を行うこと又はそれらを適切に組み合わせることに

より，その安全機能を損なわない設計とする。 

   敷地周辺 10ｋｍの範囲内に存在する石油コンビナートとしては石油

備蓄基地があるが，危険物のみを有する施設であり，爆発の影響評価の

対象となる高圧ガスを貯蔵していない。 

   敷地周辺 10ｋｍの範囲内に存在する高圧ガス貯蔵施設としては，敷

地内に設置される，再処理施設のボイラ建屋ボンベ置場及び低レベル廃

棄物処理建屋プロパンボンベ庫及びＭＯＸ燃料加工施設の第１高圧ガス

トレーラ庫を対象とする。 

   再処理施設のボイラ建屋ボンベ置場及び低レベル廃棄物処理建屋プロ

パンボンベ庫は，着火源を排除するとともに可燃性ガスが漏えいした場

合においても滞留しない構造として設計することから，外部火災防護対
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象施設を収納する建屋に対して影響を与えない設計とする。ＭＯＸ燃料

加工施設の第１高圧ガストレーラ庫は，「高圧ガス保安法」に基づき，

着火源を排除するとともに爆発時に発生する爆風や飛来物が上方向に開

放される構造として設計することから，外部火災防護対象施設を収納す

る建屋に対して影響を与えない設計とする。 

   また，外部火災防護対象施設を収納する建屋は，対象とした高圧ガス

貯蔵施設からの爆発に対する危険限界距離以上の離隔距離を確保し，外

部火災防護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。 

 (３) 近隣の産業施設の火災及び航空機墜落による火災 

 ａ．近隣の産業施設の火災 

   安全機能を有する施設は，敷地内又はその周辺において想定される近

隣の産業施設の火災に対して安全機能を損なわない設計とすること，若

しくは近隣の産業施設の火災による損傷を考慮して，代替設備により必

要な機能を確保すること，安全上支障のない期間で修理を行うこと又は

それらを適切に組み合わせることにより，その安全機能を損なわない設

計とする。 

   敷地周辺 10ｋｍ以内に存在する石油コンビナートとしては，廃棄物

管理施設に与える影響が大きい石油備蓄基地（敷地西方向約 0.9ｋｍ）

を対象とする。石油備蓄基地の原油タンク火災による輻射強度を考慮し

た場合においても，離隔距離の確保等により，外部火災防護対象施設を

収納する建屋の外壁表面温度を許容温度以下とすることで，外部火災防

護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。 

   また，敷地内に存在する廃棄物管理施設の危険物貯蔵施設等及び廃棄

物管理施設以外の危険物貯蔵施設等の火災による輻射強度を考慮した場

合においても，外部火災防護対象施設を収納する建屋の外壁表面温度を

５－１－55



許容温度以下とすることで，外部火災防護対象施設の安全機能を損なわ

ない設計とする。 

 ｂ．航空機墜落による火災 

   安全機能を有する施設は，敷地内又はその周辺において想定される航

空機墜落による火災に対して安全機能を損なわない設計とすること，若

しくは航空機墜落による火災による損傷を考慮して，代替設備により必

要な機能を確保すること，安全上支障のない期間で修理を行うこと又は

それらを適切に組み合わせることにより，その安全機能を損なわない設

計とする。 

   航空機墜落による火災については，建屋外壁の外部火災防護対象施設

を収納する建屋への影響が厳しい地点に墜落した場合を想定し，火炎か

らの輻射強度の影響により，建屋外壁及び建屋内の温度上昇を考慮した

場合においても，外部火災防護対象施設の安全機能を損なわない設計と

する。 

   また，航空機墜落による火災と危険物貯蔵施設等の火災及び爆発との

重畳を考慮した場合においても，外部火災防護対象施設の安全機能を損

なわない設計とする。 

 ｃ．二次的影響（ばい煙及び有毒ガス） 

   安全機能を有する施設は，敷地内又はその周辺において想定される近

隣の産業施設の火災及び航空機墜落による火災により発生する二次的影

響（ばい煙及び有毒ガス）に対して安全機能を損なわない設計とする。 

   近隣の産業施設の火災及び航空機墜落による火災により発生するばい

煙の影響に対しては，外気を直接設備内に取り込む外部火災防護対象施

設は，ばい煙が侵入しても閉塞を防止する構造とし，外部火災防護対象

施設の安全機能を損なわない設計とする。 
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   また，ばい煙及び有毒ガスが制御室の居住性に影響を及ぼすおそれが

ある場合に，施設の監視が適時実施できるように，資機材を確保し手順

を整備するものとする。 

 (４) 有毒ガス 

   安全機能を有する施設は，敷地内及び敷地周辺で発生する有毒ガスに

対して安全機能を損なわない設計とする。 

   廃棄物管理施設周辺の固定施設で発生する可能性のある有毒ガスとし

ては，六ヶ所ウラン濃縮工場から漏えいする六ふっ化ウランが加水分解

して発生するふっ化ウラニル及びふっ化水素を想定する。これらの有毒

ガスが，廃棄物管理施設の安全機能に直接影響を及ぼすことは考えられ

ない。また，六ヶ所ウラン濃縮工場において六ふっ化ウランを正圧で扱

う工程における漏えい事故が発生したと仮定しても，六ふっ化ウランが

加水分解して発生するふっ化ウラニル及びふっ化水素の濃度は公衆に対

する影響が十分に小さい値となることから，六ヶ所ウラン濃縮工場の敷

地外に立地する廃棄物管理施設の運転員に対しても影響を及ぼすことは

ない。 

   廃棄物管理施設周辺の可動施設から発生する有毒ガスについては，敷

地周辺には鉄道路線がないこと，最も近接する幹線道路については制御

室が設置されるガラス固化体受入れ建屋までは約 500ｍ離れていること

及び海岸から廃棄物管理施設までは約５ｋｍ離れていることから，幹線

道路及び船舶航路にて運搬される有毒ガスが漏えいしたとしても，廃棄

物管理施設の安全機能及び運転員に影響を及ぼすことは考え難い。 

   万一，六ヶ所ウラン濃縮工場又は可動施設から発生した有毒ガスが制

御室に到達するおそれがある場合に，施設の監視が適時実施できるよう

に，資機材を確保し手順を整備するものとする。 
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 (５) 電磁的障害 

   廃棄物管理施設のうち安全上重要な施設は，収納管，通風管，貯蔵区

域しゃへい，ガラス固化体検査室しゃへい及び貯蔵建屋床面走行クレー

ンのしゃへい容器である。これらの設備は，鋼鉄製の管，コンクリート

等で構成される静的設備であり，電磁的障害（電磁干渉及び無線電波干

渉）により誤作動を起こすような機構を有していないため，安全機能を

損なうことはない。 

   計測制御設備は，日本産業規格に基づいたノイズ対策を行うことによ

り，安全機能を確保すること若しくは電磁的障害による損傷を考慮して

代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間で修

理を行うこと又はそれらを適切に組み合わせることで，その安全機能を

損なわない設計とする。 

 (６) 再処理事業所内における化学物質の漏えい 

   安全機能を有する施設は，想定される再処理事業所内における化学物

質の漏えいに対し，安全機能を損なわない設計とする。 

   再処理事業所内にて運搬及び貯蔵又は使用される化学物質としては，

再処理施設の試薬建屋の機器に内包される化学薬品，再処理施設の各

建屋の機器に内包される化学薬品並びに再処理施設の試薬建屋への受

入れの際に運搬される化学物質がある。このうち，人為事象として再

処理施設の試薬建屋への受入れの際に運搬される化学物質の漏えいを

想定する。 

   これらの化学物質の漏えいによる影響としては安全機能を有する施設

に直接被水すること等による安全機能への影響及び漏えいした化学物

質の反応等によって発生する有毒ガスによる人体への影響が考えられ

る。このうち，屋外で運搬又は受入れ時に漏えいが発生した場合につ
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いては，化学物質を受け入れる再処理施設の試薬建屋等と廃棄物管理

施設が離れており，廃棄物管理施設へ直接被水することはないため，

安全機能を有する施設の安全機能に影響を及ぼすことは考えられない。 

一方，再処理事業所内における化学物質の漏えいの影響が制御室に及

ぶおそれがある場合に，施設の監視が適時実施できるように，資機材

を確保し手順を整備するものとする。 
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（廃棄物管理施設への人の不法な侵入等の防止） 

第九条 事業所には、廃棄物管理施設への人の不法な侵入、廃棄物管理施設

に不正に爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他

の物件を損傷するおそれがある物件が持ち込まれること及び不正アクセ

ス行為（不正アクセス行為の禁止等に関する法律（平成十一年法律第百

二十八号）第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。）を防止

するための設備を設けなければならない。 

 

＜適合のための設計方針＞ 

  廃棄物管理施設への人の不法な侵入，廃棄物管理施設に不正に爆発性又

は易燃性を有する物件その他人に危害を与え，又は他の物件を損傷するお

それがある物件が持ち込まれること及び不正アクセス行為（「不正アクセ

ス行為の禁止等に関する法律」（平成十一年法律第百二十八号）第二条第

四項に規定する不正アクセス行為をいう。）を核物質防護対策として防止

するため，以下の措置を講じた設計とする。 

 (１) 人の不法な侵入の防止 

   廃棄物管理施設への人の不法な侵入並びに核燃料物質等の不法な移動

又は妨害破壊行為を核物質防護対策として防止するため，区域の設定，

人の容易な侵入を防止できる柵，鉄筋コンクリート造りの壁，その他

の人の侵入を防止するための設備等の障壁による防護，巡視，監視，

出入口での身分確認及び施錠管理を行うことができる設計とする。 

   核物質防護上の措置が必要な区域については，核物質防護措置に係る

関係機関との通信及び連絡を行うことができる設計とする。 

   核物質防護上の措置が必要な区域における障壁及び通信連絡設備は，

設備の機能を維持するため，保守管理を実施するとともに，必要に応
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じ修理を行う。 

 (２) 爆発性又は易燃性を有する物件等の持込みの防止 

   廃棄物管理施設に不正に爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危

害を与え，又は他の物件を損傷するおそれがある物件の持込み（郵便

物等による敷地外からの爆破物又は有害物質の持込みを含む。）を核

物質防護対策として防止するため，持込み点検を行うことができる設

計とする。 

   不正に爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え，又は他

の物件を損傷するおそれがある物件が持ち込まれることの防止に係る

設備は，設備の機能を維持するため，保守管理を実施するとともに，

必要に応じ修理を行う。 

 (３) 不正アクセス行為（サイバーテロを含む。）の防止 

   不正アクセス行為（サイバーテロを含む。）を核物質防護対策として

防止するため，情報システムが電気通信回線を通じた不正アクセス行

為（サイバーテロを含む。）を受けることがないように，当該情報シ

ステムに対する外部からの不正アクセスを遮断することができる設計

とする。 

   外部からの不正アクセスを遮断する装置については,設備の機能を維

持するため，保守管理を実施するとともに,必要に応じ修理を行う。 
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（核燃料物質の臨界防止） 

第十条 廃棄物管理施設は、核燃料物質が臨界に達するおそれがある場合に

は、臨界を防止するために必要な措置を講じなければならない。 

 

＜適合のための設計方針＞ 

  廃棄物管理施設で取り扱うガラス固化体中の核分裂性物質の含有量は小

さく，臨界に達することは考えられないことから，臨界を防止するための

措置を講ずる必要はない。 
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（安全機能を有する施設） 

第十一条 安全機能を有する施設は、その安全機能の重要度に応じて、その

機能が確保されたものでなければならない。 

２ 安全機能を有する施設を他の原子力施設と共用し、又は安全機能を有す

る施設に属する設備を一の廃棄物管理施設において共用する場合には、

廃棄物管理施設の安全性を損なわないものでなければならない。 

３ 安全機能を有する施設は、当該施設の安全機能を確認するための検査又

は試験及び当該安全機能を健全に維持するための保守又は修理ができる

ものでなければならない。 

４ 安全上重要な施設又は当該施設が属する系統は、廃棄物管理施設の安全

性を確保する機能を維持するために必要がある場合には、多重性を有し

なければならない。 

 

＜適合のための設計方針＞ 

 第１項について 

  「事業許可基準規則」に基づき設ける設備は安全機能を有する施設であ

り，安全機能を有する施設は，その安全機能の重要度に応じて，その機能

が確保されるよう設計する。 

 

 第２項について 

  安全機能を有する施設を他の原子力施設と共用し，又は安全機能を有す

る施設に属する設備を一の廃棄物管理施設において共用する場合には，廃

棄物管理施設の安全性を損なわない設計とする。 

  安全上重要な施設は他の原子力施設と共用しない。 
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第３項について 

  安全機能を有する施設は，当該施設の安全機能を確認するための検査又

は試験及び当該安全機能を健全に維持するための保守又は修理ができる設

計とする。 

第４項について 

  廃棄物管理施設の安全上重要な施設は，収納管，通風管，貯蔵区域しゃ

へい，ガラス固化体検査室しゃへい及び貯蔵建屋床面走行クレーンのしゃ

へい容器であり，これらは静的な設備であることから，故障や動作不能に

より機能を損なうことがないため，多重性を有する設計とする必要はない。 
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（設計最大評価事故時の放射線障害の防止） 

第十二条 廃棄物管理施設は、設計最大評価事故（安全設計上想定される事

故のうち、公衆が被ばくする線量を評価した結果、その線量が最大とな

るものをいう。）が発生した場合において、事業所周辺の公衆に放射線

障害を及ぼさないものでなければならない。 

 

＜適合のための設計方針＞ 

  廃棄物管理施設の安全性の判断に当たって，安全設計上想定される事故

を選定するため，ガラス固化体の落下等，廃棄物管理施設内の火災及びそ

の他機器等の破損，故障，誤動作又は操作員の誤操作等を含む放射性物質

を外部に放出する可能性のある事故を検討した。 

  その結果，クレーンのつりワイヤの二重化，自然通風による崩壊熱の除

去等の設計対応を行っていることから，廃棄物管理施設では放射性物質を

外部に放出する事故の発生は考えられず，発生の可能性との関連において

評価すべき事故はない。 

  しかし，安定なガラス固化体であるとはいえ，多量の放射性物質を貯蔵

する施設の特質を考慮し，公衆に対する廃棄物管理施設の安全性を被ばく

する線量の観点から示すために，ガラス固化体のもつ閉じ込めの機能に異

常をきたす事象として，ガラス固化体の取扱い中の落下による損傷事象を

仮に想定する。 

  その想定においても，ガラス固化体の落下による損傷事象での放射性物

質の吸入による内部被ばくに係る実効線量は約1.5×10－２ｍＳｖであり，

公衆に過度の放射線被ばくを及ぼすことはない。 
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（処理施設） 

第十三条 廃棄物管理施設には、必要に応じて、次に掲げるところにより、

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令（昭和三

十二年政令第三百二十四号）第三十二条第二号に規定する処理を行うた

めの施設を設けなければならない。 

 一 受け入れる放射性廃棄物を処理するために必要な能力を有するものと

すること。 

 二 処理に伴い生じた放射性廃棄物を排出する場合は、周辺監視区域の外

の空気中及び周辺監視区域の境界における水中の放射性物質の濃度を

十分に低減できるよう、廃棄施設に接続する排気口の設置その他の必

要な措置を講ずるものとすること。 

 

＜適合のための設計方針＞ 

  廃棄物管理施設は，最終的な処分がされるまでの間，ガラス固化体を安

全に管理する施設であり，他事業者から受け入れた放射性廃棄物の処理は

行わないため，処理施設は不要であり，本施設に該当する設備は設置しな

い。 

  

５－１－66



（管理施設） 

第十四条 廃棄物管理施設には、次に掲げるところにより、放射性廃棄物を

管理する施設を設けなければならない。 

 一 放射性廃棄物を管理するために必要な容量を有するものとすること。 

 二 管理する放射性廃棄物の性状を考慮し、適切な方法により当該放射性

廃棄物を保管するものとすること。 

 三 放射性廃棄物の崩壊熱及び放射線の照射により発生する熱によって過

熱するおそれがあるものは、冷却のための必要な措置を講ずるものと

すること。 

 

＜適合のための設計方針＞ 

  廃棄物管理施設には，以下のとおり，ガラス固化体を管理する施設を設

ける設計とする。 

 (１) ガラス固化体の最大管理能力 

   廃棄物管理施設の貯蔵ピットは，受け入れるガラス固化体を管理する

ために必要な容量を有する設計とする。 

 (２) ガラス固化体の保管 

   廃棄物管理施設の収納管は，ガラス固化体容器の腐食を防止するため

にガラス固化体をその内部に収納し，ガラス固化体が冷却空気と直接接

触しない方法で管理するとともに，ガラス固化体容器の機械的強度を考

慮し，たてに最大９段積みで収納できる設計とする。 

 (３) ガラス固化体の冷却 

   ガラス固化体から発生する崩壊熱をその熱量によって生じる通風力に

より，収納管及び通風管で形成する円環流路を流れる冷却空気で適切に

除去できる設計とする。  
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（計測制御系統施設） 

第十五条 廃棄物管理施設には、必要に応じて、放射性廃棄物を限定された

区域に閉じ込める機能その他の機能が確保されていることを適切に監視

することができる計測制御系統施設を設けなければならない。 

２ 廃棄物管理施設には、安全設計上想定される事故により当該廃棄物管理

施設の安全性を損なうおそれが生じたとき、次条第二号の放射性物質の

濃度若しくは線量が著しく上昇したとき又は廃棄施設から放射性廃棄物

が著しく漏えいするおそれが生じたときに、これらを確実に検知して速

やかに警報する設備を設けなければならない。 

 

＜適合のための設計方針＞ 

 第１項について 

  廃棄物管理施設には，放射性廃棄物を限定された区域に閉じ込める機能

その他の機能が確保されていることを適切に監視するため，ガラス固化体

の冷却空気の入口温度及び出口温度，収納管排気設備の入口圧力の測定等

を行う計測制御設備を設ける設計とする。また，計測制御設備の主要な表

示装置等は，制御室に設ける設計とする。 

 

 第２項について 

  廃棄物管理施設には，安全設計上想定される事故により廃棄物管理施設

の安全性を損なうおそれが生じたとき，事業所及びその境界付近における

放射性物質の濃度が著しく上昇したとき，又は廃棄施設から放射性廃棄物

が著しく漏えいするおそれが生じたときに，確実に検知して警報するため，

排気モニタリング設備（放射線管理施設）及び廃水貯槽の漏えい検知を行

う設備を設ける設計とする。  
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（放射線管理施設） 

第十六条 事業所には、次に掲げるところにより、放射線管理施設を設けな

ければならない。 

 一 放射線から放射線業務従事者を防護するため、線量を監視し、及び管

理する設備を設けること。 

 二 事業所及びその境界付近における放射性物質の濃度及び線量を監視

し、及び測定する設備を設けること。 

 三 放射線から公衆及び放射線業務従事者を防護するため、必要な情報を

適切な場所に表示する設備を設けること。 

 

＜適合のための設計方針＞ 

 第一号について 

  廃棄物管理施設には，放射線業務従事者の放射線障害を防止するため，

以下のとおり放射線管理施設を設ける設計とする。 

  放射線業務従事者等の管理区域への出入管理を行う出入管理設備や，管

理区域への出入りに伴う汚染の管理及び除染を行う汚染管理設備を設ける。 

 

  また，放射線業務従事者等の線量管理のため，個人管理用設備を備える。 

  廃棄物管理施設内の作業環境における主要な箇所の外部放射線に係る線

量当量率，空気中の放射性物質の濃度及び床面等の放射性物質の表面密度

を監視及び測定するため，屋内モニタリング設備を設けるとともに，放射

線サーベイ機器を備える。 

  また，作業環境で採取した放射線管理用試料の放射能測定を行うための

測定機器を備える。  
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 第二号について 

  廃棄物管理施設には，廃棄物管理施設から大気中へ放出される放射性物

質の濃度や，周辺監視区域境界付近における空間放射線量及び空気中の放

射性物質の濃度を監視及び測定するための屋外モニタリング設備として，

排気モニタリング設備及び環境モニタリング設備を設ける設計とする。 

  排気モニタリング設備は，「発電用軽水型原子炉施設における放出放射

性物質の測定に関する指針（昭和53年９月29日原子力委員会決定）」を参

考として，廃棄物管理施設から大気中へ放出される放射性物質の濃度を測

定できる設計とする。また，ガラス固化体受入れ・貯蔵建屋換気筒モニタ

は，「発電用軽水型原子炉施設における事故時の放射線計測に関する審査

指針（昭和56年７月23日原子力安全委員会決定）」を参考として，事故時

にも廃棄物管理施設から大気中へ放出される放射性物質の濃度を測定でき

る設計とする。   

 第三号について 

  管理区域における外部放射線に係る線量当量率，空気中の放射性物質の

濃度及び床面等の放射性物質の表面密度を管理区域入口付近に表示する設

計とする。 

  また，廃棄物管理施設から大気中へ放出される放射性物質の濃度及び量

や，周辺監視区域境界付近における空間放射線量及び空気中の放射性物質

の濃度又はそれらを換算して得られる被ばく線量を従業者が安全に認識で

きる場所に表示する設計とする。 
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（廃棄施設） 

第十七条 廃棄物管理施設には、周辺監視区域の外の空気中及び周辺監視区

域の境界における水中の放射性物質の濃度を十分に低減できるよう、必

要に応じて、当該廃棄物管理施設において発生する放射性廃棄物を処理

する能力を有する廃棄施設（放射性廃棄物を保管廃棄する施設を除

く。）を設けなければならない。 

２ 廃棄物管理施設には、十分な容量を有する放射性廃棄物を保管廃棄する

施設を設けなければならない。 

 

＜適合のための設計方針＞ 

 第１項及び第２項について 

  廃棄物管理施設には，以下のとおり，気体廃棄物，液体廃棄物及び固体

廃棄物の廃棄施設を設ける設計とする。 

 (１) 気体廃棄物の廃棄施設 

   気体廃棄物の廃棄施設は，ガラス固化体の管理を行う機器及びガラス

固化体を取り扱う室からの排気をフィルタ等により適切に処理し，北換

気筒（ガラス固化体受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排気口から放出し，周

辺監視区域外の空気中の放射性物質の濃度が「線量告示」（第８条）に

定められた値を超えないことはもとより，合理的に達成できる限り低減

する設計とする。 

 (２) 液体廃棄物の廃棄施設 

   液体廃棄物の廃棄施設は，管理区域で発生する液体廃棄物を収集し，

約５年分を貯蔵できる貯槽に保管廃棄する設計とする。 

 (３) 固体廃棄物の廃棄施設 

   固体廃棄物の廃棄施設は，管理区域で発生する雑固体をドラム缶等に
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封入し，約５年分を貯蔵できる固体廃棄物貯蔵室及び十分な容量を有す

る第２低レベル廃棄物貯蔵系の第１貯蔵系に保管廃棄する設計とする。 
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（予備電源） 

第十八条 廃棄物管理施設には、外部電源系統からの電気の供給が停止した

場合において、監視設備その他必要な設備に使用することができる予備

電源を設けなければならない。 

 

＜適合のための設計方針＞ 

  廃棄物管理施設には，操作及び保安に必要な電気設備を設け，外部電源

系統からの電気の供給が停止した場合において，監視設備その他必要な設

備に使用することができる予備電源として，十分な容量及び信頼性のある

予備電源用ディーゼル発電機，直流電源設備及び無停電電源装置を設ける

設計とする。  
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（通信連絡設備等） 

第十九条 事業所には、安全設計上想定される事故が発生した場合において

事業所内の人に対し必要な指示ができるよう、警報装置及び通信連絡設

備を設けなければならない。 

２ 事業所には、安全設計上想定される事故が発生した場合において事業所

外の通信連絡をする必要がある場所と通信連絡ができるよう、通信連絡

設備を設けなければならない。 

３ 廃棄物管理施設には、事業所内の人の退避のための設備を設けなければ

ならない。 

 

＜適合のための設計方針＞ 

 第１項について 

  廃棄物管理施設には，安全設計上想定される事故が発生した場合におい

て，廃棄物管理施設内の各所の者への必要な操作，作業又は退避の指示等

の連絡をブザー鳴動等により行うことができる装置及び音声により行うこ

とができる設備として，警報装置及び有線回線又は無線回線による通信方

式の多様性を備えた所内通信連絡設備を設ける設計とする。 

 

 第２項について 

  廃棄物管理施設には，安全設計上想定される事故が発生した場合におい

て，廃棄物管理施設外の国，地方公共団体，その他関係機関等の必要箇所

へ事故の発生等に係る通信連絡を音声により行うことができる設備として，

所外通信連絡設備を設ける設計とする。 

  所外通信連絡設備は，有線回線又は衛星回線による通信方式の多様性を

備えた構成の回線に接続し，輻輳等による制限を受けることなく常時使用
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できる設計とする。 

第３項について 

  廃棄物管理施設には，廃棄物管理施設内の人の退避のための設備として

単純，明確かつ永続的な標識を付けた安全避難通路を設ける設計とする。 

  廃棄物管理施設には，避難用の照明設備として誘導灯及び非常灯を設け

る設計とし，誘導灯及び非常灯は，外部からの電源が喪失した場合におい

てもその機能を損なわないように電源として蓄電池を内蔵した設計とする。 
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5－2－1 

 

 

第 2.1－１図 廃棄物管理施設一般配置図 



7. その他廃棄物管理設備の附属施設

7.4 固体廃棄物の廃棄施設 

7.4.1 概  要 

  本施設は，管理区域内で発生する雑固体を封入したドラム缶等を保管廃

棄する固体廃棄物貯蔵設備で構成する。 
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7.4.2 固体廃棄物貯蔵設備 

7.4.2.1 概  要 

  本設備は，雑固体を封入したドラム缶等を保管廃棄する設備である。 

  本設備は，固体廃棄物貯蔵室及び第２低レベル廃棄物貯蔵系の第１貯蔵

系で構成し，第１貯蔵系は再処理施設と共用する。 

7.4.2.2 設計方針 

(１) 本設備は，雑固体をドラム缶等に封入し，専用の貯蔵室に保管廃棄

する設計とする。 

(２) 本設備は，予想される雑固体の発生量に対して，十分な貯蔵容量を

有する設計とする。 

(３) 雑固体は，再処理施設で発生する雑固体と同等の廃棄物特性である

ことを確認して保管廃棄する。 

また，第２低レベル廃棄物貯蔵系の第１貯蔵系は，廃棄物管理施設

から発生する雑固体に対して十分な容量を有することから，共用によ

って廃棄物管理施設の安全性を損なわない設計とする。 

7.4.2.3 主要設備の仕様 

固体廃棄物貯蔵設備の主要設備の仕様を第7.4－１表に示す。 

7.4.2.4 主要設備 

  本設備は，雑固体をドラム缶等に封入し，ガラス固化体受入れ建屋の固

体廃棄物貯蔵室にパレットを用いること等により３段積みで保管廃棄又は

第２低レベル廃棄物貯蔵系の第１貯蔵系に保管廃棄できる設計とする。 

  固体廃棄物貯蔵室は，約５年分の発生量を貯蔵できる容量を有する設計
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とし，第２低レベル廃棄物貯蔵系の第１貯蔵系と合わせて，十分な容量を

有する設計とする。また，必要な場合は増設等を考慮する。 

7.4.2.5 評 価 

(１) 本設備は，雑固体をドラム缶等に封入し，ガラス固化体受入れ建屋

の固体廃棄物貯蔵室又は第２低レベル廃棄物貯蔵系の第１貯蔵系に保

管廃棄する設計としている。 

(２) 固体廃棄物貯蔵室は，約５年分の発生量の雑固体を保管廃棄するこ

とができる設計とし，第２低レベル廃棄物貯蔵系の第１貯蔵系と合わ

せて，十分な容量を有する設計としている。 

(３) 雑固体は，再処理施設で発生する雑固体と同等の廃棄物特性である

ことを確認して保管廃棄する。 

また，第２低レベル廃棄物貯蔵系の第１貯蔵系は，廃棄物管理施設

から発生する雑固体に対して十分な容量を有する。 

したがって，共用によって廃棄物管理施設の安全性を損なわない。 
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第7.4－１表 固体廃棄物貯蔵設備の主要設備の仕様 

(１) 固体廃棄物貯蔵室

面  積 約400ｍ２ 

貯蔵容量 約1,200本（200ℓドラム缶換算） 

(２) 第２低レベル廃棄物貯蔵系

第１貯蔵系（再処理施設と共用） 

貯蔵容量 約12,700本（200ℓドラム缶換算） 
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8. 運転保守

8.2 組織及び職務 

  廃棄物管理施設の保安組織は，社長，監査室長，調達室長，安全・品質

本部長，再処理事業部長，技術本部長，廃棄物取扱主任者，再処理計画

部，品質保証部，安全管理部，放射線管理部，核物質管理部，新基準設計

部，再処理工場，技術管理部，土木建築部，エンジニアリングセンターを

もって構成する。 

 廃棄物管理事業変更許可申請を伴う変更，保安規定の変更等について，

他事業等の代表者を含む委員によって，全社的観点（他事業との整合性

等）から保安上の基本方針を審議する品質・保安会議（副社長（安全担

当）が議長）を設置する。また，廃棄物管理施設のガラス固化体の受入れ

計画等について，技術的専門性を有した委員によって，廃棄物管理施設に

係る保安業務全体の観点から保安に係る基本的な計画の妥当性を審議する

貯蔵管理安全委員会（再処理事業部長が委員長を任命）を設置する。さら

に，品質マネジメントシステムに係る活動の実施状況を確認し，経営とし

て評価，審議するため，安全・品質改革委員会（社長が委員長）を設置す

る。 
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6－目－1 

別添－５ 

 

 

 

 

添 付 書 類 六 

 

 変更後における核燃料物質等による放射線の被ばく管理及び放射性廃棄物

の廃棄に関する説明書 

 

平成４年４月３日付け４安第 91号をもって事業の許可を受け，その後，

令和２年８月 26日付け原規規発第 2008261号をもって変更の許可を受けた

廃棄物管理事業変更許可申請書の添付書類六の記述のうち，下記内容を変更

する。 

 

記 

 

4. 放射性廃棄物管理 

 4.4 固体廃棄物処理 

  4.4.1 固体廃棄物の種類とその発生量 

  4.4.2 固体廃棄物の保管管理 

 

 

 

 



6－目－2 

図 

 

第 2.1－１図 管理区域及び周辺監視区域図 

 

第 5.1－１図 線量計算地点 

 



第2.1－１図 管理区域及び周辺監視区域図 
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4. 放射性廃棄物処理

4.4 固体廃棄物処理

4.4.1 固体廃棄物の種類とその発生量

廃棄物管理施設の管理区域で発生する雑固体は，収納管排気設備のフ

ィルタエレメント，換気設備のフィルタエレメント，定期検査等の作業に

より発生するウエス，ゴム手袋等である。 

当社廃棄物管理施設における実績等を考慮すると，これらの雑固体を

ドラム缶等に封入した固体廃棄物の年間推定発生量は，次に示すとおりで

ある。

固体廃棄物の年間推定発生量：約15ｍ３ 

６－４－１



4.4.2 固体廃棄物の保管管理 

  雑固体はドラム缶等に封入した後，固体廃棄物の廃棄施設の固体廃棄物

貯蔵設備に保管廃棄する。 

６－４－２



第5.1－１図 線量計算地点 
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別添－６ 

添 付 書 類 八 

変更後における廃棄物管理施設の保安のための業務に係る 

品質管理に必要な体制の整備に関する説明書 
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1. 概要

本説明書は，変更後における廃棄物管理施設の保安のための業務に係る

品質管理に必要な体制の整備に関する説明書として，品質管理に関する事

項に基づき，廃棄物管理施設の当該事業変更許可申請（以下「本申請」と

いう。）に当たって実施した設計活動に係る品質管理の実績及びその後の

工事等の活動に係る品質管理の方法，組織等に係る事項を記載する。 

2. 基本方針

本説明書では，本申請における，「実施した設計活動に係る品質管理の

実績」及び「その後の工事等の活動に係る品質管理の方法，組織等に係る

事項」を，以下のとおり説明する。 

(１) 設計活動に係る品質管理の実績

「設計活動に係る品質管理の実績」として，実施した設計の管理の方

法を「3. 設計活動に係る品質管理の実績」に記載する。 

 具体的には，組織について「3.1 本申請における設計に係る組織

（組織内外の相互関係及び情報伝達含む。）」に，実施する各段階に

ついて「3.2 本申請における設計の各段階とその審査」に，品質管理

の方法について「3.3 本申請における設計に係る品質管理の方法」に，

調達管理の方法について「3.4 本申請における調達管理の方法」に，

文書管理について「3.5 本申請における文書及び記録の管理」に，不

適合管理について「3.6 本申請における不適合管理」に記載する。 

(２) その後の工事等の活動に係る品質管理の方法，組織等に係る事項

その後の工事等の活動に係る品質管理の方法，組織等に係る事項につ

いては，「4. その後の工事等の活動に係る品質管理の方法等」に記

載する。 
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 具体的には，組織について「4.1 その後の工事等の活動に係る組織

（組織内外の相互関係及び情報伝達含む。）」に，実施する各段階に

ついて「4.2 その後の設計，工事等の各段階とその審査」に，品質管

理の方法について「4.3 その後の設計に係る品質管理の方法」，「4.

4 工事に係る品質管理の方法」及び「4.5 使用前事業者検査の方法」

に，設計及び工事の計画の認可申請（以下「設工認」という。）にお

ける調達管理の方法について「4.6 設工認における調達管理の方法」

に，文書管理について「4.7 その後の設計，工事等における文書及び

記録の管理」に，不適合管理について「4.8 その後の不適合管理」に

記載する。 

また，設工認に基づき，「特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物

管理施設の技術基準に関する規則（令和２年原子力規制委員会規則第1

0号）（以下「技術基準規則」という。）」への適合性を確保するため

に必要となる設備（以下「適合性確認対象設備」という。）の施設管

理について，「5. 適合性確認対象設備の施設管理」に記載する。 

3. 設計活動に係る品質管理の実績

本申請に当たって実施した設計に係る品質管理は，廃棄物管理事業変更

許可申請書本文における六、廃棄物管理施設の保安のための業務に係る品

質管理に必要な体制の整備に関する事項（以下「事業変更許可本文六号」

という。）に基づき以下のとおり実施する。 

3.1 本申請における設計に係る組織（組織内外の相互関係及び情報伝達含

む） 

  設計及び調達は，第3.1－１図に示す組織に係る体制で実施する。 
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 また，設計（「3.3 本申請における設計に係る品質管理の方法」）及

び調達（「3.4 本申請における調達管理の方法」）の各プロセスを主管

する箇所を第3.1－１表に示す。 

 第3.1－１表に示す各プロセスを主管する箇所の長は，担当する設備に

関する設計及び調達について，責任と権限を持つ。 

3.1.1 設計に係る組織 

  設計は，第3.1－１表に示す主管箇所のうち，「3.3 本申請における設

計に係る品質管理の方法」に係る箇所が設計を主管する組織として実施す

る。 

 この設計に必要な資料の作成を行うため，第3.1－１図に示す体制を定

めて設計に係る活動を実施する。 

  なお，本申請において上記による体制で実施した。 

3.1.2 調達に係る組織 

  調達は，第3.1－１表に示す組織の調達を主管する箇所で実施する。 

3.2 本申請における設計の各段階とその審査 

  本申請における設計は，本申請における申請書作成及びこれに付随する

基本的な設計として，事業変更許可本文六号「Ｇ．ｃ．設計開発」のうち，

必要な事項に基づき以下のとおり実施する。 

  本申請における設計の各段階及び調達と事業変更許可本文六号との関係

を第3.2－１表に示す。 

 設計を主管する箇所の長は，第3.2－１表に示すアウトプットに対する

審査（以下「レビュー」という。）を実施するとともに，記録を管理する。 
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 また，設計の各段階におけるレビューについては，第3.1－１表に示す

設計を主管する組織の中で当該設備の設計に関する専門家を含めて実施す

る。 

なお，本申請において上記による活動を実施した。 

3.3 本申請における設計に係る品質管理の方法 

 設計を主管する箇所の長は，本申請における設計として，「3.3.1 設

計に用いる情報の明確化」，「3.3.2(１) 申請書作成のための設計」及び

「3.3.2(２) 設計のアウトプットに対する検証」の各段階を実施する。 

  以下に各段階の活動内容を示す。 

3.3.1 設計に用いる情報の明確化 

  設計を主管する箇所の長は，本申請に必要な設計に用いる情報を明確に

する。 

  なお，本申請において上記による活動を実施した。 

3.3.2 設計及び設計のアウトプットに対する検証 

  設計を主管する箇所の長は，本申請における設計を以下のとおり実施す

る。 

(１) 申請書作成のための設計

設計を主管する箇所の長は，本申請における申請書作成のための設計

を実施する。 

また，設計を主管する箇所の長は，本申請における申請書の作成に必

要な基本的な設計の品質を確保する上で重要な活動となる，「調達に

よる解析」及び「手計算による自社解析」について，個別に管理事項
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を実施し品質を確保する。 

なお，本申請において申請書作成のための設計を実施した。 

(２) 設計のアウトプットに対する検証

設計を主管する箇所の長は，「3.3.2 設計及び設計のアウトプット

に対する検証」のアウトプットが設計のインプット（「3.3.1 設計に

用いる情報の明確化」）で与えられた要求事項に対する適合性を確認

した上で，要求事項を満たしていることの検証を，組織の要員に指示

する。ただし，当該設計を行った要員に当該設計の検証をさせない。 

なお，本申請において上記による活動を実施した。 

(３) 申請書の作成

事業許可に係る官庁申請を主管する箇所の長は，設計を主管する箇所

の長が実施する本申請における申請書作成のための設計からのアウト

プットを基に，本申請に必要な申請書を作成する。 

なお，本申請において上記による活動を実施した。 

(４) 申請書の承認

事業許可に係る官庁申請を主管する箇所の長は，本申請に必要な申請

書を，貯蔵管理安全委員会及び品質・保安会議へ付議し，審議を受け

る。 

また，事業許可に係る官庁申請を主管する箇所の長は，貯蔵管理安全

委員会及び品質・保安会議の審議を得た本申請における申請書につい

て，原子力規制委員会への提出手続きの承認を得る。 

なお，本申請において上記による活動を実施した。 
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3.3.3 設計における変更 

  設計を主管する箇所の長は，設計の変更が必要となった場合，各設計結

果のうち，影響を受けるものについて必要な設計を実施し，影響を受けた

段階以降の設計結果を必要に応じ修正する。 

  なお，本申請において上記による活動を実施した。 

3.4 本申請における調達管理の方法 

  調達を主管する箇所の長は，調達管理を確実にするために，以下に示す

管理を実施する。 

3.4.1 供給者の技術的評価 

  契約を主管する箇所の長は，供給者が当社の要求事項に従って調達物品

等を供給する技術的な能力を判断の根拠として，供給者の技術的評価を実

施する。 

3.4.2 供給者の選定 

  調達を主管する箇所の長は，本申請における設計に必要な調達を行う場

合，調達に必要な要求事項を明確にし，契約を主管する箇所の長へ供給者

の選定を依頼する。 

また，契約を主管する箇所の長は，「3.4.1 供給者の技術的評価」で，

技術的な能力があると判断した供給者を選定する。 

調達を主管する箇所の長は，供給者に対して品質保証計画書を提出さ

せ審査する。 
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3.4.3 調達管理 

  調達を主管する箇所の長は，調達に関する品質マネジメントシステムに

係る活動を行うに当たって，以下に基づき業務を実施する。 

(１) 仕様書の作成

調達を主管する箇所の長は，業務の内容に応じ調達物品等要求事項を

含めた仕様書を作成し，供給者の業務実施状況を適切に管理する。

（「3.4.3(２) 調達した役務の検証」参照） 

(２) 調達した役務の検証

調達を主管する箇所の長は，調達した役務が調達物品等要求事項を満

たしていることを確実にするために調達した役務の検証を行う。 

供給者先で検証を実施する場合は，あらかじめ仕様書で検証の要領及

び調達した役務のリリースの方法を明確にした上で，検証を行う。 

3.4.4 請負会社他品質監査 

  供給者に対する監査を主管する箇所の長は，供給者の品質マネジメント

システムに係る活動及び健全な安全文化を育成し維持するための活動が適

切で，かつ，確実に行われていることを確認するために，請負会社他品質

監査を実施する。 

3.5 本申請における文書及び記録の管理 

  本申請における設計に係る文書及び記録については，品質マネジメント

文書，それらに基づき作成される品質記録であり，これらを適切に管理す

る。 

  なお，本申請において上記による活動を実施した。 
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3.6 本申請における不適合管理 

  本申請に基づく設計において発生した不適合については，適切に処置を

行う。 

4. その後の工事等の活動に係る品質管理の方法等

その後の工事等の活動に係る品質管理の方法，組織等に係る事項につい

ては，事業変更許可本文六号に基づき以下のとおり実施する。 

4.1 その後の工事等の活動に係る組織（組織内外の相互関係及び情報伝達

含む） 

 その後の工事等の活動は，第3.1－１図に示す組織に係る体制で実施す

る。 

4.2 その後の設計，工事等の各段階とその審査 

4.2.1 設計及び工事等のグレード分けの適用 

  設計及び工事等におけるグレード分けは，廃棄物管理施設の安全上の重

要度に応じて行う。 

4.2.2 設計及び工事等の各段階とその審査 

  設計又は工事を主管する箇所の長及び検査を担当する箇所の長は，その

後における設計及び工事等の各段階において，レビューを実施するととも

に，記録を管理する。 

  なお，設計の各段階におけるレビューについては，設計及び工事を主管

する組織の中で当該設備の設計に関する専門家を含めて実施する。 
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4.3 その後の設計に係る品質管理の方法 

  設計を主管する箇所の長は，設工認における技術基準規則等への適合性

を確保するための設計を実施する。 

4.3.1 適合性確認対象設備に対する要求事項の明確化 

  その後の設計を主管する箇所の長は，設工認に必要な要求事項を明確に

する。 

4.3.2 各条文の対応に必要な適合性確認対象設備の選定 

  その後の設計を主管する箇所の長は，各条文の対応に必要な適合性確認

対象設備を抽出する。 

4.3.3 設計及び設計のアウトプットに対する検証 

  設計を主管する箇所の長は，適合性確認対象設備の技術基準規則等への

適合性を確保するための設計を実施する。 

(１) 基本設計方針の作成（設計１）

設計を主管する箇所の長は，技術基準規則等の適合性確認対象設備に

必要な要求事項に対する設計を漏れなく実施するために，技術基準規

則の条文ごとに各条文に関連する要求事項を用いて設計項目を明確に

した基本設計方針を作成する。 

(２) 適合性確認対象設備の各条文への適合性を確保するための設計（設

計２） 

設計を主管する箇所の長は，適合性確認対象設備に対し，変更があっ

た要求事項への適合性を確保するための詳細設計を，「設計１」の結

果を用いて実施する。 
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(３) 詳細設計の品質を確保する上で重要な活動の管理

設計を主管する箇所の長は，詳細設計の品質を確保する上で重要な活

動となる，「調達による解析」及び「手計算による自社解析」につい

て，個別に管理事項を実施し，品質を確保する。 

(４) 設計のアウトプットに対する検証

設計を主管する箇所の長は，「4.3.3 設計及び設計のアウトプット

に対する検証」のアウトプットが設計のインプット（「4.3.1 適合性

確認対象設備に対する要求事項の明確化」及び「4.3.2 各条文の対応

に必要な適合性確認対象設備の選定」参照）で与えられた要求事項に

対する適合性を確認した上で，要求事項を満たしていることの検証を，

組織の要員に指示する。 

なお，この検証は適合性確認を実施した者の業務に直接関与していな

い上位職位の者に実施させる。 

(５) 設工認申請書の作成

設工認申請に係る総括を主管する箇所の長は，設計を主管する箇所の

長が実施する設計からのアウトプットを基に，設工認申請書を作成す

る。 

(６) 設工認申請書の承認

設工認申請に係る総括を主管する箇所の長は，設工認申請書を貯蔵管

理安全委員会へ付議し，審議を受けた後に承認を得る。 

4.3.4 設計における変更 

設計を主管する箇所の長は，設計対象の追加又は変更が必要となった

場合，各設計結果のうち，影響を受けるものについて必要な設計を実

施し，影響を受けた段階以降の設計結果を必要に応じ修正する。 



８－11 

4.4 工事に係る品質管理の方法 

  工事を主管する箇所の長は，具体的な設備の設計の実施及びその結果を

反映した設備を導入するために必要な工事を，「4.6 設工認における調

達管理の方法」の管理を適用して実施する。 

4.4.1 具体的な設備の設計の実施（設計３） 

  工事を主管する箇所の長は，工事段階において，要求事項に適合するた

めの具体的な設計（設計３）を実施し，決定した具体的な設備の設計結果

を取りまとめる。 

4.4.2 具体的な設備の設計に基づく工事の実施 

  工事を主管する箇所の長は，要求事項に適合する設備を設置するための

工事を実施する。 

4.5 使用前事業者検査の方法 

  使用前事業者検査は，適合性確認対象設備が，認可された設工認に記載

された仕様及びプロセスのとおりであること，技術基準規則に適合してい

ることを確認するため，使用前事業者検査を計画し，工事実施箇所からの

独立性を確保した検査体制のもと，実施する。 

4.5.1 使用前事業者検査での確認事項 

  使用前事業者検査は，適合性確認対象設備が，認可された設工認に記載

された仕様及びプロセスのとおりであること，技術基準規則に適合してい

ることを確認するために，以下の項目について検査を実施する。 

(１) 実設備の仕様の適合性確認
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(２) 品質マネジメントシステムに係る検査

4.5.2 使用前事業者検査の計画 

  検査を担当する箇所の長は，適合性確認対象設備が，認可された設工認

に記載された仕様及びプロセスのとおりであること，技術基準規則に適合

していることを確認するため，使用前事業者検査を計画する。 

4.5.3 検査計画の管理 

  検査に係るプロセスの取りまとめを主管する箇所の長は，使用前事業者

検査の実施時期及び使用前事業者検査が確実に行われることを管理する。 

4.5.4 使用前事業者検査の実施 

  使用前事業者検査は，検査要領書の作成，検査体制を確立して実施する。 

4.6 設工認における調達管理の方法 

  調達を主管する箇所の長は，設工認で行う調達管理を確実にするために，

品質管理に関する事項に基づき以下に示す管理を実施する。 

4.6.1 供給者の技術的評価 

  契約を主管する箇所の長は，供給者が当社の要求事項に従って調達物品

等を供給する技術的な能力を判断の根拠として，供給者の技術的評価を実

施する。 

4.6.2 供給者の選定 

調達を主管する箇所の長は，設工認に必要な調達を行う場合，原子力
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安全に対する影響，供給者の実績等を考慮し，業務の重要度に応じてグレ

ード分けを行うとともに，調達に必要な要求事項を明確にし，契約を主管

する箇所の長へ供給者の選定を依頼する。 

また，契約を主管する箇所の長は，「4.6.1 供給者の技術的評価」で，

技術的な能力があると判断した供給者を選定する。 

調達を主管する箇所の長は，供給者に対して品質保証計画書を提出さ

せ審査する。 

4.6.3 調達物品等の調達管理 

  調達を主管する箇所の長は，調達に関する品質マネジメントシステムに

係る活動を行うに当たって，原子力安全に対する影響及び供給者の実績等

を考慮し，以下の調達管理に基づき業務を実施する。 

(１) 仕様書の作成

調達を主管する箇所の長は，業務の内容に応じ，品質管理に関する事

項に基づく調達物品等要求事項を含めた仕様書を作成し，供給者の業

務実施状況を適切に管理する。（「4.6.3(２) 調達物品等の管理」参照） 

(２) 調達物品等の管理

調達を主管する箇所の長は，当社が仕様書で要求した製品が確実に納

品されるよう調達物品等が納入されるまでの間，製品に応じた必要な

管理を実施する。 

(３) 調達物品等の検証

調達を主管する箇所の長は，調達物品等が調達物品等要求事項を満た

していることを確実にするために調達物品等の検証を行う。 

なお，供給者先で検証を実施する場合，あらかじめ仕様書で検証の要

領及び調達物品等のリリースの方法を明確にした上で，検証を行う。 



８－14 

4.6.4 請負会社他品質監査 

供給者に対する監査を主管する箇所の長は，供給者の品質マネジメン

トシステムに係る活動及び健全な安全文化を育成し維持するための活

動が適切で，かつ，確実に行われていることを確認するために，請負

会社他品質監査を実施する。 

4.7 その後の設計，工事等における文書及び記録の管理 

その後の設計，工事等における文書及び記録については，事業変更許

可本文六号に示す文書，それらに基づき作成される品質記録であり，

これらを適切に管理する。 

4.8 その後の不適合管理 

その後の設計，工事及び試験・検査において発生した不適合について

は適切に処置を行う。 

5. 適合性確認対象設備の施設管理

工事を主管する箇所の長は，適合性確認対象設備について，技術基準

規則への適合性を使用前事業者検査を実施することにより確認し，適

合性確認対象設備の使用開始後においては，施設管理に係る業務プロ

セスに基づき廃棄物管理施設の安全上の重要度に応じた点検計画を策

定し保全を実施することにより，適合性を維持する。 
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※：「3.4 本申請における調達管理の方法」のみ実施。 

プロセス 主管箇所 

3.3 

本申請における 

設計に係る品質 

管理の方法 
再処理事業部 再処理工場 

共用施設部，ガラス固化施設部 

調達室※ 

3.4 
本申請における 

調達管理の方法 

第 3.1－１表 設計及び調達の実施の体制 
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各段階 

事業変更許可

本文六号の対

応項目 

概 要 

設
計 

3.3 

本申請にお

ける設計に

係る品質管

理の方法 

Ｇ．ｃ．(ａ) 

設計開発計画 

本申請及びこれに

付随する基本設計

を実施するための

計画 

3.3.1 

設計に用い

る情報の明

確化 

Ｇ．ｃ．(ｂ) 

設計開発に用

いる情報 

本申請及びこれに

付随する基本設計

の要求事項の明確

化 

3.3.2(１)  

※ 

申請書作成

のための設

計 

Ｇ．ｃ．(ｃ) 

設計開発の結

果に係る情報 

本申請における申

請書作成のための

設計 

3.3.2(２)  

設計のアウ

トプットに

対する検証 

Ｇ．ｃ．(ｅ) 

設計開発の検

証 

本申請及びこれに

付随する基本設計

の妥当性のチェッ

ク 

3.3.3 

※ 

設計におけ

る変更 

Ｇ．ｃ．(ｇ) 

設計開発の変

更の管理 

設計対象の追加や

変更時の対応 

調

達 
3.4 

本申請にお

ける調達管

理の方法 

Ｇ．ｄ． 

調達 

本申請に必要な設

計に係る調達管理 

※：「3.2 本申請における設計の各段階とその審査」で述べている「設

計の各段階におけるレビュー」の各段階を示す。 

 

  

第 3.2－１表 本申請における設計の各段階及び調達 

（事業変更許可本文六号との関係） 
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第 3.1－１図 組織図 

経 営 企 画 本 部

カ イ ゼ ン 推 進 室

調 達 室

働 き 方 改 革 本 部

濃 縮 事 業 部

埋 設 事 業 部

品 質 管 理 課

品質・保安会議 事 業 者 検 査 課

安 全 ・ 品 質 本 部

地 域 ・ 広 報 本 部

業 務 推 進 本 部

安 全 技 術 課
安 全 管 理 部

作 業 安 全 課

放 射 線 管 理 課

放 射 線 安 全 課
放 射 線 管 理 部

放 射 線 施 設 課

社 長

安 全 ・ 品 質 改 革 委 員 会 環 境 管 理 課

核 物 質 管 理 課

核 物 質 管 理 部 核 物 質 防 護 課

警 備 課
再 処 理 事 業 部

防 災 業 務 課
防 災 管 理 部

防 災 施 設 課

新 基 準 設 計 部

保 全 企 画 部

保 全 計 画 課
保 全 技 術 部

保 全 技 術 課

建 築 保 全 課
土 木 建 築 保 全 部

土 木 保 全 課

計 装 技 術 課

計 装 設 計 課
計 装 保 全 部

計 装 第 一 課

計 装 第 二 課

電 気 技 術 課

技 術 部 保 安 管 理 課

電 気 保 全 部 電 気 保 全 課

火 災 防 護 課

機 械 技 術 課

前 処 理 機 械 課

共 用 機 械 課
機 械 保 全 部

化 学 処 理 機 械 課

許 認 可 業 務 課

貯蔵管理安全委員会 運 転 部

廃 棄 物 管 理 課

ユーティリティ施設課

分 析 化 学 機 械 課

ガ ラ ス 固 化 機 械 課
再 処 理 工 場

技 術 課

廃 棄 物 取 扱 主 任 者

安全ユーティリティ課

輸 送 技 術 課

前 処 理 課
前 処 理 施 設 部

燃 料 管 理 課

分 離 課

共 用 施 設 部

化 学 処 理 施 設 部 精 製 課

脱 硝 課

ガ ラ ス 固 化 課
ガラス固化施設部

貯 蔵 管 理 課

分 析 管 理 課
分 析 部

分 析 課

技 術 管 理 部

土 木 建 築 技 術 課

土 木 建 築 部 土 木 課

建 築 課

技 術 本 部
情報システム企画部

（ 部：廃棄物管理関係部署）

東 京 支 社

耐 震 技 術 課

監 査 役 監 査 役 業 務 部

輸 送 管 理 部

設 計 部

エンジニアリングセンター プ ロ ジ ェ ク ト 部

再 処 理 計 画 部

品 質 保 証 課

品 質 保 証 部

監 査 室
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